
漢
字
學
硏
究　

第
二
號

八
三

器
名　

盤
・
逑
盤
・
독
盤
・
徠
盤

時
代　

西
周
晚
期
（
宣
王
）

出
土以

下
に
擧
げ
た
著
錄
そ
の
一
―
圖
錄
・
出
土
狀
況
の
①
、
お
よ
び
著
錄
そ
の
二

―
發
掘
報
告
・
圖
錄
の
②
③
に
據
っ
て
記
す
。

二
〇
〇
三
年
一
月
一
九
日
、
陝
西
省
眉
縣
馬
家
鎭
楊
家
村
の
窖
穴
か
ら
出
土
。

窖
穴
は
村
の
煉
瓦
製
造
所
北
面
の
斜
坡
狀
半
崖
（
要
は
崖
の
斜
面
）
に
位
置
し
、

穴
底
は
黃
土
臺
地
の
地
表
か
ら7.6m

、
臺
地
の
下
底
か
ら9.4m

の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
穴
の
底
面
は
平
ら
で
、
不
規
則
な
形
を
し
て
お
り
、
頂
部
は
少
し
陷
沒
し
て

い
る
が
、
ド
ー
ム
形
で
坑
壁
が
外
に
膨
ら
ん
で
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
直
徑
は

1.6

×1.8m

、
高
さ
は1.1m

。
發
掘
の
顚
末
は
次
の
通
り
。
す
な
わ
ち
、
最
初

に
村
民
五
名
が
土
を
掘
っ
て
い
た
と
き
に
靑
銅
器
を
發
見
し
て
、
す
ぐ
に
寶
鷄
市

文
物
事
業
管
理
局
に
連
絡
を
し
、
卽
日
、
眉
縣
文
化
館
が
人
員
を
派
遣
し
て
緊
急

保
護
措
置
を
加
え
た
。
つ
い
で
寶
鷄
市
文
物
事
業
管
理
局
・
寶
鷄
市
考
古
工
作
隊

の
人
員
が
現
場
に
驅
け
つ
け
、
窖
藏
の
狀
況
の
重
要
性
に
鑑
み
て
緊
急
救
助
的
な

發
掘
を
共
同
で
同
日
の
う
ち
に
行
っ
た
。
窖
穴
か
ら
は
全
部
で
二
七
件
の
西
周
靑

銅
器
が
出
土
し
、
內
譯
は
鼎
一
二
件
、
鬲
九
件
、
方
壺
二
件
、
盤
・

・

・
盂

各
一
件
で
、本
盤
は
そ
の
う
ち
の
一
器
で
あ
る
（
編
號
は
①
で
は2003M

YD:009

、

②
③
で
は2003M

YJ:10

）。

所
藏　

陝
西
省
寶
鷄
靑
銅
器
博
物
館

著
錄
そ
の
一
―
圖
錄
・
出
土
狀
況

①  

陝
西
省
文
物
局
・
中
華
世
紀
壇
藝
術
館
編
『
盛
世
吉
金
―
陝
西
寶
鷄
眉
縣
靑
銅

器
窖
藏
』（
北
京
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

著
錄
そ
の
二
―
發
掘
報
告
・
圖
錄

②  
陝
西
省
考
古
硏
究
所
・
寶
鷄
市
考
古
工
作
隊
・
楊
家
村
聯
合
考
古
隊
・
眉
縣
文

化
館
「
陝
西
眉
縣
楊
家
村
西
周
靑
銅
器
窖
藏
發
掘
簡
報
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三

年
第
六
期
）

③  

陝
西
省
考
古
硏
究
所
・
寶
鷄
市
考
古
工
作
隊
・
聯
合
考
古
隊
・
眉
縣
文
化
館

「
陝
西
眉
縣
楊
家
村
西
周
靑
銅
器
窖
藏
」（『
考
古
與
文
物
』二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

金
文
通
解

뎾
盤

馬　
　

越　
　

靖　
　

史



뎾
盤

八
四

著
錄
そ
の
三
―
そ
の
他

④  
李
零
「
讀
楊
家
村
出
土
虞
逑
諸
器
」（『
中
國
歷
史
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

⑤  

鍾
柏
生
等
合
編
『
新
收
殷
周
靑
銅
器
銘
文
曁
器
影
彙
編
』（
藝
文
印
書
館
、

二
〇
〇
六
年
）、
器
號757

（
五
五
一
〜
五
五
三
頁
）

⑥  

劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
二
編
』（
中
華
書
局
、二
〇
一
〇
年
）、

N
o.939

（
二
六
二
〜
二
六
四
頁
）

な
お
著
錄
と
し
て
は
他
に
、
陜
西
省
考
古
硏
究
所 

・
寶
鷄
市
考
古
硏
究
所
・

眉
縣
文
化
館
編
『
吉
金
鑄
華
章
―
寶
鷄
眉
縣
楊
家
村
單
氏
靑
銅
器
窖
藏
』（
文
物

出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
よ
う
だ
が
未
見
。

本
盤
銘
文
の
考
釋
（
釋
讀
）

④
李
零
「
讀
楊
家
村
出
土
虞
逑
諸
器
」（『
中
國
歷
史
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

⑦
李
學
勤
「
眉
縣
楊
家
村
新
出
靑
銅
器
硏
究
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）

⑧
裘
錫
圭
「
讀

器
銘
文
札
記
三
則
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）

⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
「

盤
銘
文
試
釋
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）

⑩
王
輝
「
독
盤
銘
文
箋
釋
」（『
考
古
與
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

⑪
彭
曦
「

盤
銘
文
的
注
釋
及
簡
析
」（『
寶
鷄
文
理
學
院
學
報
（
社
會
科
學
版
）』

二
〇
〇
三
年
第
五
期
）

⑫
董
珊
「
略
論
西
周
單
氏
家
族
窖
藏
靑
銅
器
銘
文
」（『
中
國
歷
史
文
物
』
二
〇
〇
三

年
第
四
期
）

⑬
劉
源
「

盤
銘
文
考
釋
」（『
中
國
史
硏
究
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
）

⑭
周
曉
陸
「《
徠
盤
》
讀
箋
」（『
北
京
師
範
大
學
學
報
』（
社
會
科
學
版
）
二
〇
〇
三

年
第
五
期
）

⑮
連
劭
名
「
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
靑
銅
器
銘
文
考
述
」（『
中
原
文
物
』
二
〇
〇
四
年

第
六
期
）

⑯
麻
愛
民
「
逨
盤
補
釋
」（『
古
籍
整
理
硏
究
學
刊
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
）

⑰
張
崇
禮「
逑
器
銘
文
補
釋
」（『
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心
網
站
』、

二
〇
一
一
年
）

　

http://w
w
w
.gw

z.fudan.edu.cn/SrcShow
.asp?Src_ID=

1959#
_ednref24

な
お
他
に
、
何
琳
儀
「

盤
古
辭
探
微
」（『
安
徽
大
學
學
報
』
二
〇
〇
三
年
第

四
期
）
が
あ
る
よ
う
だ
が
未
見
。

本
盤
銘
文
に
關
す
る
論
考

⑱
馬
承
源
等
「
陝
西
眉
縣
出
土
窖
藏
靑
銅
器
筆
談
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六

期
）

⑲
考
古
與
文
物
編
輯
部「
寶
鷄
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
單
氏
家
族
靑
銅
器
群
座
談
紀
要
」

（『
考
古
與
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
三
期
）

⑳
周
曉
陸
「
西
周
〝
徠
器
〞
及
相
關
問
題
探
討
」（『
南
京
大
學
學
報
（
哲
學
・
人

文
科
學
・
社
會
科
學
）』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
）

㉑
劉
軍
社
「

盤
的
史
學
價
値
」（『
寶
鷄
文
理
學
院
學
報
（
社
會
科
學
版
）』

二
〇
〇
三
年
第
五
期
）

㉒
張
潤
棠
「
眉
縣
楊
家
村
窖
藏
靑
銅
器
述
評
」（『
寶
鷄
文
理
學
院
學
報
（
社
會
科

學
版
）』
二
〇
〇
三
年
第
五
期
）

㉓
劉
士
莪
「
牆
盤
・

盤
之
對
比
硏
究
―
兼
談
西
周
微
氏
・
單
公
家
族
窖
藏
銅
器
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群
的
歷
史
意
義
」（『
文
博
』
二
〇
〇
四
年
第
五
期
）

㉔
張
懋
鎔
「

盤
與
西
周
王
年
」（『
齊
魯
學
刊
』
二
〇
〇
六
年
第
六
期
）

㉕
田
率
「
陝
西
眉
縣
靑
銅
器
窖
藏
與
西
周
單

家
族
」（『
中
國
歷
史
文
物
』

二
〇
〇
八
年
第
四
期
）

㉖
松
井
嘉
德
「
記
憶
さ
れ
る
西
周
史
―

盤
銘
の
解
讀
―
」（『
東
洋
史
硏
究
』
第

六
十
四
卷
第
三
號
、
二
〇
〇
五
年
）

な
お
他
に
、
劉
軍
社
「
逑
盤
的
發
現
及
其
史
學
意
義
」（『
黃
盛
璋
先
生
八
秩
華

誕
紀
念
文
集
』、中
國
敎
育
文
化
出
版
社
、二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
よ
う
だ
が
未
見
。

以
下
、
本
稿
で
引
用
す
る
金
文
や
靑
銅
器
の
著
錄
書
お
よ
び
考
釋
書
の
略
稱
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

集
成　

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
『
殷
周
金
文
集
成
』（
修
訂
增
補
本
、

中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）

近
出　

劉
雨
・
盧
岩
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）

近
出
二　
劉
雨
・
嚴
志
斌
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
二
編
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇

年
）

通
釋　

白
川
靜
『
金
文
通
釋
』（『
白
川
靜
著
作
集 

別
卷
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四

年
〜
〇
五
年
）

器
制口

徑53.6cm

、
通
高20.4cm

、
重
量18.5kg

。
口
部
は
す
ぼ
み
、
四
角
い
唇

部
は
廣
く
平
ら
で
外
に
沿
っ
て
折
れ
、
腹
部
は
淺
い
。
腹
壁
の
外
は
弧
斜
し
、
底

は
平
ら
に
近
い
。
U
字
形
の
耳
が
二
つ
附
さ
れ
、
兩
耳
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
圓
く

雕
っ
た
螺
旋
狀
・
獸
角
狀
の
環
を
銜
え
た
龍
首
が
あ
り
、
環
は
扁
平
の
圓
環
で
あ

る
。
圈
足
（
高
臺
）
は
高
く
、
そ
の
下
に
は
四
つ
の
獸
足
を
附
す
。
腹
部
と
圈
足

に
は
そ
れ
ぞ
れ
竊
曲
紋
を
一
周
飾
り
、
兩
耳
と
銜
え
た
環
に
は
重
環
紋
を
飾
る
。

銘
文盤

內
の
底
に
二
一
行
、
每
行
一
六
か
ら
二
〇
字
、
計
三
七
〇
字
。
う
ち
合
文
一

字
、
重
文
一
一
字
。

圖一　器影（④圖版二より引用）



뎾
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八
六

圖二　銘文（寫眞、②圖版四二より引用）
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七 圖三　銘文（拓影、④圖版三より引用）



뎾
盤

八
八

銘
文
隸
定

뎾
曰
不
（
丕
）
顯
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
單
公
姆
（
桓
）
좲
克
明

（
質
）

（
厥
）
德
夾

맕
（
詔
）
文
王
武
王
達
（
撻
）
殷
慕
（
膺
）
受
天
魯
令
（
命
）
匍
有
牙
（
四
）
方
竝

宅

（
厥
）
堇
（
勤
）
彊
（
疆
）
土
用
配
上
帝
빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
公
弔

（
叔
）
克
뎾

匹
成
王
成
受
（
授
）
大
令
（
命
）
方
狄
（
逖
）
不

（
享
）
用
奠
牙
（
四
）
或
（
國
）

萬
邦

빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
新
室
中
（
仲
）
克
幽
明

（
厥
）
心
걘
（
柔
）
遠
能

뗊
（
邇
）

會
맕
（
詔
）
康
王
方

（
懷
）
不
廷
빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
惠
中
（
仲
）

父

盭
龢
（
和
）
于
政
又
（
有
）
成
于
猷
用
會
卲
（
昭
）
王
穆
王
椎
（
贋
）
政
（
征
）

牙
（
四
）
方
쏥
（
撲
）

伐
楚
곴
（
荊
）
빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
零
白
（
伯
）
炎
明

（
厥
）
心
不
彖

（
惰
）
□
（

〈
厥
〉）

服
用
辟

（
共
）
王
懿
王
빀
밾
（
朕
）
皇
亞
且
（
祖
）
懿
中
（
仲
）

諫
좲
克

匍
保

（
厥
）
辟
考
（
孝
）
王
놟
（
夷
）
王
又
（
有
）
成
于
周
邦
빀
밾
（
朕
）
皇
考

（
共
）
弔
（
叔
）
穆
좲
帙
（
翼
）
좲
龢
（
和
）
醤
（
詢
）
于
政
明
派
于
德

（
享
）

辟
괁
（
厲
）
王
뎾

（
肇
）
씘
밾
（
朕
）
皇
且
（
祖
）
考
服
虔
륒
（
夙
）
夕
敬
밾
（
朕
）
爬
（
死
）

事
甥
天
子

多
易
（
賜
）
뎾
休
天
子
其
萬
年
無
彊
（
疆
）

（
耆
）
黃

保
奠
周

邦
諫

（
乂
）
牙
（
四
）
方
王
若
曰
뎾
不
（
丕
）
顯
文
武
慕
（
膺
）
受
大
令
（
命
）

匍
有
牙
（
四
）
方
売
（
則
）
볏
隹
（
唯
）
乃
先
聖
且
（
祖
）
考
夾
맕
（
詔
）
先
王

（
勳
）

堇
（
勤
）
大
令
（
命
）
今
余
隹
（
唯
）
巠
（
經
）
乃
先
聖
且
（
祖
）
考
랭
（
申
）

（
就
）
乃
令
（
命
）
좲
女
（
汝
）
疋

롸
（
榮
）
兌
빨
래
（
司
）
牙
（
四
）
方
吳
（
虞
）
떱
（
林
）
用
宮
御
易
（
賜
）
女

（
汝
）
赤
巿
幽
黃

攸
勒
뎾
敢
對
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
륽
（
揚
）
用
乍
（
作
）
밾
（
朕
）
皇
且
（
祖
）

考
寶
깼
（
깻
）
般
（
盤
）
用
追

（
享
）
考
（
孝
）
于

（
前
）
좲
文
좲
人
좲
嚴

才
（
在
）
上

（
翼
）
才
（
在
）

□
（
下
） 

惇
좲
뽃﹇
좲
﹈降
뎾
魯
多
福
뼉
（
眉
）
壽
繛
（
綽
）
綰
受
（
授
）
余
康
랝

屯
（
純
）

又
（
祐
）
通

（
祿
）
永
令
（
命
）

（
靈
）
冬
（
終
）
뎾
繹
（
畯
）
臣
天
子
좲

孫
좲
永
寶
用

（
享
）

考
釋
（
丸
數
字
は
前
揭
の
文
獻
番
號
を
、﹇　

﹈
は
筆
者
の
補
足
を
表
す
）

뎾
曰
、

作
器
者
名
「
뎾
（　

 　

）」
に
つ
い
て
、
①
陝
西
省
文
物
局
等
、
②
③
陝
西
省

考
古
硏
究
所
等
、
⑤
鍾
柏
生
等
、
⑥
劉
雨
・
嚴
志
斌
、
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉

棟
、
⑪
彭
曦
は

と
、
⑦
李
學
勤
は
뎾
と
、
④
李
零
は
逑
と
、
⑩
王
輝
は
독
（
⑧

裘
錫
圭
も
こ
の
可
能
性
を
示
唆
）
と
そ
れ
ぞ
れ
隸
定
し
て
い
る
。
⑫
董
珊
は
陳
劍

の
說
（「
據
郭
店
簡
釋
讀
西
周
金
文
一
例
」、『
甲
骨
金
文
考
釋
論
集
』、
綫
裝
書
局
、
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二
〇
〇
七
年
）
に
從
っ
て
逑
と
隸
定
し
て
い
る
。
⑳
周
曉
陸
は
辵
と
彳
は
通
ず
る

と
し
て
「
徠
と
隸マ

マ定
す
る
の
が
適
當
」
だ
と
み
な
す
（
筆
者
注
：
嚴
密
に
は

と

隸
定
し
徠
に
通
ず
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
）。
た
だ
し
、
諸
著
錄
・
諸
考
釋
・
諸

論
考
に
は
便
宜
的
に

と
隸
定
し
て
い
る
向
き
も
あ
る
。
例
え
ば
、
⑧
裘
錫
圭
お

よ
び
⑬
劉
源
が
排
字
・
排
印
の
方
便
の
た
め

と
記
し
て
お
く
と
斷
っ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
に
當
た
る
。

こ
の
字
は
人
名
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
本
銘
の
後
文
や
他
の
金
文
に
見
え
る

よ
う
に
動
詞
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
筆
者
は
뎾
と
隸
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、

字
釋
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

不
（
丕
）
顯
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
單
公
、
姆
（
桓
）
姆
（
桓
）、
克

明

（
質
）

（
厥
）
德
、
夾
맕
（
詔
）
文
王
・
武
王
、
達
（
撻
）
殷
、

慕
（
膺
）
受
天
魯
令
（
命
）、匍
有
牙
（
四
）
方
、竝
宅

（
厥
）
堇
（
勤
）

彊
（
疆
）
土
、
用
配
上
帝
。

本
段
で
は
、
뎾
の
七
世
前
で
文
王
・
武
王
に
仕
え
た
皇
高
祖
單
公
の
功
業
を
述

べ
て
い
る
。

「
姆
姆
」
は
諸
家
、
文
獻
の
桓
桓
に
あ
て
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は

そ
の
用
例
と
し
て
、『
詩
』
魯
頌
・
泮
水
の
「
桓
桓
于
征
【
桓
桓
と
し
て
于
き
て

征
す
】」
を
引
用
し
、
毛
傳
「
桓
桓
、
威
武
貌
」
の
訓
に
從
う
。
⑩
王
輝
は
『
書
』

牧
誓
の
「

哉
夫
子
、
尚
桓
桓
、
如
虎
如
貔
、
如
熊
如
羆
【

め
ん
か
な
夫
子
、

尚
は
く
ば
桓
桓
な
る
こ
と
、
虎
の
如
く
貔ひ

の
如
く
、
熊
の
如
く
羆ひ

の
如
か
ら
ん
こ

と
を
】）」
を
引
用
し
、『
爾
雅
』
釋
訓
「
桓
桓
、﹇
烈
烈
、﹈
威
也
」
の
意
と
す
る
。

⑪
彭
曦
も
同
じ
。
⑩
王
輝
は
ま
た
、
季
子
白
盤
（
集
成10173

）
に
「
姆
좲
子
白
、

獻
뗲
于
王
【
姆
姆
た
る
子
白
、
馘
を
王
に
獻
ず
】」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
は

武
將
を
贊
揚
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
み
な
す
。
こ
こ
で
は
以
上
の

說
に
從
っ
て
「
武い

さ威
ま
し
い
」
の
意
に
と
っ
て
お
く
。

「

」
は
か
つ
て
悊
と
隸
定
さ
れ
、『
說
文
』
二
上
口
部
の
哲
の
或
體
と
さ
れ
て

き
た
字
で
あ
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
、⑩
王
輝
は
從
前
通
り
哲
と
釋
し
、

そ
れ
ぞ
れ
明
智
・
智
慧
、知
の
意
と
す
る
。
⑭
周
曉
陸
も
悊
と
隸
定
し
哲
と
釋
す
。

⑪
彭
曦
は
悊
と
隸
定
し
、『
說
文
』
十
下
心
部
の
ほ
う
の
「
敬
也
」
と
訓
ず
る
悊

に
當
て
る
。⑦
李
學
勤
・
⑫
董
珊
は
陳
劍
の
說（「
說
愼
」、『
甲
骨
金
文
考
釋
論
集
』、

綫
裝
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
に
從
っ
て
、

と
隸
定
し
愼
の
意
と
す
る
。
陳
劍
の

說
は
、
す
な
わ
ち
質
字
で
愼
と
音
通
し
「
つ
つ
し
む
」
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

陳
偉
武
も
﹇
大
﹈
克
鼎
（
集
成1514

）
の
「
淑

厥
德
【
厥
の
德
を
淑

す
】」

や
師
望
鼎
（
集
成2812

）
の
「
穆
穆
克
盟
厥
悤
、

厥
德
【
穆
穆
と
し
て
克
く

厥
の
聰
を
明
ら
か
に
し
、
厥
の
德
を

む
】」
の

を
愼
と
訓
ず
る
（「
舊
釋

〝
折
〞
及
从
〝
折
〞
之
字
平
議
―
兼
論
〝
愼
德
〞
和
〝
悊
終
〞
問
題
」、『
古
文
字

硏
究
』
第
二
二
輯
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
四
頁
）。
本
銘
に
は
「
克
明

厥
德
」

と
言
い
、も
し
「
克
明
悊
厥
德
」
と
し
悊
を
哲
の
或
體
と
捉
え
て
哲
を
知
の
意
（
明

智
・
智
慧
）
と
解
す
れ
ば
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
ま
た
陳
劍
に
よ
れ
ば
、
明
哲
と

い
う
語
は
文
獻
に
お
い
て
は
形
容
詞
や
名
詞
と
し
て
の
用
法
が
多
く
、
動
詞
と
し

て
の
用
法
が
少
な
い
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、「
愼
德
」
と
い
う
用
例
を
多
く
擧

げ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
を
點
を
考
慮
す
れ
ば
、
は
愼
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る（
陳

劍
說
の
大
要
は
上
に
引
用
し
た
も
の
も
含
め
、
本
誌
第
一
號
に
收
め
ら
れ
た
村
上

幸
造
「
史
密
簋
」
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
參
照
さ
れ
た
い
）。
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あ
る
い
は

字
を
陳
劍
の
よ
う
に
質
と
釋
せ
な
い
と
し
て
も
、『
說
文
』
哲
の
或

體
悊
に
當
て
る
の
で
は
な
く
、
⑪
彭
曦
の
よ
う
に
同
じ
『
說
文
』
で
も
十
下
心
部

の
「
敬
也
」
と
訓
ず
る
悊
に
當
て
れ
ば
、
本
銘
の
文
意
は
通
じ
る
。

と
も
あ
れ
、
本
銘
の
「
明

」
を
「
明
愼
」
と
讀
む
と
す
れ
ば
、『
易
』
旅
の

象
傳
に
「
君
子
以
明
愼
、
用
刑
而
不
留
獄
【
君
子
は
以
て
明
愼
し
、
刑
を
用
い
て

獄
を
留
め
ず
】」
と
あ
り
、
孔
疏
に
「
故
君
子
象
此
靜
止
、
明
察
審
愼
、
用
刑
而

不
稽
留
獄
訟
【
故
に
君
子
は
此
の
靜
止
に
象
り
、
明
察
審
愼
し
、
刑
を
用
い
て
獄

訟
を
稽
留
せ
ず
】」
と
言
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、本
銘
の
「
克
明

（
愼
）
厥
德
」

と
は
「
よ
く
そ
の
德
を
察
し
て
つ
つ
し
む
」
と
い
う
意
に
解
せ
よ
う
。

「
夾
맕
」
は
他
の
金
文
、
例
え
ば
禹
鼎
（
集
成2833

）
に
「
克
夾
맕
先
王
、
奠

四
方
【
克
く
先
王
を
夾
맕
し
、
四
方
を
奠
む
】」、
師
詢
簋
（
集
成4342

）
に
「
用

夾
맕
厥
辟
、
奠
大
命
【
用
て
厥
の
辟
を
夾
맕
し
、
大
命
を
奠
む
】」
と
あ
る
の
と

同
じ
用
例
で
、
맕
（
召
の
繁
體
）
は
詔
と
音
・
義
と
も
に
同
じ
く
、
夾
맕
二
字
い

ず
れ
も
「
た
す
け
る
」
の
意
で
あ
る
。
⑪
彭
曦
は
『
左
傳
』
僖
公
二
十
六
年
「
夾

輔
成
王
」
を
引
用
し
て
夾
と
輔
が
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
、ま
た
、『
周
禮
』
天
官
・

太
宰
「
以
八
柄
詔
王
、
馭
群
臣
【
八
柄
を
以
て
王
を
詔
け
、
群
臣
を
馭
す
】」
の

鄭
玄
注
に
「
詔
、
助
也
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
詔
も
「
た
す
け
る
」
の
意
で
あ

る
こ
と
を
證
し
て
い
る
。

「
達
殷
」
の
語
は
ま
た
、『
書
』
顧
命
に
見
え
る
。
そ
の
文
に
は
「
昔
君
文
王
・

武
王
宣
重
光
、
…
用
克
達
殷
集
大
命
【
昔
君
た
る
文
王
・
武
王
は
重
光
を
宣し

き
、

…
用
て
克
く
殷
に
達
す
る
ま
で
大
命
を
集な

せ
り
】」
と
あ
っ
て
、
本
銘
と
同
樣
、

文
武
の
受
命
と
達
殷
と
が
關
連
し
て
い
る
點
で
興
味
深
い
。
達
は
孔
傳
・
孔
疏
と

も
通
の
意
と
し
て
お
り
、
池
田
末
利
『
尚
書
』（
集
英
社
、
一
九
七
六
年
、p.474

）

に
よ
れ
ば
、
漢
石
經
に
は
本
文
の
達
を
通
に
作
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
最
後
の

句
は
「
殷
に
通
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
大
命
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う

意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
銘
の
釋
讀
に
お
い
て
、
⑦
李
學
勤
は
『
書
』
顧
命
と

孔
疏
を
引
き
、
達
を
通
の
意
と
み
な
す
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は
撻
に
通

ず
る
と
し
て
、
討
伐
・
擊
打
・
征
伐
の
意
と
み
な
す
。
⑩
王
輝
、
⑫
董
珊
、
㉒
張

潤
棠
、
㉕
田
率
も
同
じ
。
本
銘
の
文
脈
に
卽
し
て
言
え
ば
、
通
と
釋
す
る
よ
り
は

撻
と
釋
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
書
』
顧
命
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

な
お
、
史
牆
盤
（
集
成10175

）
に
は
「
볉
圉
武
王
、
征
四
方
、
達
殷
畯
民
【
볉

圉
な
る
武
王
、
四
方
を

征
し
、
殷
の
畯
民
を
撻
つ
】」
と
あ
り
、
白
川
靜
は
、

武
王
が
四
方
の
支
配
地
を
巡
撫
し
、
殷
の
改
悛
す
べ
き
民
（
殷
の
遺
民
で
周
の
支

配
か
ら
逃
れ
た
者
）
を
討
伐
す
る
と
解
し
て
い
る
（
通
釋
補15

）。

「
膺
受
天
魯
令
（
命
）」
の
魯
を
、
⑩
王
輝
お
よ
び
⑭
周
曉
陸
は
、『
史
記
』
周

本
紀
の
「
周
公
受
禾
東
土
、
魯
天
子
之
命
【
周
公
、
禾
を
東
土
に
受
け
、
天
子
の

命
を
魯よ

み

す
】」
の
下
句
を
、
魯
周
公
世
家
で
は
「
嘉
天
子
命
」
に
作
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
嘉
美
の
意
と
み
な
す
。

「
匍
有
四
方
」
は
金
文
常
見
の
句
で
、從
前
よ
り
「
匍
」
を
「
溥
」
と
讀
み
、「
四

方
を
あ
ま
ね
く
（
廣
く
）
保
有
す
る
」
と
一
般
的
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
⑭
周
曉

陸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
書
』
金
縢
で
は
「
敷
佑
四
方
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
竝
宅
」
の
竝
を
、⑦
李
學
勤
は
四
行
目
の
「
方
狄
」
お
よ
び
六
行
目
の
「
方

」

の
方
と
同
じ
く
、
旁
と
讀
み
廣
大
の
意
と
み
な
す
が
、
こ
こ
で
は
「
な
ら
び
に
」

と
元
來
の
字
義
で
通
じ
る
。「
厥
堇
（
勤
）
彊
（
疆
）
土
」
の
堇
を
、
⑮
連
劭
名

は
『
易
』
艮
卦
の
艮
が
馬
王
堆
帛
書
で
は
「
堇
」
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

根
す
な
わ
ち
大
本
と
解
す
る
が
、
勤
と
讀
ん
で
「
勤
め
は
げ
ん
で
得
た
疆
土
」
と
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解
せ
ば
十
分
で
あ
る
。

「
用
配
上
帝
」
と
は
、『
詩
』
大
雅
・
文
王
に
「
殷
之
未
喪
師
、
克
配
上
帝
【
殷

の
未
だ
師
を
喪
は
ざ
り
し
と
き
、
克
く
上
帝
に
配
し
た
り
】」
と
同
樣
、
上
帝
の

意
志
あ
る
い
は
命
に
適
合
し
て
い
た
と
い
う
意
で
あ
る
。

빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
公
弔
（
叔
）、
克
뎾
匹
成
王
、
成
受
（
授
）

大
令
（
命
）、
方
狄
（
逖
）
不

（
享
）、
用
奠
亖
（
四
）
或
（
國
）
萬
邦
。

本
段
で
は
、
뎾
の
六
世
前
で
成
王
に
仕
え
た
皇
高
祖
公
叔
の
功
業
を
述
べ
て
い

る
。「

克
뎾
匹
成
王
」
の
뎾
（　

 　

）
は
、
こ
こ
で
は
作
器
者
名
、
す
な
わ
ち
固
有

名
詞
で
は
な
く
、
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は

と
隸
定
し
來
に
通
ず
と
し
、『
爾
雅
』
釋
詁
の
「
來
、
勤
也
」
の
訓
を
採
る
。

㉓
田
率
も

と
隸
定
し
勤
勉
と
解
す
る
。
⑭
⑳
周
曉
陸
は
、

は
徠
に
通
じ
、
す

な
わ
ち
來
で
勤
勉
輔
佐
の
意
あ
り
と
す
る
。
⑪
彭
曦
は

と
隸
定
す
る
が
、
ど
う

い
う
意
味
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
⑦
李
學
勤
は
뎾
と
隸
定

し
て
佐
と
讀
む
と
し
、
他
の
金
文
の
用
例
、
す
な
わ
ち
單
伯
恵
鐘
（
集
成82
）

の
「
뎾
匹
先
王
」、
史
牆
盤
（
集
成10175

）
の
「
뎾
匹
厥
辟
」
を
引
用
し
證
を

加
え
て
い
る
。
ま
た
⑦
李
學
勤
は
、榎﹇
筆
者
注
：『
說
文
』六
下
榎
部
に
收
め
る
﹈・

佐
い
ず
れ
も
韻
母
が
歌
部
、
聲
母
が
前
者
は
禪
母
、
後
者
は
精
母
と
し
、
兩
者
通

ず
と
說
く
。
な
お
、
⑦
李
學
勤
と
同
樣
の
說
は
、
李
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
本

盤
出
土
以
前
す
で
に
湯
餘
惠
が
唱
え
て
い
る
（「
讀
金
文
瑣
記
（
八
篇
）」、『
出
土

文
獻
硏
究
』
第
三
輯
、
一
九
九
八
年
）。
陳
劍
は
逑
と
隸
定
し
、
郭
店
楚
簡
の
『
禮

記
』
緇
衣
に
引
く
『
詩
』
小
雅
・
正
月
「
執
我
仇
仇
【
我
を
執
り
て
仇
仇
と
す
】」

の
仇
字
や
、『
詩
』
周
南
・
關
雎
「
君
子
好
逑
【
君
子
の
好
逑
】」
の
逑
字
を
ど
ち

ら
も

に
作
る
こ
と
か
ら
、
仇
と
讀
み
、『
詩
』
秦
風
・
無
衣
「
與
子
同
仇
【
子

と
同
に
仇
ふ
】」
の
毛
傳
に
「
仇
、
匹
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
匹
す
な
わ
ち
「
つ

れ
そ
う
」
の
意
と
解
す
る
（「
據
郭
店
簡
釋
讀
西
周
金
文
一
例
」、『
甲
骨
金
文
考

釋
論
集
』、
綫
裝
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）。
⑫
董
珊
は
こ
れ
に
從
う
。
⑩
王
輝
は
陳

劍
の
仇
と
讀
む
說
に
從
う
が
、
逑
と
隸
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
し
、
독
と
隸
定
し

て
い
る
。
⑪
彭
曦
は　

 　

の
意
味
を
說
い
て
い
な
い
が
、
匹
は
輔
弼
の
意
と
解
し

て
い
る
。
㉕
田
率
も
輔
佐
の
意
と
す
る
。

筆
者
の
考
え
を
以
下
に
述
べ
る
。
ま
ず
、
本
銘
と
同
樣
あ
る
い
は
類
似
の
用
例

を
次
に
擧
げ
る
（

字
は
『
金
文
編
』〈
中
華
書
局
、一
九
八
五
年
版
〉
か
ら
取
っ

た
）。Ⅰ

單
伯
恵
生
鐘
（
集
成82

、
通
釋132

）

　
　

  「
單
白
恵
生
曰
、
不
顯
皇
且
剌
考
、　

　

匹
先
王
、
끩
勤
大
令
。」【
單
伯

恵
生
曰
く
、
丕
顯
な
る
皇
祖
剌
考
、
先
王
を　

　

匹
し
、
大
命
に
勳
勤
す
。】

Ⅱ
史
牆
盤
（
集
成10175

、
通
釋
補15

）

　
　

  「
낮
惠
乙
且
、　

　

匹

辟
、
遠
猷
腹
心
子
격
。」【
和
惠
た
る
乙
祖
、
厥
の

辟
を　

　

匹
し
、
遠
く
猷
り
て
腹
心
子
격
と
な
る
。】

Ⅲ
땚
尊
（
集
成6014

、
通
釋
補1

）

　
　

  「
王
뀻
宗
小
子
걜
京
室
曰
、
才
昔
爾
考
公
氏
、
克　

　

文
王
、
甥
文
王
受

딗
﹇
大
令
﹈。」【
王
、
宗
小
子
に
京
室
に
뀻つ

げ
て
曰
く
、
昔
、
爾
考
公
氏

に
在
り
て
は
、克
く
文
王
を　

　

く
。
甥ゆ

え

に
文
王
、茲
の﹇
大
命
﹈を
受
く
。】

本
銘
を
ふ
く
め
て
字
の
右
上
部
は
、
金
文
の
一
般
的
な　

　
（
來
）
や　

　
（
求
）
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の
形
と
は
ち
が
う
し
、　　

・　
　
（

）
は
下
部
が
繁
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本

字
を

・
逑
・
독
と
隸
定
し
、
そ
こ
か
ら
字
義
を
導
き
出
す
こ
と
は
妥
當
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
同
簋
（
集
成4271

）
に
は
「
王
命
同　

 　

右
吳
大
父
【
王
、

同
に
命
じ
て
虞
大
父
を
差
右
せ
し
む
】」
と
い
う
句
が
あ
り
、
そ
の　

 　
（
差
）

字
の
上
部
は
、
本
銘
お
よ
び
Ⅰ
・
Ⅲ
の
も
の
と
類
似
し
て
い
る
（
同
樣
の
こ
と
は

す
で
に
⑬
劉
源
や
⑳
周
曉
陸
が
指
摘
）。
Ⅱ
の
當
該
字
に
垂
れ
た
筆
畫
を
缺
い
て

い
る
の
は
、
下
部
の
止
字
と
同
じ
く
銹
に
覆
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
用

例
か
ら
み
て
同
一
字
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
差
字
は
ま
た
、
戰
國
金
文
で
も

「　
　
（　

　

）」（
國
差
瘡
、
集
成10361
）、「　

　
（　

　

）」（
宋
公
差
戈
、
ま
た
不

昜
戈
と
も
。
集
成11289

）
と
書
か
れ
、
こ
と
に
前
者
の
上
部
は
ま
さ
し
く
本
銘

の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
差
は
『
說
文
』
五
上
左
部
に
載
せ
る
篆
體
で
は
「　

　

」

と
書
き
（
段
注
經
韵
樓
臧
版
本
）、左
と
榎
に
从
う
字
（『
韻
會
』
の
引
用
で
は
「
从

左
榎
省
聲
」。
段
注
は
省
を
衍
字
と
す
る
）で
あ
る
か
ら
、　 　

の
右
上
部
は
榎
で
、

字
の
全
體
は
や
は
り
뎾
と
隸
定
す
る
の
が
至
當
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
動
詞
の
用

法
と
し
て
も
、
前
引
し
た
金
文
の
用
例
に
は
こ
の
字
の
次
に
匹
（
弼
の
假
借
）
字

が
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、佐
と
訓
ず
る
の
が
最
適
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
湯
餘
惠
や
⑦
李
學
勤
に
從
っ
て
、　 　

を
뎾
と
隸
定
し
佐

（
た
す
け
る
）
の
意
と
す
る
。

「
뎾
匹
」
の
匹
は
弼
の
假
借
で
、
兩
字
あ
わ
せ
て
「
た
す
け
る
」
の
意
で
あ
る
。

「
成
受
大
命
」
を
、
⑪
彭
曦
は
「
天
が
成
王
に
賦
與
し
た
使
命
を
成
就
し
た
」

と
解
す
る
。⑰
張
崇
禮
は
成
を
承
と
讀
む
べ
き
だ
と
し
、『
大
戴
禮
記
』五
帝
德「﹇
帝

舜
﹈
承
受
大
命
」
な
ど
を
引
い
て
證
と
す
る
が
、
文
王
・
武
王
が
す
で
に
大
命
を

膺
受
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
⑪
彭
曦
の
解
釋
が
よ
い
。

「
方
狄
不

（
享
）」
の
方
を
、
⑦
李
學
勤
は
六
行
目
の
「
方
懷
不
廷
」
の
方
と

同
じ
く
旁
と
讀
み
、廣
大
の
意
と
み
な
す
。
ま
た
狄
を
逖
と
讀
み
、『
詩
』﹇
商
頌
・
﹈

殷
武
「
莫
敢
不
來
享
」
の
享
を
獻
と
訓
じ
（
お
そ
ら
く
鄭
箋
に
據
る
）、「
方
狄
不

享
」
の
句
を
「﹇
成
王
に
﹈
臣
服
來
獻
し
な
い
國
族
を
﹇
お
お
い
に
﹈
驅
逐
し
て

遠
ざ
け
」た
と
解
す
る
。
⑩
王
輝
は
時
間
を
表
す
副
詞
と
捉
え
、『
廣
雅
』釋
詁「
方
、

始
也
」
の
訓
を
採
る
。
⑩
王
輝
は
ま
た
狄
を
逖
と
讀
み
、『
說
文
』
で
は
逖
の
古

文
が
剔
で
あ
り
、『
詩
』
大
雅
・
抑
「
用

蠻
方
」
の
鄭
箋
に
「

當
作
剔
、治
也
」

と
あ
る
こ
と
、『
書
』
泰
誓
下
「
宗
廟
不
享
」
の
孔
疏
に
「
不
享
、
謂
不
祭
祀
也
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
方
狄
不
享
」
の
句
を
「
成
王
が
﹇
は
じ
め
て
﹈
祭
祀
禮
儀

を
知
ら
な
い
荒
遠
の
邦
を
治
め
服
え
」
た
と
解
し
て
い
る
。
④
李
零
は
、
こ
の
句

の
方
字
（　

 　

）
お
よ
び
六
行
目
の
「
方
懷
不
廷
」
の
方
字
（　

 　

）
が
二
行
目
の

「
匍
有
四
方
」
の
方
字
（　

 　

）
と
は
字
形
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
用
法
に
區
別

が
あ
る
と
み
な
し
、
前
者
を
「
は
じ
め
て
」
の
意
と
解
す
る
。
ま
た
、
狄
は
『
詩
』

魯
頌
・
泮
水
「
桓
桓
東
征
、
狄
彼
東
南
【
桓
桓
と
し
て
東
征
し
、
彼
の
東
南
を
狄

く
】」
の
狄
で
、
剔
除
の
剔
（
の
ぞ
く
）
と
讀
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
解
す
る
。

不
享
は
「
來
り
て
進
貢
せ
ず
」
の
意
と
す
る
。
⑫
董
珊
も
方
の
字
形
の
違
い
に
着

目
し
、
兩
者
は
表
す
こ
と
ば
が
異
な
る
と
み
な
し
て
、
前
者
を
徧
（
あ
ま
ね
し
）

と
訓
じ
、
不
享
を
「
來
り
て
朝
見
せ
ざ
る
方
國
」
と
解
す
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡

華
・
劉
棟
は
方
狄
と
後
段
の「
方

不
廷
」の
方

を
そ
れ
ぞ
れ
、狄
方
・
（
鬼
）

方
の
倒
文
と
み
な
し
、
史
牆
盤
に
蠻
方
を
方
蠻
と
稱
し
て
い
る
こ
と
を
證
と
し
て

擧
げ
て
い
る
。
⑪
彭
曦
も
方
狄
が
狄
方
の
倒
文
で
、『
詩
』
に
た
び
た
び
言
及
さ

れ
る

だ
ろ
う
と
し
、「
方
狄
不
享
」
の
句
を
「
狄
な
る
方
國
﹇
す
な
わ
ち

﹈

が
﹇
周
に
﹈
や
っ
て
來
て
進
獻
し
な
い
」
と
解
す
る
（
不
享
の
解
釋
は
典
據
と
と
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も
に
⑦
李
學
勤
と
同
じ
）。
⑭
周
曉
陸
も
狄
（
逖
）
方
の
倒
文
で
遠
方
と
解
し
、

不
享
は
丕
享
で
、
遠
方
が
大
い
に
安
善
を
享
受
す
る
と
い
う
意
に
と
っ
て
い
る
ら

し
い
。
し
か
し
、
後
三
者
の
よ
う
に
方
狄
が
狄
方
を
倒
文
と
み
な
す
考
え
は
、
後

段
の
「
方

不
廷
」
の
方

を

（
鬼
）
方
の
倒
文
と
み
な
す
考
え
と
と
も
に
、

無
理
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
不
享
」
は
⑦
李
學
勤
が
解
す
る
よ
う
に
臣
服
來
獻
せ
ざ
る
國
族
と
考
え
ら
れ
、

狄
は
、
前
段
に
「
文
王
・
武
王
が
殷
を
撻
ち
、
…
四
方
を
廣
く
保
有
し
た
」
と
あ

る
こ
と
、
本
段
の
下
句
に
「
四
國
・
萬
邦
を
奠
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

撻
と
同
じ
く
積
極
的
な
武
力
行
動
と
考
え
る
の
が
よ
く
、
逖
と
讀
み
、『
說
文
』

二
下
辵
部
に
「
逖
、
遠
也
」
と
訓
ず
る
よ
う
に
、
臣
服
來
獻
せ
ざ
る
國
族
を
遠
ざ

け
た
、
つ
ま
り
武
力
を
行
使
し
て
追
い
拂
っ
た
と
い
う
意
に
捉
え
て
お
く
。

빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
新
室
中
（
仲
）、克
幽
明

（
厥
）
心
、걘
（
柔
）

遠
能
뗊
（
邇
）、
會
맕
（
詔
）
康
王
、
方

（
懷
）
不
廷
。

本
段
で
は
、
뎾
の
五
世
前
で
康
王
に
仕
え
た
皇
高
祖
新
室
仲
の
功
業
を
述
べ
て

い
る
。

「
克
幽
明
厥
心
」
の
幽
明
を
、
⑩
王
輝
は
反
義
語
で
は
あ
る
が
、
本
銘
中
で
は

明
の
一
面
を
強
調
す
る
と
し
、
八
行
目
の
「
냙
（
靈
）
明
厥
心
」
と
大
意
は
同
じ

と
解
す
る
。
⑪
彭
曦
は
「
そ
の
（
新
室
仲
の
）
心
（
聰
明
才
知
）
は
一
切
を
明
察

で
き
る
」
と
解
す
る
が
、述
語
を
主
語
と
は
み
な
せ
な
い
。
⑩
王
輝
の
解
を
採
る
。

「
걘
遠
能
뗊
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
孫
詒
讓
が
つ
と
に
「
克
鼎
釋
文
」（『
籀

述
林
』
七
所
收
）
に
お
い
て
『
詩
』『
書
』
の
「
柔
遠
能
邇
」
に
當
た
る
句
で
、「
安

遠
而
善
近
」
の
意
と
し
て
以
來
定
論
と
な
っ
て
い
る
が
、
改
め
て
詳
細
か
つ
要
領

を
得
た
⑩
王
輝
の
解
釋
を
以
下
に
揭
げ
て
お
く
。

걘
は
字
書
に
な
く
、『
金
文
編
』
は
卷
九
頁
部
に
附
し
て
い
る
。﹇
大
﹈
克
鼎

﹇
集
成1514

﹈・
番
生
簋
﹇
集
成4326

﹈
に
は
い
ず
れ
も
「
걘
遠
能
뗊
」
の

語
が
あ
る
。
た
だ
、
本
盤
お
よ
び
番
生
簋
で
は
頁
は

、
す
な
わ
ち
宇ど

う

に

作
る
。
宇
は
上
古
音
で
は
幽
部
泥
紐
、
柔
は
幽
部
日
紐
で
、
二
つ
の
字
は
疊

韵
で
あ
り
、
泥
と
日
は
雙
聲
に
準
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宇
聲
と
柔
聲
の
字
は

通
用
す
る
。
宇
字
は
徐
鍇
の
『﹇
說
文
解
字
﹈
繫
傳
』
で
は
猱
に
作
る
。﹇
史
﹈

牆
盤
﹇
集
成10175

﹈
の
「
上
帝
司
宇
」﹇
の
宇
﹈
を
、
李
學
勤
先
生
は
柔

と
讀
む
。
秦
公
鐘マ

マ

﹇
鎛
の
誤
り
。
集
成270

﹈
の
「
걘
燮
百
邦
」﹇
の
걘
﹈

は
柔
燮
百
邦
と
讀
む
。『
爾
雅
』
釋
詁
に
は
「
柔
、
安
也
」
と
あ
る
。
뗊
は

異
體
字
に
륦
に
作
る
も
の
が
あ
り
、
樹
藝
﹇
草
木
を
植
え
る
﹈
の
字
で
、
通

行
體
は
埶
に
作
る
。『
說
文
』﹇
七
上
日
部
﹈
に

字
が
あ
り
、「
日
狎
習
相

慢
也
【
日
び
狎
習
し
、
あ
い
慢
る
な
り
】」
と
言
う
。
段
玉
裁
は

を
暬せ

つ

の

誤
り
で
、
い
ま
は
褻
﹇
な
れ
る
﹈
に
通
じ
、
典
籍
で
は
意
味
が
近
い
こ
と
か

ら
邇じ

﹇
ち
か
よ
る
﹈
に
作
る
と
說
く
。『
尚
書
』
立
政
に
「
藝
人
表
臣
」
と

あ
る
が
、
孫
詒
讓
は
『
籀

述
林
』﹇
七
、
第
一
四
葉
﹈
の
な
か
で
、「
藝
人

も
ま
た
邇
臣
を
謂
ひ
、
表
臣
を
遠
と
爲
す
と
正
し
く
あ
い
對
す
」
と
言
う
。

晉
姜
鼎
﹇
集
成1496

﹈
に
は
「
用
康
걘
妥

（
懷
）
遠
뗊
君
子
【
用
て
遠

뗊
の
君
子
を
康や

す

柔
妥
懷
ん
ず
】」
と
あ
り
、
遠
뗊
は
遠
邇
で
あ
る
。
柔
遠
能

邇
は
先
秦
の
常
語
で
、
遠
近
を
よ
く
安
撫
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
尚
書
』

顧
命
に
「
柔
遠
能
邇
、
安
勸
小
大
庶
邦
【
遠
き
を
柔
ら
げ
邇ち

か

き
を
能や

す

ん
じ
、

小
大
の
庶
邦
を
安
勸
す
】」
と
、『
詩
』
大
雅
・
民
勞
に
「
柔
遠
能
邇
、
以
定



뎾
盤

九
四

我
王【
遠
き
を
柔
ら
げ
邇ち

か

き
を
能や

す

ん
じ
、以
て
我
が
王
を
定
む
】」と
あ
る﹇
の

が
、
そ
の
例
で
あ
る
﹈。

「
會
맕
（
詔
）
康
王
」
の
會
맕
（
詔
）
を
、
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
や
⑪

彭
曦
は
朝
見
・
會
同
と
解
す
る
が
、
뎾
の
家
の
よ
う
な
先
祖
代
々
周
王
に
仕
え
る

近
臣
が
天
子
に
朝
見
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
、
こ
と
さ
ら
に
記
さ
れ
る
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
。
文
獻
に
は
直
接
に
會
を
輔
佐
と
訓
ず
る
も
の
は
見
當
た
ら
な
い
も

の
の
、『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
敆
・

・
盍
・
翕
・
仇
・
偶
・
妃
・
匹
・
會
、
合
也
」

と
あ
っ
て
、
仇
・
偶
・
妃
・
匹
と
竝
列
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
字
は
「
つ
れ
そ

う
」
の
意
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、會
に
も
「
つ
れ
そ
う
」、ひ
い
て
は
「
た
す
け
る
」

と
い
う
訓
を
與
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。夾
맕
と
同
じ
く
二
字
で「
た

す
け
る
」
の
意
と
解
し
た
い
。
な
お
、『
書
』
文
侯
之
命
に
は
「
汝
肇
刑
文
武
、

用
會
紹
乃
辟
、
追
孝
于
前
文
人
【
汝
、
肇
め
て
文
武
に
刑
り
、
用
て
乃
の
辟
に
會

紹
し
、
前
文
人
に
追
孝
す
】」
と
あ
り
、「
會
紹
」
の
語
が
見
え
る
。
孔
傳
は
「
言

汝
今
始
法
文
武
之
道
矣
、當
用
是
道
合
會
、繼
汝
君
以
善
追
孝
於
前
文
德
之
人
【
言

ふ
こ
こ
ろ
は
、
汝
今
始
め
て
文
武
の
道
に
法
り
矣
、
當
に
是
の
道
を
用
て
合
會
し
、

汝
の
君
を
繼
ぎ
て
善
を
以
て
前
文
德
の
人
に
追
孝
す
べ
し
、
と
】」
と
注
し
、
會

と
紹
を
分
け
て
解
す
る
が
苦
し
い
解
釋
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
書
』
な
ど
の

古
典
を
、
舊
注
に
賴
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
金
文
の
文
例
を
參
照
し
て
讀
み
直
す

必
要
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
一
例
で
あ
る
。

「
方
懷
不
廷
」
に
つ
い
て
、
⑦
李
學
勤
は
單
に
毛
公
鼎
（
集
成2841

）
の
「
率

懷
不
廷
方
」
を
參
看
す
べ
し
と
言
う
の
み
。
④
李
零
は
先
の
不
享
と
こ
こ
の
不
廷

が
古
籍
で
併
說
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
『
大
戴
禮
』
五
帝
德
の

「
擧
皐
陶
與
益
、
以
贊
其
身
、
擧
干
戈
以
征
不
享
不
庭
無
道
之
民
」
を
引
用
し
、

不
廷
を
「
來
り
て
朝
見
せ
ず
」
の
意
、
懷
を
懷
歸
（
な
つ
か
せ
る
）
の
意
と
解
す

る
。
⑪
彭
曦
は
同
句
を
引
用
し
、
周
に
來
朝
し
な
い
方
國
を
懷
柔
す
る
と
解
す
る

（
た
だ
し
懷
を
來
と
訓
ず
）。
⑫
董
珊
は
不
廷
を
「
周
邦
に
臣
事
せ
ざ
る
方
國
」
と

解
す
る
。
白
川
靜
は
毛
公
鼎
の
「
不
廷
方
」
に
つ
い
て
、『
詩
』
大
雅
・
韓
奕
「
幹

不
庭
方
【
不
庭
の
方く

に

を
幹た

だ

す
】」、
常
武
「
徐
方
來
庭
」
を
引
い
て
、
常
武
の
毛
傳

「
來
王
庭
」
の
訓
を
採
り
、
來
庭
を
來
王
・
來
朝
の
意
と
解
す
る
（
通
釋181

）。

要
す
る
に
不
廷
は
不
來
庭
方
で
、
周
に
來
朝
し
な
い
、
す
な
わ
ち
臣
事
し
な
い
方

國
の
こ
と
で
あ
り
、
本
句
は
そ
の
よ
う
な
方
國
を
も
れ
な
く
懷
柔
し
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は
「

（
鬼
）
方
が
王
廷
に
來
り
て
朝

見
し
な
い
」
と
解
す
る
が
、
本
段
は
本
句
で
完
結
し
て
い
る
か
ら
、「
康
王
に
會

詔
（
三
氏
の
解
で
は
會
同
す
な
わ
ち
朝
見
）
し
、

（
鬼
）
方
は
來
廷
し
な
い
」

で
段
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
文
脈
の
流
れ
が
ぎ
こ
ち
な
い
し
、
何
よ
り
も
皇
高
祖

新
室
仲
の
功
業
を
贊
揚
す
る
こ
と
に
な
ら
な
く
な
る
の
で
從
い
が
た
い
。

빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
惠
中
（
仲
）

父
、
盭
龢
于
政
、
又
（
有
）

成
于
猷
、用
會
卲
（
昭
）
王
・
穆
王
、
椎
（
盜
）
政
亖
（
四
）
方
、
쏥
（
撲
）

伐
楚
곴
（
荊
）。

本
段
で
は
、
뎾
の
四
世
前
で
昭
王
・
穆
王
に
仕
え
た
皇
高
祖
惠
仲

父
の
功
業

を
述
べ
て
い
る
。

「
盭
龢
于
政
」
の
盭
龢
に
つ
い
て
、
⑩
王
輝
は
『
說
文
』﹇
十
二
下
弦
部
﹈「
盭れ

い

、

弼
戾
﹇（
矯
め
曲
げ
る
）﹈
也
。
从
弦
省
、
从
盩ち

ゅ
う。

讀
若
戾
」、『
爾
雅
』
釋
詁
「
戾
、

至
也
」
を
引
き
、
至
を
致
、
龢
を
和
と
す
る
唐
蘭
の
說
（『
西
周
靑
銅
器
銘
文
分
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九
五

代
史
徵
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
四
五
二
頁
）
に
從
う
。
⑪
彭
曦
の
解
釋

も
同
じ
。
⑫
董
珊
は
戾
和
と
讀
ん
で
「
安
定
和
協
」
の
意
と
す
る
。
⑯
麻
愛
民
は

盭
を
戾
・
利
と
讀
ん
で
龢
（
和
）
と
同
義
と
し
、「
和
于
政
（
政
に
和
あ
ら
し
む
）」

と
解
す
る
。「
盭
龢
于
政
」
は
他
の
金
文
、
例
え
ば
、
묬
鐘
丁
組
（
集
成251

）

に
「
曰
古
文
王
、
初
盭
龢
于
政
、
上
帝
降
懿
德
【
曰こ

こ

に
古
の
文
王
、
初
め
て
和
を

政
に
盭
し
、
上
帝
、
懿
德
を
降
す
】」、
史
牆
盤
（
集
成10175

）
に
「
曰
古
文
王
、

初
뜵
龢
于
政
、
上
帝
降
懿
德
【
曰
に
古
の
文
王
、
初
め
て
和
を
政
に
뜵
し
、
上
帝
、

懿
德
を
降
す
】」、
師
詢
簋
（
集
成4342

）
に
「
用
夾
맕
乃
辟
、
奠
大
命
、
盭
긡

빀
政
【
用
て
乃
の
辟
を
夾
詔
し
、
大
命
を
奠
め
、
和
を
政
に
盭
す
】」
と
あ
り
、

白
川
靜
は
「
乖
亂
の
も
の
を
治
定
和
合
す
る
意
」
と
す
る
（
通
釋
補15

）。
諸
說

ほ
ぼ
同
樣
な
意
に
捉
え
て
お
り
、
和
を
國
政
に
致
す
、
つ
ま
り
國
政
に
安
定
・
調

和
な
い
し
秩
序
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
意
に
と
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

「
用
會
」
の
會
は
、さ
き
の
會
맕
・
夾
맕
の
省
略
語
で
「
た
す
け
る
」
と
解
す
る
。

「
椎
（
贋
）
政
四
方
」
の
贋
を
、
⑦
李
學
勤
は
「
魁ぜ

ん

に
从
い
、『
說
文
』﹇
八
下

缺
部
﹈
魁
字
の
籀
文
の
形
﹇（
二
水
に
从
う
）﹈
と
同
じ
で
あ
る
。
魁
は
涎
字
で
、

こ
こ
で
は
延
と
讀
み
、
〝
延
政
四
方
〞
は
そ
の
德
政
を
四
方
に
廣
め
お
よ
ぼ
す
と

い
う
意
味
で
あ
る
」
と
解
す
る
。
⑪
彭
曦
も
延
と
讀
ん
で
連
續
あ
る
い
は
施
行
と

訓
じ
、「
連
續
し
て
政
を
施
し
四
方
を
治
理
す
」
と
解
す
る
。
⑫
董
珊
は
延
あ
る

い
は
施
と
讀
ん
で
、『
詩
』
大
雅
・
旱
麓
の
「
施
于
條
枚
【
條え

だ

と
枚み

き

に
施の

び
る
】」

を
『
韓
詩
外
傳
』
卷
二
や
『
呂
氏
春
秋
』
知
分
に
「
延
于
條
枚
」
に
作
る
こ
と
か
ら
、

兩
字
通
ず
る
と
し
椎
政
を
施
政
と
解
す
る
。
④
李
零
は
調
正
と
讀
ん
で
現
代
語
の

調
整
と
解
す
る
。
⑭
周
曉
陸
は
本
字
の
上
部
が
箏
に
从
っ
て
い
る
と
み
な
し
、
箏

の
省
體
で
、『
廣
雅
』
釋
詁
三
「
與
也
」
の
訓
を
採
っ
て
、
政
を
四
方
に
與
え
る

と
解
し
て
い
る
ら
し
い
。
⑩
王
輝
は
、
椎
は
盜
の
異
體
字
で
、盜
は
挑
・
摷
（
剿
・

劋
）
と
通
用
す
る
（
宵
部
疊
韵
）
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
椎
政
を
剿
征
と
讀
み

征
討
の
意
と
解
す
る
。
㉕
田
率
は
二
字
を
討
征
と
讀
む
。
⑮
連
劭
名
は
衍
征
と
讀

ん
で
「
廣
く
四
方
を
政
め
る
」
と
訓
ず
る
。

本
句
は
、
下
句
に
「
쏥
伐
楚
荊
【「
楚
荊
を
撲
伐
す
」】」
と
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
政
を
四
方
に
施
し
楚
荊
を
討
伐
す
る
と
解
す
る
よ
り
は
、「
椎
（
贋
）
政
」

を
軍
事
に
關
わ
る
用
語
と
解
す
る
ほ
う
が
文
脈
上
自
然
で
繫
が
り
が
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
從
っ
て
、
⑩
王
輝
の
よ
う
に
椎
は
盜
の
異
體
字
で
剿
と
讀
み
征
討
の
意
、

政
は

季
子
白
盤
に
「
易
用
弓
・
彤
矢
・
其
央
、
易
用
戉
、
用
政
特
方
【
賜
ふ
に

弓
・
彤
矢
・
旗
央
を
用
て
す
、
賜
ふ
に
鉞
を
用
て
す
、
用
て
蠻
方
を
征
せ
よ
】」

と
あ
る
の
と
同
樣
、い
ま
こ
れ
も
征
討
の
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
、

「
四
方
を
剿
征
し
た
」
と
解
し
て
お
く
。

「
쏥
伐
楚
荊
」
の
쏥
は
從
來
、
撲
（
う
つ
）
と
釋
さ
れ
て
き
た
字
で
あ
り
、
⑪

彭
曦
は
そ
の
說
を
採
る
が
、⑦
李
學
勤
、⑩
王
輝
、⑫
董
珊
お
よ
び
㉕
田
率
は
踐
・

翦
と
讀
む
劉
釗
の
說
（『
古
文
字
考
釋
叢
稿
』、
嶽
麓
書
社
、
二
〇
〇
五
年
、

一
四
五
頁
）
に
從
う
。
劉
釗
の
說
に
言
う
。「
戈
あ
る
い
は
刀
に
从
い
、
臆
聲
で

あ
る
。
冫
は
嘴け

ん

字
で
、

マ
マ

﹇

の
誤
り
だ
ろ
う
﹈・
踐
あ
る
い
は
翦
と
讀
む
。
쏥

伐
は
ま
た
去
鐘
﹇
集
成260

﹈・
禹
鼎
﹇
集
成2833

﹈
に
見
え
、
踐
伐
と
讀
む
。

ま
た
散
盤
銘
﹇
集
成5486

﹈
に
〝
用

臆
散
邑
〞
と
あ
る
の
も
ま
た
、
踐
あ
る

い
は
翦
と
讀
み
、
滅
の
意
で
あ
る
。『
尚
書
』
蔡
仲
之
命
に
〝
成
王
、
東
の
か
た

淮
夷
を
伐
ち
、
遂
に
奄
を
踐
ぼ
す
〞
と
あ
り
、
孔
氏
の
傳
に
〝
遂
に
奄
を
滅
ぼ
し

て
こ
れ
を
徙
す
〞
と
言
う
」
と
。
し
か
し
、
쏥
は
『
說
文
』
三
上
冫
部
の
「
冫
」

に
从
っ
て
お
り
、
從
前
通
り
撲
（
う
つ
）
と
釋
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。
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빀
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
零
白
（
伯
）、炎
明

（
厥
）
心
、不
彖
（
惰
）

□
服
、
用
辟

（
共
）
王
・
懿
王
。

本
段
で
は
、
뎾
の
三
世
前
で
共
王
・
懿
王
に
仕
え
た
皇
高
祖
零
伯
の
功
業
を
述

べ
て
い
る
。

「
零
伯
」
の
零
を
、
⑩
王
輝
は
『
隸
釋
』
故
民
吳
仲
山
碑
「
神
零
有
知
」
の
洪

适
注
に
「
碑
以
零
爲
靈
【
碑
、
零
を
以
て
靈
と
爲
す
】」
と
あ
る
の
に
據
っ
て
、

靈
と
通
ず
と
す
る
。

「
炎
明
厥
心
」
の
炎
明
を
、
⑦
李
學
勤
は
史
牆
盤
（
集
成10175

）
な
ど
の
냙

明
と
し
、
炎
を
紐
（
廉
）
と
讀
む
が
、
本
銘
に
お
け
る
意
味
は
解
い
て
い
な
い
。

⑩
王
輝
は
냙
明
と
隸
定
し
냙
を

字
に
當
て
、
史
牆
盤
の
「
냙
明
亞
祖
父
辛
【
냙

明
な
る
亞
祖
父
辛
】」、
師
른
鼎
（
集
成2830

）
の
「
用
井
（
型
）
乃
聖
祖
考
깶

明
【
用
て
乃
の
聖
祖
考
の
깶
明
な
る
に
型の

っ
とる

】」
を
引
き
、
後
者
の
깶
明
を
于
豪

亮
の
說
（
出
所
未
詳
）
に
從
っ
て
靈
明
と
讀
み
、『
詩
』
大
雅
・
靈
臺
「
經
始
靈

臺
【
靈
臺
を
經
始
す
】」
の
毛
傳
に
「
神
之
精
明
者
稱
靈
【
神
の
精
明
な
る
者
を

靈
と
稱
す
】」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
精
明
（
あ
き
ら
か
）
の
意
と
解
す
る
。
⑨
劉

懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
お
よ
び
⑪
彭
曦
は

明
と
隸
定
し
て
、
（『
說
文
』に「
目

精
（
ひ
と
み
）」
と
あ
る
）
で
あ
る
と
し
、
耳
目
聰
明
の
意
と
解
す
る
。
⑬
劉
源

は

明
と
隸
定
し
て
、

を
耳
目
聰
明
の
意
と
解
す
る
。
⑭
周
曉
陸
は
냙
明
す
な

わ
ち

明
で
、

を
磷
火
（
鬼
火
）
と
考
え
、

字
の
下
部
が
兩
足
に
从
っ
て
い

る
の
は
生
者
が
鬼
火
を
見
て
疾
走
す
る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
鬼
火
は

古
代
人
が
鬼
神
を
畏
敬
し
て
聖
明
な
る
火
と
み
な
し
た
も
の
で
、
襃
贊
の
詞
だ
と

解
し
て
い
る
。

「
炎
明
」
は
냙
明
・
깶
明
と
同
じ
語
彙
で
、
⑩
王
輝
の
よ
う
に
靈
と
、
あ
る
い

は
⑭
周
曉
陸
の
よ
う
に
と
釋
し
う
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
兩
火

に
从
う
字
で
あ
る
か
ら
、
炎
明
・
냙
明
・
깶
明
と
い
う
語
は
「
あ
き
ら
か
」「
あ

き
ら
か
に
す
る
」
の
意
に
と
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
し
、
こ
こ
で
も
そ
の
解
で
通
じ

る
。
な
お
、
本
盤
の
前
全
段
（
新
室
仲
の
段
）
に
は
「
克
幽
明
厥
心
」
と
い
う
句

が
あ
る
が
、
修
辭
上
ま
っ
た
く
同
じ
言
い
回
し
は
避
け
る
ほ
う
が
よ
い
と
し
て
、

作
銘
者
が
こ
こ
で
は
「
炎
明
厥
心
」
と
言
い
換
え
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
不
彖
（
惰
）
□
服
」
に
つ
い
て
、
彖た

ん

字
は
從
來
、
爐
と
隸
定
し
て
墜
の
意
と

さ
れ
て
き
た
。
⑦
李
學
勤
も
そ
う
解
し
、
下
の
記
し
忘
れ
ら
れ
た
□
（
缺
字
）
を

于
で
は
な
い
か
と
す
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
も
爐
と
隸
定
し
て
墜
す
な

わ
ち
失
の
意
と
解
し
、
□
（
缺
字
）
を
厥
字
、
服
を
職
事
・
職
務
と
み
な
す
。
⑩

王
輝
も
こ
れ
に
同
じ
で
、
服
に
關
し
て
は
『
爾
雅
』
釋
詁
「
服
、
事
也
」
を
引
く
。

⑪
彭
曦
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
爐
を
墜
落
の
意
と
す
る
。
④
李
零
は
彖
と
隸
定
し
て

弛
の
意
、
□
（
缺
字
）
を
厥
字
、
服
を
職
責
と
み
な
し
、
そ
の
職
責
を
懈お

こ
た怠

ら
な

い
と
い
う
意
味
に
解
す
る
。
⑫
董
珊
も
彖
と
隸
定
す
る
が
惰
と
讀
み
、□
（
缺
字
）

に
は
厥
・
在
・
于
の
い
ず
れ
か
が
補
わ
れ
る
と
解
す
る
。
こ
の
字
を
彖
と
隸
定
す

る
說
は
、
陳
劍
が
ま
ず
唱
え
た
も
の
で
あ
る
（「
金
文
〝
彖
〞
字
考
釋
」、『
甲
骨

金
文
考
釋
論
集
』、
綫
裝
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）。
陳
劍
は
、
彖
字
が
惰
（
墮
）
と

音
通
し
懈
怠
の
意
を
も
つ
と
解
す
る
。

考
え
る
に
、
確
か
に
字
形
か
ら
爐
と
隸
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
ま
た
、
陳

劍
が
金
文
や
文
獻
の
用
例
を
檢
討
し
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
字
の
後
に
は
目

的
語
を
置
く
こ
と
が
少
な
く
、
一
方
、
文
獻
の
用
例
で
は
墜
字
の
後
に
は
目
的
語

を
置
く
こ
と
が
多
い
ゆ
え
、
爐
と
隸
定
し
墜
落
・
失
墜
の
意
、
す
な
わ
ち
目
的
語
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を
伴
わ
ず
單
に
「
お
と
さ
ず
」「
う
し
な
わ
ず
」
と
解
し
て
は
文
意
が
し
っ
く
り

こ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
服
と
い
う
目
的
語
が
置
か
れ
、
服
は
事
と
訓
じ

て
も
通
ず
る
が
、『
書
』
旅

に
「
無
替
厥
服
【
厥
の
服ふ

く

を
替す

つ
る
こ
と
無
か
ら

し
む
】」
と
言
い
、
孔
安
國
の
傳
に
「
使
無
廢
其
職
【
其
の
職
を
廢
つ
る
こ
と
無

か
ら
し
む
】」
と
注
す
る
よ
う
に
、
④
李
零
が
職
責
と
い
う
意
に
と
る
の
と
同
じ

く
職
と
訓
ず
る
の
が
よ
い
。
從
っ
て
本
句
は
、
陳
劍
の
彖
字
說
を
採
っ
て
「
そ
の

（
服
字
の
前
の
缺
字
は
厥
だ
ろ
う
）
服
（
職
）
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
」
と
い
う

意
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
解
せ
ば
文
意
は
な
は
だ
暢
通
す
る
。

「
用
辟
共
王
・
懿
王
」
の
辟
を
、
⑪
彭
曦
は
法
・
治
・
理
と
訓
じ
、
本
句
を
「
共

王
・
懿
王
が
國
家
を
治お

理さ

め
る
の
に
服
事
す
る
」
と
解
す
る
が
、
無
理
が
あ
る
。

⑩
王
輝
が
「
辟
は
も
と
も
と
君
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
動
詞
で
君
に
事
え
る
」
意

と
し
て
い
る
の
が
適
解
で
あ
る
。

빀
밾
（
朕
）
皇
亞
且
（
祖
）
懿
中
（
仲
）、

諫
諫
、
克
匍
保

（
厥
）

辟
考
（
孝
）
王
・
놟
（
夷
）
王
、
又
（
有
）
成
于
周
邦
。

本
段
で
は
、
뎾
の
二
世
前
で
孝
王
・
夷
王
に
仕
え
た
皇
高
祖
懿
仲
の
功
業
を
述

べ
て
い
る
。

「

諫
諫
克
匍
保
」
に
つ
い
て
、
⑦
李
學
勤
は

を
匡
と
讀
む
べ
き
で
、
諫
を

諫
言
二
字
の
合
文
と
し
、
匍
を
輔
と
讀
む
。
お
そ
ら
く
「
匡た

だ

し
諫い

さ言
め
克
く
輔た

保す

け
る
」
と
解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
諫
下
の
重
文
符
號
に
は
觸
れ
て
い
な
い
。

胡
長
春
（「
金
文
考
釋
四
則
」、『
學
術
界
』
二
〇
〇
五
年
第
六
期
）
も
諫
を
諫
言

二
字
の
合
文
と
す
る
が
、

は
廣
と
讀
む
べ
き
で
「
廣
く
諫
言
す
る
」
と
い
う
意

に
解
す
る
。
し
か
し
⑦
李
學
勤
同
樣
、
諫
下
の
重
文
符
號
に
は
觸
れ
て
い
な
い
。

あ
る
い
は
い
ず
れ
も
「
諫
좲
」
を
「
諫
言
」
二
字
と
解
す
る
も
の
か
。
⑭
周
曉
陸

は
「
往
諫
諫
」
と
讀
ん
で
「
し
ば
し
ば
進
諫
す
る
」
の
意
に
と
っ
て
い
る
。
⑨
劉

懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は

で
斷
句
し
て
、

を
人
名
す
な
わ
ち
懿
仲

と
し
、

以
下
「
諫
諫
克
匍
、
保
厥
辟
〜
」
と
斷
句
し
て
、
諫
諫
を
直
言
規
勸
（
諫
言
勸
告
）

と
い
う
意
に
と
り
、番
生
簋
（
集
成4326

）﹇「
用
諫
四
方
【
用
て
四
方
を
諫
す
】」﹈

な
ら
び
に
叔
夷
鐘
銘
（
集
成272-278

）﹇「
諫
罰
朕
庶
民
左
右
【
朕
が
庶
民
左
右

を
諫
罰
す
】」﹈
に
お
い
て
君
主
の
重
臣
た
る
番
生
や
叔
夷
が
四
方
や
左
右
庶
民
に

對
し
て
直
言
規
勸
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
本
銘
に
お
い
て
も
王
に
對
し
て
で
は

な
く
、
上
位
の
者
が
下
位
の
者
に
對
し
て
行
っ
て
い
る
と
解
す
る
。
匍
に
つ
い
て

は
三
氏
の
解
は
な
い
。
三
氏
は
「
保
厥
辟
」
を
﹇
大
﹈
克
鼎
（
集
成2836

）
に

記
さ
れ
る
「
保
辟
周
邦
」
の
保
辟
に
同
じ
と
み
な
し
て
治
理
・
安
定
と
解
す
る
が
、

こ
れ
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
⑪
彭
曦
も

を
人
名
と
考
え
、諫
諫
克
匍
を
一
句
と
し
、

『
周
禮
』
地
官
・
保
氏
「
保
氏
掌
諫
王
惡
」
の
鄭
注
「
諫
者
、以
禮
義
正
之
」、『
詩
』

風
・
谷
風
「
凡
民
有
喪
、
匍
匍
救
之
」
の
鄭
箋
「
匍
匍
、
言
盡
力
也
」
な
ど
を

根
據
に
、「
禮
を
以
て
正
言
規
勸
す
る
」
と
解
す
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
匍
を
ど

の
よ
う
に
解
釋
す
る
の
か
明
言
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
禮
に
則
っ
て
諫
言
し
、

よ
く
力
を
盡
く
し
た
と
解
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑬
劉
源
も

を
人
名
と

解
し
て
皇
と
讀
む
が
、
諫
諫
を
正
直
と
解
す
る
。
⑩
王
輝
は
「

諫
諫
、
克
匍
保

厥
辟
〜
」
と
斷
句
し
て
、『
說
文
』﹇
三
下
攴
部
﹈
に
「

、
放
也
。
从
攴
、
阿お

う

聲
」

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
は
廣
と
讀
む
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
諫
に
つ
い
て
は
、

そ
の
聲
符
で
あ
る
柬
や
闌
字
が
間
字
と
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
簡
と
讀
み
、『
詩
』

周
頌
・
執
簡
「
降
福
簡
簡
、
威
儀
反
反
」
の
毛
傳
に
「
簡
簡
、
大
也
」
と
あ
る
の



뎾
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を
根
據
と
し
て
大
の
意
と
解
す
る
。
匍
は
甫
と
讀
ん
で
、『
詩
』
齊マ

マ風
﹇
小
雅
の

誤
り
﹈・
甫
田
の
「
倬
彼
甫
田
」
の
甫
、
す
な
わ
ち
大
の
意
﹇
齊
風
・
甫
田
「
無

田
甫
田
」
の
毛
傳
﹈
と
す
る
。
結
局
、
⑩
王
輝
は
本
句
に
對
し
て
、「
懿
仲
は
、

そ
の
胸
懷
が
廣
大
で
﹇（
懷
が
深
く
）﹈、
能
く
大
い
に
そ
の
君
た
る
孝
王
と
夷
王

を
保
け
た
」
と
い
う
解
釋
を
與
え
て
い
る
。
⑰
張
崇
禮
は

の
下
に
重
文
符
號
が

脱
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「

좲
諫
좲
」
で
あ
り
、
そ
う
補
え
ば
後
段
の
「
皇
考

（
共
）
弔
（
叔
）、
穆
좲
帙
（
翼
）
좲
」
と
句
式
が
揃
う
と
し
、「

좲
諫
좲
」

を
皇
皇
簡
簡
と
讀
ん
で
美
し
く
盛
ん
の
意
に
解
す
る
。
⑫
董
珊
は
「

諫
좲
」
と

斷
句
し
て

を
往
と
書
き
換
え
、
諫
は
十
四
行
目
の
「
諫

（
乂
）
四
方
」
の
諫

（
敕
）
と
は
意
味
が
異
な
り
、
諫
좲
の
좲
は
重
文
符
號
の
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
同

形
の
字
を
區
別
す
る
作
用
を
起
こ
す
だ
け
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

往
諫
좲
は
古
籍
に
見
え
る
「
狂
簡
」（『
孟
子
』
盡
心
）
あ
る
い
は
「
狂
狷
」（『
論
語
』

子
路
）
に
相
當
し
、「 

〝
狂
〞
は
志
大
に
し
て
進
取
し
﹇【
自
分
か
ら
物
事
を
求

め
】﹈、
〝
狷
〞
は
流
れ
に
同し

た
がい

汚
れ
に
合そ

わ
な
い
」
と
い
う
意
に
解
し
、
皇
亞
祖

懿
仲
に
對
す
る
人
物
評
價
だ
と
す
る
。

を
懿
仲

と
い
う
人
名
に
解
す
る
說
に
つ
い
て
は
、
本
銘
に
出
現
す
る
祖
先

名
、
す
な
わ
ち
前
段
ま
で
の
單
公
・
公
叔
・
新
室
仲
・
惠
仲

父
・
零
伯
、
な
ら

び
に
後
段
の
共
叔
か
ら
考
え
れ
ば
、
お
お
む
ね
兄
弟
順
を
表
す
呼
稱
が
最
後
に
置

か
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
成
立
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
惠
仲

父
の
例
に
し

て
も
、
最
後
は
尊
稱
「
父
」
で
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、

が
人
名
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
尊
稱
が
附
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
の
部
分
は
確
解
を
得
が
た
く
、
も
し
「
諫
좲
」
を
諫
言
二
字
と
釋
し
う
る

な
ら
ば
、⑦
李
學
勤
の
よ
う
に

を
匡
と
讀
ん
で
「
匡
諫
言
（
た
だ
し
い
さ
め
る
）」

と
解
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
一
段
の
單
公
に
對
し
て
「
桓
좲
克
明
質
（
愼
）

厥
德
」
と
言
い
、
第
七
段
（
後
段
）
の
「
共
叔
」
に
對
し
て
「
穆
좲
帙
（
翼
）
좲
」

と
言
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
と
類
似
の
表
現
で
作
銘
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。「

」下
に
重
文
符
號
を
脱
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、「

諫
좲
」

と
斷
句
し
、
⑩
王
輝
の
說
に
從
っ
て
「

（
お
お
）
い
に
諫ひ

ろ諫
（
簡
簡
）
く
」
と

訓
み
、「
そ
の
胸
懷
が
廣
大
で
」
と
の
解
を
採
っ
て
お
く
。
そ
の
次
の
「
匍
保
」

は
輔
保
（
た
す
け
る
）
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

빀
밾
（
朕
）
皇
考

（
共
）
弔
（
叔
）、
穆
穆
帙
（
翼
）
帙
（
翼
）、
龢
訇

（
詢
）
于
政
、
明
派
于
德
、

（
享
）
辟
괁
（
厲
）
王
。

本
段
で
は
、
뎾
の
一
世
前
で
厲
王
に
仕
え
た
皇
考
共
叔
の
功
業
を
述
べ
て
い
る
。

「
穆
穆
帙
（
翼
）
帙
（
翼
）」
に
つ
い
て
、⑩
王
輝
は
揚
雄
『
太
玄
』
四
・
禮
「
穆

穆
肅
肅
、敬
出
心
也
」と
あ
る
の
に
よ
っ
て
穆
穆
を
肅
敬
と
、『
爾
雅
』釋
詁
に「
翼
、

尊
也
」、
同
釋
訓
に
「
肅
肅
翼
翼
、
恭
也
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
翼
翼
を
恭
敬
と

解
す
る
。
⑪
彭
曦
は
『
一
切
經
音
義
』
や
『
詩
』
大
雅
・
烝
民
の
鄭
箋
に
「
穆
、

和
也
」、『
字
彙
補
』
に
「
穆
、
悅
也
」
と
あ
る
の
に
よ
り
穆
穆
を
和
悅
の
意
、『
說

文
』
に
「
帙
、
行
聲
也
」
と
あ
る
帙
が
引
申
し
て
勤
勉
の
意
と
な
る
は
ず
だ
と
し

て
、
帙
帙
を
勤
政
と
解
し
て
い
る
。
⑪
彭
曦
の
說
は
帙
に
關
し
て
、
な
ぜ
引
申
義

が
謹
愼
と
な
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
こ
こ
で
は
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
お

よ
び
⑩
王
輝
の
解
が
妥
當
で
、「
穆
穆
翼
翼
」
と
は
恭
敬
嚴
肅
と
い
っ
た
意
味
と

し
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。

「
龢
（
和
）
醤
（
詢
）」
の
龢
詢
を
、
⑦
李
學
勤
は
和
順
と
解
す
る
。
政
治
を
平
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穩
か
つ
順
正
に
行
う
と
い
っ
た
意
に
と
る
も
の
か
。
⑩
王
輝
は
醤
を
『
說
文
』﹇
新

附
三
上
﹈「
詢
、
謀
也
」
の
詢
と
す
る
。
協
力
し
て
國
政
を
議
す
と
い
っ
た
意
に

と
る
も
の
か
。
⑪
彭
曦
は
『
說
文
』﹇
二
下
龠
部
﹈「
龢
、
調
也
。（
中
略
） 

讀
與

和
同
」、
同
「
詢
、
謀
也
」
を
引
い
て
、
本
句
を
「
善
于
謀
略
協
調
于
政
﹇（
謀
略

を
善
く
し
政
を
協
調
さ
せ
る
）﹈」
と
解
す
る
が
、
こ
れ
も
理
解
に
苦
し
む
。
⑬
劉

源
は
「
龢
醤
于
政
」
と
隸
定
し
、
醤
を
『
說
文
』﹇
三
下
言
部
﹈
の
「
駭
言
聲
【
お

ど
ろ
き
言
う
聲
】」
と
訓
ず
る
醤
字
と
し
、
政
事
を
調
和
さ
せ
弘
大
に
す
る
の
意

に
解
す
る
。
⑮
連
劭
名
は「
和
均
于
政
」と
釋
し
政
治
を
平
ら
か
に
す
る
意
に
と
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

龢
が
和
字
で
あ
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
し
て
、
醤
は
于
省
吾
・
郭
沫
若
・
容
庚

が
說
く
よ
う
に
（
周
法
高
主
編
『
金
文
詁
林
』0286
、
一
二
七
六
〜
一
二
七
八
頁

引
）、
そ
の
从
う
勹
は
甲
骨
文
の
旬
（
弓
）
字
で
あ
り
、
詢
と
釋
し
う
る
。
た
だ

他
の
金
文
に
「
龢
（
和
）
醤
（
詢
）」
な
る
語
が
な
い
の
で
確
實
な
こ
と
は
言
え

な
い
が
、
⑦
李
學
勤
あ
る
い
は
⑩
王
輝
い
ず
れ
の
說
で
も
文
意
は
通
る
。
文
獻
に

は
「
和
順
」
と
熟
す
る
用
例
が
あ
り
、
例
え
ば
、『
易
』
說
卦
「
和
順
於
道
德
而

理
於
義
【
道
德
に
和
順
し
て
義
を
理
む
】」、『
禮
記
』
樂
記
「
和
順
積
中
、
而
英

華
發
外
【
和
順
、
中
を
積
み
て
、
英
華
、
外
に
發
す
】」、
同
「
在
族
長
鄉
里
之
中
、

長
幼
同
聽
之
、
則
莫
不
和
順
【
族
長
の
鄉
里
の
中
に
在
り
て
、
長
幼
同
に
こ
れ
を

聽
か
ば
、
則
ち
和
順
せ
ざ
る
は
な
し
】」、『
禮
記
』
昏
義
「
天
子
聽
外
治
、
后
聽

內
職
、敎
順
成
俗
、外
內
和
順
、國
家
理
治
、此
之
謂
盛
德
【
天
子
、外
治
を
聽
き
、

后
、
內
職
を
聽
か
ば
、
敎
へ
順
ひ
成
俗
を
成
し
、
外
內
和
順
し
、
國
家
理
治
す
、

此
を
こ
れ
盛
德
と
謂
ふ
】」
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
句
の
「
龢
醤
于
政
」

は
第
四
段
に
に
惠
仲

父
が
「
盭
龢
于
政
【
和
を
政
に
致
す
】」
と
類
似
の
表
現
、

あ
る
い
は
言
い
換
え
た
表
現
法
と
捉
え
て
、
⑦
李
學
勤
の
よ
う
に
「
和
順
于
政
」

と
讀
ん
で
「
國
政
を
平
隱
無
事
に
し
た
」
と
い
う
意
に
解
し
て
お
く
。

「
明
派
于
德
」
の
派
を
、
⑦
李
學
勤
は
濟
と
讀
み
、『
爾
雅
』
釋
言
の
「
成
也
」

の
訓
を
採
る
。
⑩
王
輝
は

と
隸
定
し
て

と
讀
み
、『
玉
篇
』
に
「

、
登
也
、

升
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「

于
德
」
を
德
の
境
地
に
到
達
す
る
と
解
し
て
い
る
。

ま
た
、
齊
字
と
妻
字
の
上
古
音
は
と
も
に
脂
部
で
棲
と
讀
み
、
秦
印
の
文
「
栖
仁
」

の
栖
が
棲
字
で
、
依
や
據
の
意
を
も
ち
、『
論
語
』
述
而
に
「
志
于
道
、
據
于
德
、

依
于
仁
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
秦
印
の
「
栖
仁
」
を
「
依
于
仁
」、
本
句
の

德

を
「
據
于
德
（
德
に
據
る
）」
と
も
解
し
て
い
る
。
段
ご
と
の
ま
と
め
で
は
後
者

の
解
を
採
っ
て
い
る
。
⑪
彭
曦
は
派
と
隸
定
し
、『
集
韻
』「
派
、躋
也
」
と
『
說
文
』

「
躋
、登
也
」
と
か
ら
、升
・
高
と
訓
じ
、「
德
性
高
尚
（
完
美
）」
と
い
う
意
味
で
、

『
書
』
君
陳
の
「
明
德
惟
馨
」
の
意
と
同
じ
と
解
す
る
。
⑫
董
珊
は
派
の
右
旁
に

聲
符
〝
齊
〞
を
加
え
た
字
と
し
、
⑦
李
學
勤
と
同
じ
く
濟
と
讀
ん
で
、
明
濟
を
聰

明
干
練
﹇（
練
達
・
有
能
）﹈
の
意
と
解
す
る
が
、
本
句
四
字
全
體
の
意
に
つ
い
て

は
言
及
し
て
い
な
い
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は
派
の
釋
字
を
行
っ
て
い
な

い
が
、
本
句
四
字
を
「
德
行
顯
明
」
の
意
と
解
す
る
。
⑯
麻
愛
民
は
「
明
齊
」
と

讀
み
、『
國
語
』
周
語
上
の
「
其
君
齊
明
…
、
其
德
足
以
昭
其
馨
香
【
其
の
君
齊

明
…
、
其
そ
德
以
て
其
の
馨
香
を
昭
ら
か
に
す
る
に
足
る
】」、『
荀
子
』
修
身
「
齊

明
而
不
竭
、
聖
人
也
【
齊
明
に
し
て
竭
き
ざ
る
は
、
聖
人
な
り
】」
の
齊
明
と
し
、

本
銘
の
「
明
齊
于
德
」
と
は
道
德
方
面
で
聖
明
・
純
正
の
境
地
に
達
す
る
意
と
解

す
る
。
⑮
連
劭
名
は
『
禮
記
』
中
庸
の
「
使
天
下
之
人
齊
明
盛
服
【
天
下
の
人
を

し
て
齊
明
盛
服
な
ら
し
む
】」、『
國
語
』
楚
語
の
「
而
又
能
齊
肅
衷
正
【
而
し
て

又
た
能
く
齊
肅
衷
正
す
】」、『
國
語
』
周
語
の
「
明
、
精
白
也
」
を
引
い
て
、
齊



뎾
盤

一
〇
〇

明
す
な
わ
ち
明
齊
で
、
精
一
﹇
心
に
混
じ
り
け
が
な
い
こ
と
﹈
と
解
す
る
。
⑬
劉

源
は
明
齊
す
な
わ
ち
齊
明
と
し
、
齊
一
公
正
の
意
と
解
す
る
。

派
字
は
⑪
董
珊
が
說
く
よ
う
に
派
に
聲
符
〝
齊
〞
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
派

に
し
ろ
聲
符
〝
齊
〞
を
加
え
た
派
に
し
ろ
他
の
金
文
に
見
え
な
い
字
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
も
確
解
を
得
が
た
い
が
、「
齊
」
と
讀
ん
で
、『
詩
』
小
雅
・
小
宛
「
人

之
齊
聖
」
の
毛
傳
「
齊
、正
」
の
訓
を
採
り
、「
明
派
于
德
」
で
「
德
を
明
ら
か
に
、

そ
し
て
正
し
く
す
る
」
と
い
う
意
に
解
し
た
い
。
第
一
段
の
單
公
が
「
よ
く
そ
の

德
を
明
愼
（
察
）
し
た
」
と
い
う
の
と
類
似
の
表
現
と
見
て
お
く
。

「
享
辟
厲
王
」
の
享
を
、
⑦
李
學
勤
は
獻
と
訓
じ
、
古
代
に
お
い
て
は
上
位
者

に
事
え
る
こ
と
を
享
と
言
っ
た
と
し
て
、
そ
の
根
據
に
『
書
』
洛
誥
「
汝
其
敬
識

百
辟
享
【
汝
其
れ
敬
み
て
百
辟
の
享
を
識
れ
】」
の
孔
傳
「
奉
上
謂
之
享
【
奉
上
、

之
れ
を
享
と
謂
う
】」、
克

・
克
罍
（
近
出942
・987
）「
惟
乃
明
乃
心
、
享
于

乃
辟
【
惟
れ
乃
ち
明
、
乃
ち
心
、
乃
の
辟
に
享
ふ
】」
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
⑦

李
學
勤
は
本
句
二
字
目
を
뎾
と
隸
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
は
當
該
箇
所
で
は
記
し

て
い
な
い
が
、
佐
と
讀
ん
で
、
厲
王
に
事
え
輔
弼
す
る
と
い
う
意
に
解
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
⑪
彭
曦
は
『
說
文
』
に
「
享
、
獻
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
享
を
獻
と

訓
じ
、
本
句
二
字
目
を
佐
と
隸
定
し
て
、
本
句
を
「
厲
王
に
身
を
獻
げ
て
輔
佐
す

る
」
と
い
う
意
に
解
す
る
。
⑩
王
輝
は
本
句
二
字
目
を
辟
と
隸
定
し
て
擁
戴
の
意

に
解
し
て
い
る
。
本
句
二
字
目
は
何
字
か
や
や
辨
じ
が
た
い
が
、
④
李
零
も
言
う

よ
う
に
辟
字
の
殘
缺
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
句
は
「
身
を
獻
げ
て
厲
王
に
事
え

た
」
と
い
う
意
に
解
し
て
お
く
。

뎾

（
肇
）
씘
밾
（
朕
）
皇
且
（
祖
）
考
服
、虔
륒
（
夙
）
夕
敬
밾
（
朕
）

爬
（
死
）
事
。
甥
天
子
多
易
（
賜
）
뎾
休
。

씘
字
に
つ
い
て
は
、
⑧
裘
錫
圭
が
李
家
浩
の
說
（
兪
偉
超
『
中
國
古
代
公
社
組

織
的
考
察

―
論
先
秦
兩
漢
的
單
│

│
彈
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、

一
一
〜
一
五
頁
）
を
も
と
に
や
や
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
裘
錫
圭
說
の
大

要
を
揭
げ
る
。

씘
は
『
說
文
』﹇
二
下
彳
部
﹈
の
徙
（
羹
）
字
の
古
文
瑜
（　

　

）
に
當
た
り
、

徙
の
从
う
止
は
小
の
譌
變
で
、
沙
と
古
音
が
近
い
こ
と
か
ら
、
徙
は
彳
に
从

う
沙
の
省
聲
の
字
で
あ
り
、
西
周
金
文
の
逆
鐘
（
集
成60

63

）
に
見
え

る
「
彤
沙
」
の
沙
が
되
に
作
ら
れ
、
古
文
字
中
に
お
い
て
尸
偏
と
尾
偏
は
通

用
す
る
こ
と
か
ら
、
씘
と
되
は
同
じ
字
で
、
い
ず
れ
も
沙
の
省
聲
に
从
っ
て

い
る
﹇
以
上
は
李
家
浩
の
說
に
從
う
﹈。
東
周
金
文
の
瑜
お
よ
び
『
說
文
』

古
文
瑜
の
从
う
米
は
少
の
譌
變
で
あ
り
、東
周
齊
國
の
叔
弓
鐘マ

マ

（
鎛
の
誤
り
。

集
成285

）「

擇
吉
金
」、
陳
부
簋
（
集
成4190

）「
됢
擇
吉
金
」
の

・

됢
（
い
ず
れ
も
瑜
に
从
う
）
は
選
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
。
音
韻
上
に
お
い
て

も
、
沙
は
生
母
歌
部
、
選
は
心
母
元
部
で
、
聲
母
は
音
が
接
近
し
韻
部
は
陰

陽
對
轉
で
あ
る
。
本
銘
の
「
씘
朕
皇
祖
考
服
」
に
つ
い
て
は
、
上
古
に
お
い

て
選
と
音
通
し
た
纂
と
讀
ん
で
繼
と
訓
ず
る
。
選
は
巽
聲
に
从
い
、
纂
は
算

聲
に
从
う
が
、『
說
文
』﹇
五
下
食
部
﹈
は
巽
聲
に
从
う
饌
を
算
聲
に
从
う
脉

の
或
體
と
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
選
を
纂
と
讀
む
の
は
十
分
理
に
適
っ
て
い

る
。
ま
た
李
家
浩
が
引
用
し
て
說
く
よ
う
に
、
他
の
金
文
の
用
例
に
お
い
て

も
、
禹
鼎
（
集
成2833

）「
命
禹
씘
朕
祖
考
政
于
井
邦
」、
豆
閉
簋
（
集
成
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一
〇
一

4276

）「
用

乃
祖
考
事
」、陳
侯
因
盒
敦
（
集
成4649

）「
屎
嗣
姆
（
桓
）
文
」

の
씘
・

・
屎
は
選
と
通
用
す
る
纂
と
讀
め
る
。
こ
れ
ま
た
李
家
浩
が
引
用

し
て
說
く
よ
う
に
、
文
獻
に
お
い
て
も
、『
禮
記
』
祭
統
に
引
く
孔

鼎
銘

に
「
纂
乃
祖
服
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
は
「
纂
、
繼
也
、
服
、
事
也
」
と
言
い
、

『
左
傳
』
襄
公
十
四
年
に
も
「
纂
乃
祖
考
」
と
あ
り
、
鄭
玄
の
注
と
杜
預
の

注
は
い
ず
れ
も
「
纂
、
繼
也
」
と
言
う
。
本
銘
の
씘
を
選
と
音
通
す
る
纂
と

讀
み
、
繼
と
訓
ず
る
所
以
で
あ
る
。

⑩
王
輝
は
『
汗
簡
』
が
饡
の
古
文
と
す
る
됞
と
釋
し
て
、
史
牆
盤
「
天
子
년
됞

文
武
長
剌
（
烈
）【
天
子
、
년

つ
つ
しみ

て
文
武
の
長
烈
を
됞つ

ぐ
】」
の
됞
と
同
じ
で
あ
る

と
し
、
饡
は
纘
に
通
じ
、『
說
文
』
に
「
纘
、
繼
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
繼
と

訓
ず
る
。
⑪
彭
曦
は
⑩
王
輝
が
『
汗
簡
』
を
典
據
と
し
た
の
に
對
し
て
、『
玉
篇
』

『
集
韻
』
を
典
據
と
す
る
が
、
解
釋
は
同
じ
で
あ
る
。
以
上
、
い
ず
れ
の
說
も
씘

を
繼
と
訓
ず
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
く
、金
文
や
文
獻
の
用
例
か
ら
考
え
て
も「
つ

ぐ
」
と
訓
む
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
な
い
。
從
っ
て
、「
뎾
肇
씘
朕
皇
且
（
祖
）
考
服
」

は
「
뎾
が
肇は

じ

め
て
我
が
皇
い
な
る
祖
と
考ち

ち

の
服
（
職
）
を
つ
い
だ
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

「
死
」
は
尸
。『
詩
』
召
南
・
采
蘋
「
誰
其
尸
之
、
有
齊
季
女
【
誰
か
そ
れ
こ
れ

を
尸

つ
か
さ
どら

ん
、
齊つ

つ
しめ

る
季す

え

女む
す
め

有
り
】」
の
毛
傳
に
「
尸
、
主
」
と
あ
り
、
主
管
す
な

わ
ち
司
る
の
意
で
あ
る
。

「
天
子
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
本
銘
に
現
れ
た
文
王
か
ら
厲
王
ま
で
の
王
統
か
ら

考
え
れ
ば
、
宣
王
で
あ
る
。「
魯
休
」
の
休
は

に
通
じ
、「
た
ま
も
の
」
の
意
。

天
子
其
萬
年
無
彊
（
疆
）、

（
耆
）
黃

、
保
奠
周
邦
、
諫

（
乂
）

牙
（
四
）
方
。

「

」
は
老
と
者
に
从
う
字
だ
が
、
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
、
⑩
王
輝
、

⑪
彭
曦
は
耆
と
隸
定
し
、
前
一
者
は
『
禮
記
』
曲
禮
上
の
「
六
十
曰
耆
」、
後
二

者
は
『
說
文
』﹇
八
上
老
部
﹈「
耆
、
老
也
」
を
引
用
す
る
。
④
李
零
は

と
隸
定

し
耆
で
は
な
い
と
す
る
が
、
字
釋
は
行
っ
て
い
な
い
。
後
文
に
「
黃

」
二
字
が

續
く
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
耆
の
譌
變
と
み
な
し
老
の
意
味
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
の
「
黃

」
を
、
⑩
王
輝
は
『
釋
名
』
釋
長
幼
に
「
六
十
曰

」
と
あ
る

こ
と
、
徐
中
舒
が
『
論
衡
』
無
形
篇
の
「
人
少
則
髮
黑
、
老
則
髮
白
、
白
久
則
黃

﹇
…
﹈、
髮
黃
而
膚
爲
垢
、
故
禮
曰
黃

無
疆
【
人
、
少
け
れ
ば
則
ち
髮
黑
く
、
老

い
れ
則
ち
髮
白
く
、
白
久
し
く
な
れ
ば
則
ち
黃
い
ろ
く
﹇
…
﹈、
髮
黃
い
に
し
て

膚
は
垢
を
爲
す
、
故
に
禮
に
曰
く
、
黃

無
疆
と
】」
を
引
い
て
、
長
壽
の
意
と

解
す
る
說
（「
金
文
嘏
辭
釋
例
」、『
徐
中
舒
歷
史
論
文
選
輯
』、
中
華
書
局
、

一
九
九
八
年
、
五
三
五
頁
）
に
從
う
。
⑪
彭
曦
は
『
詩
』
小
雅
・
南
山
有
臺
「
樂

只
君
子
、遐
不
黃

﹇【
樂
し
き
君
子
、遐な

ん

ぞ
黃

な
ら
ざ
る
】﹈」
の
毛
傳
に
「
黃
、

﹇
黃
﹈
髮
。

、
老
」
と
あ
る
の
を
引
き
、「
耆
黃

」
三
字
で
高
齡
長
壽
の
意
と

解
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
解
で
問
題
な
い
。

「
諫

」
を
、⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
お
よ
び
彭
曦
は
「
諫
辟
」
と
隸
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
「
治
理
す
る
」、「
法
を
以
て
治
理
す
る
」
の
意
に
解
す
る
が
、
畢
竟
、

二
字
で
治
理
の
意
だ
と
し
て
も
、
毛
公
鼎
（
集
成2841

）
に
「
냚

厥
辟
」
と

あ
り

と
辟
が
別
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、辟
と
隸
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

「
諫
」
に
つ
い
て
⑩
王
輝
は
、『
說
文
』﹇
三
上
言
部
﹈
の
「
諫
、證
也
」
を
慧
林
『
一



뎾
盤

一
〇
二

切
經
音
義
』
に
引
く
『
說
文
』
で
は
證
を
正
に
作
り
（
丁
福
保
『
說
文
解
字
詁
林
』

の
指
摘
）、『
廣
雅
』
釋
詁
に
「
諫
、正
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、治
理
の
意
と
解
し
、

番
生
簋（
集
成4326

）の「
用
諫
四
方
」の
諫
も
そ
の
意
と
解
す
る
。「

」は『
說

文
』
九
上
辟
部
に
「
治
也
」
と
訓
ず
る
絎
字
に
當
た
る
。
ま
た
『
書
』
堯
典
「
有

能
俾
乂
【
能
有
ら
ば
乂
め
し
む
】
の
孔
傳
に
「
乂
、
治
也
」
と
訓
ず
る
乂
字
に
當

た
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
王
國
維
が
つ
と
に
「
毛
公
鼎
銘
考
釋
」（『
王
國
維
全

集
』
第
一
一
卷
、
浙
江
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
八
〜
二
九
一
頁
）
で

詳
し
く
論
じ
て
い
る
。「
諫

」
と
は
要
す
る
に
、「
た
だ
し
お
さ
め
る
」
の
意
で

あ
る
。

王
若
曰
、
뎾
、
不
（
丕
）
顯
文
武
、
膺
受
大
令
（
命
）、
匍
有
牙
（
四
）
方
、

売
（
則
）
볏
隹
（
唯
）
乃
先
聖
且
（
祖
）
考
、
夾
맕
（
詔
）
先
王
、

（
勳
）
堇
（
勤
）
大
令
（
命
）。

「
볏
」
を
、
⑦
李
學
勤
は
繇
字
と
し
由
（
よ
る
）
と
讀
む
。
④
李
零
も
同
樣
で
、

原
因
を
表
す
由
と
讀
む
。
こ
の
說
に
從
え
ば
、「
文
武
が
大
命
を
承
受
し
四
方
を
溥

有
し
た
の
は
、
汝
の
先
聖
祖
考
が
先
王
を
た
す
け
〜
〜
し
た
こ
と
に
よ
る
」
の
意
と

な
る
。
し
か
し
、そ
れ
で
は
볏
と
唯
の
順
が
逆
で
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

⑩
王
輝
は
『
金
文
編
』（
中
華
書
局
、一
九
八
五
年
版
、八
五
六
頁
）
の
說
に
從
っ
て
、

發
語
の
詞
、
す
な
わ
ち
「
あ
あ
」
の
意
に
解
す
る
。
金
文
や
文
獻
（
文
獻
で
は
猷
に

作
る
）
に
そ
の
よ
う
な
用
例
は
存
在
す
る
が
、
例
え
ば

伯
뗻
簋
（
集
成4302

）

に
「
王
若
曰
、
伯
뗻
、
볏
、
自
乃
祖
考
〜
【
王
、
若

か
く
の
ご
と

く
曰
く
、
伯
뗻
よ
、
볏
、

乃
の
祖
考
自
り
〜
】」
と
、『
書
』
多
士
に
「
王
若
曰
、
猷
、
告
爾
多
士
【
王
、
若
く

曰
く
、
猷
、
爾
多
士
に
告
ぐ
】」
と
あ
る
よ
う
に
、
誰
か
に
呼
び
か
け
る
場
合
に
發

語
の
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
採
り
が
た
い
。
⑪
彭
曦
は
渡
と
隸

定
し
て
察
に
通
じ
、
知
と
訓
ず
る
が
、
隸
定
に
問
題
が
あ
る
。
⑫
董
珊
は
볏
（
繇
）

唯
二
字
が
古
籍
に
見
え
る
「
迪
惟
」
に
相
當
し
、
語
氣
を
强
め
る
虛
詞
と
解
し
て
い

る
。
そ
れ
で
本
銘
の
意
は
通
じ
な
く
は
な
い
が
、
音
通
に
よ
っ
て
解
釋
を
行
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
從
い
が
た
い
。
本
銘
と
同
樣
の
用
例
は
ま
た
師
克

（
集
成

4467

）
に
見
え
、「
則
볏
唯
乃
先
祖
考
」
と
あ
る
。
白
川
靜
は
師
曳
簋
（
集
成

2676

）
の
「
淮
夷
볏
我
붇
畮
（
賄
）
臣
」
と
兮
甲
盤
（
集
成10174

）
の
「
淮
夷
舊

我
붇
畮
（
賄
）
人
」
を
比
べ
、
볏
と
舊
は
同
義
で
「
も
と
」
と
訓
じ
（
通
釋178

お
よ
び191

）、
師
克

の
볏
も
「
も
と
」
と
訓
ず
る
（
通
釋127

）。
つ
ま
り
從
前

の
意
に
解
す
る
の
で
あ
る
。
⑬
劉
源
も
白
川
說
と
同
じ
解
釋
を
採
る
張
政

の
說

（「
周
厲
王
胡
簋
釋
文
」、『
古
文
字
硏
究
』
第
三
輯
、
一
九
八
〇
年
、
一
〇
五
〜

一
〇
六
頁
）
に
從
っ
て
、
從
前
の
意
に
解
す
る
。
こ
の
訓
が
師
克

と
同
樣
、
本
銘

に
お
い
て
も
文
意
が
最
も
よ
く
通
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
從
う
。

な
お
曾
憲
通
は
、
古
文
字
に
見
え
る
볏
・
胞
を
も
と
も
と
獸
形
で
あ
っ
た
形
が

譌
變
し
た
字
で
、『
漢
書
』
元
帝
紀
「
不
知
所
胞
」
の
顏
注
に
「
胞
﹇
讀
﹈
與
由

同
【
胞
は
﹇
讀
む
こ
と
﹈
由
と
同
じ
】」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
由
に
通
じ
、「
鼬ゆ

う

（
い
た
ち
）」
と
釋
す
（「
釋
胞
」、『
古
文
字
硏
究
』
第
十
輯
、
一
九
八
三
年
）。
多

樣
な
資
料
を
收
集
し
て
檢
討
を
行
っ
た
曾
憲
通
の
字
釋
は
說
得
力
が
あ
り
、
鼬
と

釋
し
、
音
は
由
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
由
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
自
・

從
す
な
わ
ち
「
よ
り
て
」
と
訓
ぜ
ら
れ
、「
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
來
」
の
意
味

で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
從
前
の
意
と
解
し
う
る
。
ち
な
み
に
、
由
は
上
古

音
で
餘
母
幽
部
、
さ
き
の
師
曳
簋
に
見
え
る
舊
は
群
母
之
部
で
あ
る
が
、
そ
の
聲



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

一
〇
三

符
で
あ
る
臼
は
「
幽
部
」
な
の
で
音
通
す
る
。

「

（
끫
）
勤
大
命
」
と
い
う
句
は
ま
た
、
毛
公
鼎
や
單
伯
恵
鐘
、
そ
し
て

本
盤
と
同
出
の
四
十
二
年
뎾
鼎（
近
出
二328

・329

）お
よ
び
四
十
三
年
뎾
鼎（
近

出
二330-339
）に
も
見
え
る
。本
句
の
第
一
字
は
上
か
ら
凡
と
爵
と
啗

き
ょ
うに

从
う
が
、

毛
公
鼎
（
集
成2841
）・
單
伯
恵
鐘
（
集
成82

）・
뎾
鼎
兩
器
の
當
該
字
は

に

作
り
凡
に
从
わ
な
い
。
師
克

（
集
成4467

）
に
は
「
有

于
周
邦
」
と
あ
り
、

凡
に
从
う
。「
有

于
周
邦
」
は
뎾
鼎
兩
器
に
も
見
え
る
が
、
や
は
り

に
作

り
凡
に
从
わ
な
い
。
こ
の
字
は
登
・
勞
・
捪び

ん

・
烝
・
爵
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
釋
が
あ

り
（
周
法
高
主
編
『
金
文
詁
林
』
附
錄
下3108

、
一
四
五
六
〜
一
四
七
一
頁
。

白
川
靜
・
通
釋181

）、
い
ま
だ
に
定
解
は
な
い
。
⑦
李
學
勤
は
毖
と
釋
し
て
勞

と
訓
ず
る
（
詳
細
は
「
何
尊
新
釋
」、『
新
出
靑
銅
器
硏
究
』、
文
物
出
版
社
、

1990

年
、
四
三
頁
）。
⑩
王
輝
は
爵
字
で
恪
と
讀
む
說
に
從
い
、「
つ
つ
し
む
」

の
意
に
解
す
る
。
⑰
張
崇
禮
は
啗
に
从
い
啗
は
亦
聲
で
す
な
わ
ち
共
、
そ
し
て

の
上
部
は
凡
で
は
な
く
同
に
从
い
、
共
と
同
は
同
源
の
詞
か
つ
音
あ
い
近
い

と
し
、
共
は
供
奉
・
敬
奉
・
奉
獻
・
貢
獻
の
義
で
あ
り
、「

勤
大
命
」
を
結

局
の
と
こ
ろ
「
敬
勤
大
命
（
敬
み
て
大
命
に
勤
む
）」
と
解
し
て
い
る
。
⑪
彭
曦

は
爵
字
に
當
て
、「﹇
뎾
の
祖
考
が
﹈
そ
の
爵
位
に
あ
っ
て
使
命
（
重
任
）
に
つ
と

め
た
」
と
解
す
る
。

字
は
兩
手
で
爵
を
奉
ず
る
形
で
、
白
川
靜
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
爵
は
勳
勞
に

報
ず
る
道
具
で
あ
り
、
爵
を
執
っ
て
飮
至
策
勳
す
る
（
勳
功
を
擧
げ
て
歸
還
し
宗

廟
で
酒
を
飮
み
、そ
の
勳
功
を
策
に
記
す
）
意
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
同

上
）。
白
川
は
結
局
、
勳
と
釋
す
る
楊
樹
達
の
說
（「

伯
뗻
렉
再
跋
」、『
積
微
居

金
文
說
』、
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
增
訂
版
、
卷
一
、四
頁
）
に
從
い
、「
勳
勤

大
命
【
大
命
に
勳
勤
す
】」「
有
勳
于
周
邦
【
周
邦
に
勳
有
り
】）」
と
訓
ず
る
。
④

李
零
も
字
形
か
ら
何
字
に
當
た
る
か
は
保
留
す
る
が
、
勳
と
訓
ず
る
。
上
部
の
凡

（
前
揭
の
李
學
勤
「
何
尊
新
釋
」
は
冖
と
す
る
）
が
聲
符
で
あ
る
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
が
、
字
形
は
『
說
文
』
十
二
下
女
部
に
載
せ
る
婚
の

文　
　

に
類
似

す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
楊
樹
達
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
同
上
）、
昏
と
熏
は
古
韻

と
も
に
痕
部
で
あ
る
か
ら
音
通
し
、
本
字
を
勳
と
訓
ず
れ
ば
、
本
銘
や
他
の
金
文

の
用
例
も
文
意
は
な
は
だ
暢
通
す
る
の
で
、
い
ま
勳
と
訓
じ
て
お
く
。

「
大
命
」
は
⑪
彭
曦
が
言
う
よ
う
に
使
命
（
重
任
）
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
が
、

や
は
り
前
文
の
「
文
武
膺
受
大
命
」
と
同
じ
く
、
天
か
ら
授
か
っ
た
大
命
の
こ
と

だ
ろ
う
。
從
っ
て
、「
則
볏
隹
唯
乃
先
聖
祖
考
」
以
下
の
一
文
は
、「
昔
よ
り
뎾
の

先
祖
と
亡
父
が
先
王
を
た
す
け
、
天
か
ら
授
か
っ
た
大
命
に
か
な
う
よ
う
勤
勞
め

た
」
の
意
と
解
せ
ら
れ
る
。

今
余
隹
（
唯
）
巠
（
經
）
乃
先
聖
且
（
祖
）
考
、
랭
（
申
）

（
就
）
乃

令
（
命
）、
令
（
命
）
女
（
汝
）
疋
롸
（
榮
）
兌
빨
래
（
司
）
牙
（
四
）

方
吳
（
虞
）
떱
（
林
）、
用
宮
御
。

「
巠
（
經
）」
を
、
⑦
李
學
勤
は
常
と
訓
じ
、「
經
乃
先
聖
祖
考
」
で
「
뎾
の
祖

考
が
先
王
に
臣
事
し
た
關
係
を
常
と
す
る
」
の
意
と
解
す
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡

華
・
劉
棟
は
行
だ
と
し
、引
申
し
て
遵
循
と
訓
じ
る
。
⑩
王
輝
は
常
と
訓
じ
（『
玉

篇
』
に
よ
る
）、延
續
の
意
に
解
す
る
。
⑪
彭
曦
は
毛
公
鼎
（
集
成2841

）
の
「
余

唯
肇
巠
（
經
）
先
王
命
【
余
唯
れ
肇
め
て
先
王
の
命
に
の
っ
と
る
・
し
た
が
う
】」

の
句
式
と
同
じ
で
、
法
、
遵
循
の
意
と
解
す
る
。
⑫
董
珊
は
大
克
鼎
（
集
成



뎾
盤

一
〇
四

2836

）
の
「
巠
（
經
）
念
厥
聖
保
祖
師
華
父
【
厥
の
聖
保
な
る
祖
、
師
華
父
を
經

念
す
】」
を
引
い
て
、
文
獻
に
そ
の
用
法
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
念
と
訓

ず
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
金
文
中
、
本
銘
と
同
じ
巠
の
用
例
に
は
師
克

（
集
成4467
・4468

）「
王
曰
、
克
、
今
余
唯
巠
乃
先
祖
考
克
별
臣
先
王
、
昔
余

旣
命
汝
、
今
余
唯
랭
（
申
）

（
就
）
乃
命
【
王
曰
く
、
克
よ
、
今
、
余
唯
れ
乃

の
先
祖
考
の
克
く
별つ

と

め
て
先
王
に
臣
ふ
る
を
經
す
。
昔
、余
旣
に
汝
に
命
ず
。
今
、

余
唯
れ
乃
の
命
を
申
就
す
】」
が
あ
り
、
白
川
靜
は
⑫
董
珊
も
引
用
し
て
い
る
毛

公
鼎
の
用
法
と
對
照
さ
せ
て
念
の
意
と
解
し
て
い
る
（
通
釋172

）。
⑫
董
珊
が

言
う
よ
う
に
文
獻
に
徵
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
金
文
の
用
法
か
ら
考
え
る
と
、

白
川
靜
・
董
珊
の
說
に
從
っ
て
念
と
訓
じ
て
よ
い
と
思
う
。

「
랭
（
申
）

（
就
）」
は
金
文
常
見
の
語
彙
で
あ
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・

劉
棟
は
重
申
增
高
と
解
す
る
陳
漢
平
の
說
（『
金
文
編
訂
補
』、
中
國
社
會
科
學
出

版
社
、
一
九
九
三
年
）
に
從
う
。
⑪
彭
曦
は
緟
庸
と
讀
ん
で
增
益
し
て
用
い
る
と

訓
じ
、
現
代
語
の
重
用
の
意
に
解
す
る
。
⑩
王
輝
は
申
就
と
讀
ん
で
重
申
（
か
さ

ね
る
）
の
意
と
解
す
る
。
⑫
董
珊
は
直
ち
に
申
就
と
釋
し
、
お
そ
ら
く
「
か
さ
ね

て
就
か
し
め
る
」
の
意
に
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
白
川
靜
は
랭
の
字
形
を
分

析
し
て
、
左
旁
を
絲
を
架
け
る
象
、
右
上
の
東
を
朱
の
染
料
を
入
れ
る
槖
の
象
、

右
下
の
田
を
釜
甑
の
象
と
考
え
、
朱
を
熏
蒸
（
い
ぶ
し
て
む
す
）
し
何
回
も
重
ね

て
（
繰
り
返
し
て
）
絲
を
染
色
す
る
の
が
原
義
、

は
重
樓
の
形
だ
と
解
し
、
랭

兩
字
で
「
か
さ
ね
る
」
意
と
み
な
し
て
い
る
ら
し
い
（
通
釋104a

）。

랭
は
、
一
九
八
一
年
に
河
南
省
南
陽
市
北
郊
で
出
土
し
た
仲

父
簋
（
集
成

4189

）
に
「
南
랭
伯
大
宰
仲

父
」
と
あ
り
、『
漢
書
』
地
理
志
上
・
南
陽
郡
の

項
に
「
縣
三
十
六
。
宛
、故
申
伯
國
【
縣
三
十
六
。
宛
は
故も

と

申
伯
の
國
】」
と
言
う
。

前
漢
代
の
南
陽
郡
宛
縣
は
現
在
の
南
陽
市
に
當
た
り
、
こ
の
簋
が
出
土
し
た
地
點

と
等
し
い
か
ら
、
申
國
を
表
す
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
（
崔

慶
明
「
南
陽
市
北
郊
出
土
一
批
申
國
靑
銅
器
」、
お
よ
び
李
學
勤
「
論
仲

父
簋

與
申
國
」。
い
ず
れ
も
『
中
原
文
物
』
一
九
八
四
年
第
四
期
所
收
）。
ま
た
、
仲

父
簋
出
土
以
前
の
一
九
七
五
年
に
南
陽
市
西
關
の
春
秋
墓
か
ら
出
土
し
た
簋
は
、

「
랭
公
彭
宇
が
自
作
」
し
た
靑
銅
器
で
あ
り
（
前
揭
二
論
文
）、
こ
れ
も
申
國
を
表

す
字
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
랭
が
申
の
繁
文
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
を
挾

む
餘
地
は
も
は
や
な
い
。
動
詞
と
し
て
の
意
味
は
、「
か
さ
ね
る
」
で
よ
い
。

は
近
年
、
就
と
釋
し
て
成
（
な
す
）
と
讀
む
說
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
以

下
、
李
學
勤
の
說
（「
史
惠
鼎
與
史
學
淵
源
」、『
新
出
靑
銅
器
硏
究
』、
文
物
出
版

社
、
一
九
九
〇
年
）
の
大
要
を
揭
げ
て
お
く
。

　

  

史
惠
鼎
﹇
近
出346

﹈
に
「
惠
其
日
됀
月

﹇
匚
の
な
か
に
爿
を
書
く
﹈」

と
あ
る
句
は
、『
詩
』
周
頌
・
敬
之
の
「
日
就
月
將
」
に
該
當
し
、「
됀
」
は

就
で
、『
汗
簡
』『
古
文
四
聲
韵
』
に
見
え
る
戚
字
の
古
文
で
あ
る
。
就
・
戚

兩
字
と
も
聲
母
は
同
系
で
、
韻
部
は
幽
・
覺
に
分
屬
し
、
た
が
い
に
平
・
入

を
爲
し
て
い
る
か
ら
、
通
假
し
て
よ
い
。
就
の
義
は
『
淮
南
子
』
脩
務
に
こ

の
詩
を
引
き
、
高
誘
が
「
日
有
所
成
就
、
月
有
所
奉
行
」
と
注
す
る
通
り
で
、

成
（
な
す
）
で
あ
る
。『
說
文
』﹇
五
下
京
部
・
﹈
就
の
籀
文
「

」
は
京

を
重
ね
た
形
﹇
正
し
く
は
京
と
京
の
上
部
﹈
に
从
っ
て
い
る
が
、
實
際
に
は

で
あ
る
。

を
就
と
釋
す
る
こ
と
に
も
今
や
問
題
は
な
い
。
從
っ
て
、
本
銘
な
ど
金
文
に

常
見
す
る
「
랭
（
申
）

（
就
）
乃
命
」」
は
、「
汝
の
命
を
重
ね
て
成
す
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
汝
の
命
を
重
ね
﹇
そ
の
命
に
﹈
卽
か
し
め
る
」
と



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

一
〇
五

解
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
疋
」
は
胥
と
讀
み
、『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
胥
、
相
也
」
と
あ
る
よ
う
に
輔
佐

の
意
。「
롸
（
榮
）
兌
」
は
人
名
。

「
빨
래
（
司
）」
も
金
文
常
見
の
語
彙
で
あ
る
が
、
빨
に
つ
い
て
は
ど
う
釋
す
る

か
定
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
빨
の
字
釋
諸
說
に
つ
い
て
は
、
木
村
秀
海
「
西
周

官
制
の
基
本
構
造
」（『
史
學
雜
誌
』
第
九
四
編
第
一
號
、
一
九
八
五
年
）
を
參
照
。

⑩
王
輝
は
高
鴻
縉
『
毛
公
鼎
集
釋
』
の
說
に
從
っ
て
兼
と
釋
す
。
高
說
に
よ
れ
ば
、

빨
字
は
手
で
二
つ
の
同
じ
物
を
持
つ
形
で
、
井
を
聲
符
と
し
、
兼
の
初
文
で
は
な

い
か
、
兼
字
は
又
（
手
）
で
兩
禾
を
持
つ
形
で
、
秦
權
に
初
見
す
る
ゆ
え
後
起
の

字
で
あ
る
と
い
う
。
白
川
靜
は
、
大
克
鼎
に
各
地
の
土
田
を
克
に
賜
與
し
た
上
、

뚖
地
に
井
人
を
빨
賜
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
빨
賜
を
併
賜
と
解
し
、
빨
字
は
併
の

聲
義
を
以
て
釋
す
べ
く
、
從
っ
て
빨
司
は
兼
官
の
義
と
な
る
と
す
る
（
通
釋101

）。

「
四
方
吳
（
虞
）
떱
（
林
）」
の
虞
林
を
、
⑦
李
學
勤
は
『
周
禮
』﹇
地
官
・
﹈

司
徒
の
山
虞
・
林
衡
・
川
衡
・
澤
虞
の
よ
う
な
、
山
林
川
澤
の
生
產
を
管
理
す
る

官
だ
と
す
る
。
⑨
劉
懷
君
・
辛
怡
華
・
劉
棟
は
虞
廩
と
し
官
名
と
見
て
い
る
よ
う

だ
が
、
職
掌
に
つ
い
て
は
觸
れ
て
い
な
い
。
四
方
に
つ
い
て
は
王
土
す
な
わ
ち
周

王
の
直
轄
地
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
⑩
王
輝
は『
周
禮
』地
官
・
司
徒
の
山
虞
・

林
衡
・
澤
虞
の
よ
う
な
、
四
方
す
な
わ
ち
全
國
の
林
木
お
よ
び
山
澤
野
物
を
主
管

す
る
官
で
、
林
業
局
長
に
相
當
す
る
と
み
な
す
。
⑪
彭
曦
は
떱
を
嗇
と
隸
定
し
て

穡
と
讀
み
、
虞
嗇
を
農
林
事
業
を
司
る
官
と
み
な
す
が
、
嗇
は
や
は
り
떱
（
林
）

字
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
農
業
と
は
無
關
係
で
あ
る
。

免
簠
（
集
成4626

）
に
は
「
命
免
作
랡
土
、
랡
奠
鮭

潼
吳
潼
牧
【
免
に
命

じ
て
司
徒
と
作
し
、
鄭
縣
の
林
お
よ
び
虞
お
よ
び
牧
を
司
ら
し
む
】」
と
言
い
、

鄭
縣
の
林
・
虞
・
牧
の
官
を
司
る
例
が
あ
り
、ま
た
同
簋
（
集
成4271

）
に
も
「
王

命
同
、
差
右
吳
大
父
、
랡
昜
・
林
・
吳
・
牧
【
王
、
同
に
命
じ
て
、
虞
大
父
を

左た

す右
け
、
場
・
林
・
虞
・
牧
を
司
ら
し
む
】」
と
言
い
、
場
（
農
圃
）・
林
・
虞
・

牧
の
官
を
司
る
例
が
見
え
、
虞
・
林
は
山
林
沼
澤
の
產
物
を
管
掌
す
る
官
名
と
解

せ
ら
れ
る
。「
四
方
」
は
周
王
の
直
轄
支
配
地
の
み
な
ら
ず
周
王
に
服
屬
す
る
諸

國
族
域
を
ふ
く
む
も
の
で
、
⑩
王
輝
の
言
う
よ
う
に
「
全
國
」
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。「

用
宮
御
（
宮
御
に
用
ひ
よ
）」
の
語
は
ま
た
、
參
考
欄
で
後
述
す
る
よ
う
に
頌

諸
器
に
も
見
え
、
山
林
沼
澤
の
產
物
を
王
宮
に
お
け
る
使
用
品
と
せ
よ
（
王
宮
の

用
に
供
せ
よ
）
と
い
う
意
で
あ
る
。
四
方
の
虞
官
・
林
官
を
司
り
、
山
林
沼
澤
の

產
物
を
王
宮
の
用
に
供
せ
よ
と
は
、
王
宮
の
必
要
と
す
る
手
工
業
お
よ
び
食
用
の

原
料
あ
る
い
は
加
工
品
の
調
達
を
全
國
的
規
模
で
行
う
職
務
に
就
け
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
、
補
佐
官
な
が
ら
뎾
は
先
祖
代
々
、
王
室
の
府
庫
す
な
わ
ち
王
室
財
政

に
關
わ
る
極
め
て
重
要
な
職
務
を
擔
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

易
（
賜
）
女
（
汝
）
赤
巿
・
幽
黃
・
攸
勒
。

「
赤
巿
」
は
紅
色
の
蔽ま

え

膝か
け

（
ひ
ざ
か
け
）。『
說
文
』
七
下
巾
部
に
「
巿
、ま

え
か
け

也
。

上
古
衣
蔽
前
而
已
。
…

、篆
文
巿
」
と
あ
る
。「
幽
黃
」
は
『
禮
記
』
玉
藻
に
「
再

命
赤

幽
衡
【
再
命
に
は
赤

幽
衡
】」
と
あ
る
幽
衡
で
、
鄭
注
に
「
衡
、
佩
玉

之
衡
也
。
幽
、
讀
爲
黝ゆ

う

、
黑
謂
之
黝
【
衡
は
佩
玉
の
衡
な
り
。
幽
は
讀
み
て
黝ゆ

う

と

爲
す
。
黑
、
こ
れ
を
黝
と
謂
ふ
】」
と
言
い
、
暗
黑
色
の
佩
玉
。
黃
と
い
う
字
は

も
と
佩
玉
の
全
體
形
で
あ
る
（
白
川
靜
『
字
統
』、
三
〇
六
頁
「
黃
」
に
圖
を
載



뎾
盤

一
〇
六

せ
る
）。「
攸
勒
」
は
車
馬
具
。
攸
は
鋚
に
通
じ
、『
說
文
』
十
四
下
金
部
に
「
鋚
、

鐵
也
。
一
曰
、
秣ひ

首
銅
（
た
づ
な
の
首
の
銅
）
也
」
と
、
勒
は
『
說
文
』
三
下
革

部
に
「
勒
、
馬
頭
落
（
＝
絡
）
銜
也
【
勒
は
、
馬
頭
の
絡
銜
な
り
】」
と
あ
り
、

⑩
王
輝
は
攸
勒
二
字
で
銅
飾
を
施
し
た
く
つ
わ
（
馬
首
に
く
わ
え
さ
せ
る
金
具
）

と
解
す
る
。

뎾
敢
對
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
륽
（
揚
）、用
乍
（
作
）
밾
（
朕
）
皇
且
（
祖
）

考
寶
깼
（
깻
）
般
（
盤
）、
用
追

（
享
）
考
（
孝
）
于

（
前
）
文
人
。

「
魯
休
」
の
休
は
、前
述
通
り

に
通
じ
「
た
ま
も
の
」
の
意
。
金
文
で
は
「
對

揚
休
令
（
命
）」
と
い
う
句
も
頻
出
し
（
通
釋
卷
七
索
引
一
六
四
頁
）、
休
命
は
賜

物
と
册
命
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
君
主
か
ら
臣
下
に
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
休
お
よ
び
休
命
は
引
伸
し
て
君
主
か
ら
臣
下
に
對
す
る
恩
寵
と
も
解
し
う

る
。
뎾
一
家
は
先
祖
代
々
、
王
か
ら
册
命
と
賜
物
に
よ
る
恩
寵
を
授
か
っ
て
き
た

が
、
뎾
自
身
も
先
祖
先
考
が
存
在
し
て
恩
寵
を
承
襲
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
授

か
り
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
高
祖
單
公
か
ら
皇
考
共
叔
に
至
る
ま
で
の
祖
考
を
祭

祀
す
る
た
め
の
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

「
用
追
享
孝
于
前
文
人
（
用
て
前
文
人
に
追
享
孝
す
）」
は
、『
書
』
文
侯
之
命
に

「
汝
肇
刑
文
武
、
用
會
紹
乃
辟
、
追
孝
于
前
文
人
【
汝
肇は

じ

め
て
文
武
に
刑の

っ
とり

、
用
て

乃
の
辟き

み

を
會
紹
し
、
前
文
人
に
追
孝
す
】」
と
あ
る
の
と
同
じ
で
、
前
文
人
と
は
孔

疏
に
言
う
「
前
世
文
德
之
人
」、
追
享
孝
・
追
孝
と
は
先
人
に
對
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
文
德
あ
っ
た
祖
先
の
靈
を
あ
と
か
ら
慕
っ
て
怠
り
な
く
祭
る
こ
と
を
言
う
。

（
前
）
文
人
嚴
才
（
在
）
上
、

（
翼
）
才
（
在
）
□
（
下
）、
惇
惇

뽃﹇
뽃
﹈、
降
뎾
魯
多
福
・
뼉
（
眉
）
壽
・
繛
（
綽
）
綰
、
受
（
授
）
余
康

랝
・
屯
（
純
）
又
（
祐
）・
通
（
祿
）・
永
令
（
命
）・
（
靈
）
冬
（
終
）。

「
嚴
在
上
、

（
翼
）
在
□
（
下
）」
に
つ
い
て
、
下
字
は
記
さ
れ
な
い
ま
ま
空

い
て
い
る
が
、
文
脈
の
上
か
ら
し
て
も
、
本
盤
と
同
出
の
四
十
二
年
뎾
鼎
に
「
帙

在
下
」
と
あ
り
、
四
十
三
年
뎾
鼎
に
「

在
下
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
下

字
の
記
し
忘
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
詩
』小
雅
・
六
月「
有
嚴
有
翼
、

共
武
之
服
【
嚴
た
る
有
り
翼
た
る
有
り
、
武
の
服こ

と

を
共
に
す
】」
の
毛
傳
に
「
嚴
、

威
、
翼
、
敬
也
」
と
あ
り
、
前
文
人
が
威お

ご
そ嚴

か
に
天
上
界
に
在い

ま

し
、
恭つ

つ

敬し

み
て
天

下
界
す
な
わ
ち
人
間
界
（
下
界
）
に
在
す
こ
と
を
言
う
。

「
惇
惇
뽃は

く﹇
뽃
﹈」
は
他
の
金
文
に
も
見
え
る
（
通
釋
卷
七
索
引
二
六
六
頁
參
照
）。

本
盤
で
は
「
뽃
」
の
重
文
符
號
を
脫
し
て
い
る
が
、補
う
べ
き
で
あ
る
。
닗
鐘
（
宗

周
鐘
、
集
成260

）
で
は
「
뽃
뽃
惇
惇
」
と
記
す
。
郭
沫
若
は
唐
蘭
の
說
（
出
所

未
詳
）
に
從
っ
て
뽃
뽃
を
薄
薄
と
讀
ん
で
勃
勃
あ
る
い
は
礴は

く

礴
と
訓
じ
、
惇
惇
を

蓬
蓬
あ
る
い
は
磅ほ

う

磅
と
訓
ず
る
（『
兩
周
金
文
辭
大
系
』
釋
編
第
五
三
葉
上
、
宗

周
鐘
）。
磅
磅
礴
礴
は
雙
聲
の
疊
語
で
あ
る
が
、す
な
わ
ち
旁ほ

う
は
く礴

で（
⑩
王
輝
）、「
廣

く
滿
ち
わ
た
る
」
の
意
で
あ
る
。「
惇
惇
뽃
뽃
、
降
뎾
魯
多
福
〜
」
と
は
、
前
文

人
の
「
神
氣
四
邊
に
滿
ち
、祖
靈
が
來
格
し
て
慶
福
を
﹇
子
孫
に
﹈
與
え
る
」（
通

釋98
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
뼉
（
眉
）
壽
」
の
뼉
を
、
⑩
王
輝
は
字
形
か
ら
水
盆
で
臉か

お

を
洗
う
意
の

（
び

）
の
本
字
と
す
る
他
者
の
說
に
從
い
、
古
籍
で
は
多
く
眉
壽
に
作
る
と
言
う
。

白
川
靜
も
『
說
文
』
十
一
上
﹇
二
・
水
部
﹈
の
「
洒
面
也
【
面
を
洒あ

ら

ふ
な
り
】）」
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と
訓
ず
る

字
に
當
て
る
が
、
字
は
盤
中
の
水
を
も
っ
て
頭
髮
を
洒
う
形
と
し
、

眉
壽
の
眉
は
假
借
と
み
な
す
（『
字
統
』、
七
一
七
〜
七
一
八
頁
「

」「
眉
」）。

眉
壽
は
⑩
王
輝
が
引
く
よ
う
に
、『
詩
』
豳
風
・
七
月
に
「
以
介
眉
壽
【
以
て
眉

壽
を
介も

と

む
】」、
同
小
雅
・
南
山
有
臺
に
「
遐
不
眉
壽
【
遐な

ん

ぞ
眉
壽
な
ら
ざ
る
】」

と
あ
り
、
前
者
の
毛
傳
に
「
豪
眉
也
」、
後
者
の
そ
れ
に
「
秀
眉
」
と
言
い
、
前

者
の
孔
疏
に
は
「
人
年
老
者
必
有
豪
毛
秀
出
者
、
故
知
眉
謂
豪
眉
也
【
人
、
年
老

い
た
れ
ば
必
ず
豪
毛
秀
出
す
る
者
あ
り
、
故
に
知
る
、
眉
を
豪
眉
と
謂
う
を
】」

と
解
す
る
。
要
す
る
に
長
壽
の
意
で
あ
る
。

「
繛

し
ゃ
く（

綽
）
綰わ

ん

」
の
繛
は
、『
說
文
』
十
三
上
素
部
に
「
繛
、
訐
也
、
…
綽
、
繛

或
省
」
と
あ
っ
て
綽
に
同
じ
。
ま
た
「
訐
、
繛
也
、…
緩
、
訐
或
省
」
と
あ
る
か
ら
、

「
ゆ
る
や
か
」「
の
び
や
か
」
の
意
で
あ
る
。
綰
は
『
書
』
無
逸
に
「
不
寛
綽
厥
心

【
厥
の
心
を
寛
綽
に
せ
ず
】」、『
詩
』
衞
風
・
淇
奧
に
「
寛
兮
綽
兮
【
寛
た
り
綽
た

り
】」と
あ
る
寛
に
當
た
る
。寛
は
緩
に
通
ず
る
か
ら
、綽
綰
と
は
要
す
る
に
延
年
・

永
年
の
意
で
あ
る
。

「
康
랝
」
の
랝
は
字
を
判
じ
が
た
い
が
、
頌
壺
（
集
成9731

・9732
）
な
ど
頌

諸
器
で
は
「
康

」
に
作
り
、
爪
・
罓
・
又
・
虍
に
从
う
字
で
、
本
盤
と
同
出

の
四
十
二
年
뎾
鼎
（
近
出
二328

・329

）
で
は
上
部
の
爪
が
虍
に
入
れ
替
わ
っ

て
お
り
、
四
十
三
年
뎾
鼎
（
近
出
二330-339

）
で
は
爪
・
罓
・
又
に
从
い
虍
を

缺
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
康
字
の
下
に
置
か
れ
て
い
て
同
じ
用
例
で
あ
る
か
ら

랝
字
で
あ
る
。
定
解
の
な
い
字
で
、
虔
に
し
て
健
に
通
ず
る
、
睿
に
し
て
深
明
・

聖
・
智
の
意
、

に
し
て

そ
し
て
樂
の
假
借
、
甲
骨
文
の　

　
（
漁
）
字
と
同

じ
で
魚
聲
・

字
の
虎
聲
と
も
に
娛
に
通
ず
る
、
랑
に
从
う
虍
聲
の
字
で
龢
と

讀
む
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
說
が
あ
る
（
周
法
高
主
編
『
金
文
詁
林
』
附
錄
下

3206

、
一
七
二
三
〜
一
七
三
一
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
何
字
か
は
未
詳
。
④
李
零

は
娛
と
釋
す
る
說
に
從
う
。
白
川
靜
は
小
克
鼎
（
集
成2796-2802

）
な
ど
の
「
康

긡
屯
右
」
の
긡
に
同
じ
で
、
士
父
鐘
（
集
成145-148

）
の
「
긡
于
永
令
（
命
）」、

番
生
簋
（
集
成4326

）
の
「
긡
于
大
服
」
と
い
う
用
例
か
ら
、
愜
・
適
す
な
わ

ち
和
協
﹇（
か
な
う
）﹈
の
意
に
解
す
る
（
通
釋137

、156

、160

、168

）。
い
ま

白
川
說
を
敷
衍
し
て
「
か
な
う
」
を
心
に
か
な
う
、ひ
い
て
は
「
こ
こ
ろ
よ
い
」「
た

の
し
い
」
の
意
に
と
り
、
康
랝
を
康
樂
、
つ
ま
り
安
樂
と
解
し
て
お
く
。

「
屯
（
純
）
又
（
祐
）」
の
純
を
、
王
輝
は
『
詩
』
小
雅
・
賓
之
初
筵
「
錫
爾
純

嘏
【
爾
に
純
い
な
る
嘏さ

ち

を
錫
ふ
】」
の
鄭
箋
「
純
、
大
也
」
の
訓
を
採
る
。
純
祐

と
は
大
い
な
る
佑
助
・
加
護
の
意
で
あ
る
。「
通

（
祿
）」
の
通
は
『
說
文
』
二

下
辵
部
に
「
通
、達
也
」
と
あ
り
無
窮
の
意
、祿
は
、『
說
文
』
一
上
示
部
に
「
祿
、

福
也
」
と
あ
り
、
通
祿
で
限
り
な
い
幸
の
こ
と
。「

（
靈
）
冬
（
終
）」
の
靈
は

令
に
通
じ
、『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
令
、
善
也
」
と
あ
り
、
靈
終
と
は
よ
き
終
わ
り
、

全
う
な
死
の
意
。

뎾
繹
（
畯
）
臣
天
子
。
子
孫
좲
永
寶
用

（
享
）。

「
繹
（
畯
）」
は
文
獻
で
は
駿
に
作
り
、『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
駿
、長
也
」
と
あ
る
。

「
畯
臣
天
子
」
と
は
「
な
が
く
天
子
に
臣
た
ら
ん
」
の
意
で
あ
る
。

訓
讀뎾

曰
く
、
丕
顯
な
る
朕
が
皇
高
祖
單
公
、
桓
桓
と
し
て
、
克
く
厥
の
德
を
明
愼

し
、
文
王
・
武
王
を
夾
詔
し
、
殷
を
撻う

ち
、
天
の
魯
命
を
膺よ

う
じ
ゅ受

し
、
四
方
を
匍
有

重



뎾
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し
、
竝
び
に
厥
の
勤
め
る
疆
土
に
宅お

り
、
用
て
上
帝
に
配
す
。

빀こ
こ

に
朕
が
皇
高
祖
公
叔
、
克
く
成
王
を
뎾
匹
し
、
授
け
ら
れ
し
大
命
を
成
し
、

方ひ
ろ

く
不
享
を
逖と

お

ざ
け
、
用
て
四
國
・
萬
邦
を
奠
む
。

빀
に
朕
が
皇
高
祖
新
室
仲
、
克
く
厥
の
心
を
幽
明
に
し
、
遠
き
を
柔や

わ

ら
げ
邇ち

か

き

を
能
ん
じ
、
康
王
を
會
詔
し
、
方
く
不
廷
を
懷
け
し
む
。

빀
に
朕
が
皇
高
祖
惠
仲

父
、
和
を
政
に
盭い

た

し
、
猷
に
成
有
り
、
用
て
昭
王
・

穆
王
を
會た

す

け
、
四
方
を
剿
征
し
、
楚
荊
を
撲
伐
す
。

빀
に
朕
が
皇
高
祖
零
伯
、
厥
の
心
を
炎
明
に
し
、﹇
厥
の
﹈
服
を
惰お

ろ
そか

に
せ
ず
、

用
て
共
王
・
懿
王
に
辟つ

か

ふ
。

빀
に
朕
が
皇
亞
祖
懿
仲
、

い
に
諫
諫
と
し
て
、
克
く
厥
の
辟き

み

た
る
孝
王
・
夷

王
を
匍
保
し
、
周
邦
に
成
有
り
。

빀
に
朕
が
皇
考
共
叔
、
穆
穆
翼
翼
と
し
て
、
政
を
和
順
に
し
、
德
を
明
齊
に
し
、

厲
王
に
享
辟
す
。

뎾
、
肇は

じ

め
て
朕
が
皇
祖
考
の
服
を
씘つ

ぎ
、
夙
夕
を
虔
み
朕
が
死
事
を
敬
む
。
甥ゆ

え

に
天
子
、
多
く
뎾
に
休
を
賜
ふ
。
天
子
其
れ
萬
年
無
疆
、
耆き

黃

ま
で
、
周
邦
を

保
奠
し
、
四
方
を
諫
乂
せ
ん
こ
と
を
。

王
、
若

か
く
の
ご
とく

曰
く
、
뎾
よ
、
丕
顯
な
る
文
武
、
大
命
を
膺
受
し
、
四
方
を
匍
有

し
て
よ
り
、則
ち
볏も

と

唯こ

れ
乃な

ん
じの

先
聖
祖
考
、先
王
を
夾
詔
し
、大
命
に
勳
勤
す
。
今
、

余
唯
れ
乃
の
先
聖
祖
考
を
經お

も

ひ
、
乃
の
命
を
申
就
し
、
汝
に
命
じ
て
榮
兌
を
疋
け
、

四
方
の
虞
・
林
を
빨
司
せ
し
む
。
宮
御
に
用
ひ
よ
。
汝
に
赤
巿ふ

つ

・
幽
黃
・
攸
勒
を

賜
ふ
、
と
。

뎾
、
敢
て
天
子
の
丕
顯
な
る
魯
休
に
對
し
揚
し
、
用
て
朕
が
皇
祖
考
の
寶
깻
盤

を
作
る
。
用
て
前
文
人
に
追つ

い

享き
ょ
う
こ
う

孝
せ
ん
。
前
文
人
、
嚴
と
し
て
上
に
在
り
、
翼
と

し
て
﹇
下
に
﹈
在
り
、
惇ほ

う

惇ほ
う

뽃は
く﹇

뽃は
く

﹈
と
し
て
、
뎾
に
魯よ

き
多
福
・
眉
壽
・
綽

し
ゃ
く
わ
ん綰

を
降
さ
ん
。
余
に
康
랝
・
純
祐
・
通
祿
・
永
命
・
靈
終
を
授
け
ん
。
뎾
、
畯な

が

く
天

子
に
臣
た
ら
ん
。
子
孫
孫
、
永
く
寶
用
し
享
せ
よ
。

現
代
語
譯

뎾
が
言
う
。
大
い
に
輝
か
し
き
わ
が
皇
高
祖
單
公
は
武
威
猛
々
し
く
、
か
つ
そ

の
德
を
よ
く
明
察
し
て
愼
み
、
文
王
・
武
王
を
輔
弼
し
て
殷
を
討
伐
し
、﹇
文
王
・

武
王
が
﹈
天
の
嘉
き
命
を
受
け
、
四
方
を
廣
く
保
有
し
、
竝
び
に
﹇
兩
王
が
﹈
勤

め
勵
ん
で
得
た
領
土
に
身
を
置
き
、
上
帝
の
命
に
か
な
う
﹇
こ
と
が
で
き
る
よ
う

盡
力
し
た
﹈。

わ
が
皇
高
祖
公
叔
に
お
い
て
は
、
よ
く
成
王
を
輔
弼
し
、﹇
成
王
が
天
か
ら
﹈

授
け
ら
れ
た
大
命
を
成
就
さ
せ
、來
王
進
獻
し
な
い
方
國
を
も
れ
な
く
追
い
拂
い
、

四
國
・
萬
邦
を
定
め
た
。

わ
が
皇
高
祖
新
室
仲
に
お
い
て
は
、
よ
く
そ
の
心
を
包
み
隱
さ
ず
開
き
、
遠
方

お
よ
び
近
鄰
を
安
撫
し
、
康
王
を
輔
弼
し
て
、
來
朝
臣
從
し
な
い
方
國
を
も
れ
な

く
懷
柔
し
た
。

わ
が
皇
高
祖
惠
仲

父
に
お
い
て
は
、
國
政
に
平
穩
を
も
た
ら
し
、
國
策
に
成

績
を
殘
し
、
昭
王
・
穆
王
を
輔
弼
し
、
四
方
を
掃
討
し
、
楚
荊
を
討
伐
し
た
。

わ
が
皇
高
祖
零
伯
に
お
い
て
は
、
そ
の
心
を
包
み
隱
さ
ず
開
き
、
職
務
を
あ
だ

疎
か
に
せ
ず
、
共
王
・
懿
王
に
仕
え
た
。

わ
が
皇
亞
祖
懿
仲
に
お
い
て
は
、
そ
の
胸
懷
を
深
く
廣
く
し
、
そ
の
君
た
る
孝

王
・
夷
王
を
よ
く
輔
弼
し
、
周
邦
﹇
の
安
寧
﹈
に
成
果
を
有
し
た
。

わ
が
皇
考
共
叔
に
お
い
て
は
、
恭
敬
嚴
肅
な
態
度
を
と
っ
て
、
國
政
を
平
隱
無
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事
に
し
、
德
を
明
ら
か
に
且
つ
正
し
く
し
、
獻
身
し
て
厲
王
に
仕
え
た
。

わ
た
く
し
뎾
は
﹇
今
﹈
初
め
て
わ
が
皇
祖
考
の
職
務
を
繼
ぎ
、
朝
早
く
か
ら
夜

遲
く
に
至
る
ま
で
自
分
の
職
事
に
勤
め
勵
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
天
子
は
、
わ
た

く
し
뎾
に
多
く
の
賜
物
を
お
與
え
く
だ
さ
っ
た
。
天
子
に
お
か
れ
て
は
、
願
わ
く

ば
萬
年
盡
き
果
て
る
こ
と
な
く
、
長
壽
に
至
る
ま
で
周
邦
を
保
ち
安
ん
じ
、
四
方

を
正
し
治
め
た
ま
わ
ん
こ
と
を
。

王
が
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。「
뎾
よ
、大
い
に
輝
か
し
き
文
王
・
武
王
が
﹇
天

の
﹈
大
命
を
受
け
て
四
方
を
廣
く
保
有
し
て
以
來
、
汝
の
先
聖
祖
考
は
先
王
を
輔

弼
し
、﹇
天
の
﹈
大
命
に
か
な
う
よ
う
勤
め
勵
ん
だ
。
今
、
余
は
汝
の
先
聖
祖
考

を
追
想
し
、
汝
に
對
す
る
命
を
重
ね
、
汝
に
命
じ
て
榮
兌
を
補
佐
し
、
四
方
の
山

林
沼
澤
の
產
物
を
管
掌
す
る
官
を
兼
司
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。﹇
そ
の
產
物
は
﹈

王
宮
の
用
に
供
せ
よ
。
汝
に
朱
色
の
膝
掛
け
、
暗
黑
色
の
佩
玉
、
銅
飾
を
施
し
た

く
つ
わ
を
賜
う
」
と
。

わ
た
く
し
뎾
は
、
敢
え
て
天
子
の
大
い
に
輝
か
し
く
嘉
き
賜
物
に
應
え
て
﹇
そ

の
恩
寵
を
﹈
稱
揚
し
、わ
が
皇
祖
考
の
宗
廟
に
供
え
る
寶
盤
を
作
る
こ
と
と
す
る
。

﹇
こ
の
盤
を
﹈
用
い
て
前
文
人
の
靈
を
慕
っ
て
﹇
怠
り
な
く
﹈
祭
ろ
う
。
前
文
人

は
威
嚴
か
に
天
上
界
に
在
し
、
恭
敬
み
て
こ
の
人
間
界
に
在
し
、﹇
そ
の
神
氣
は
﹈

廣
く
滿
ち
わ
た
り
、
わ
た
く
し
뎾
に
嘉
き
多
福
、
長
壽
、
永
年
を
降
さ
れ
よ
う
。

わ
た
く
し
に
安
樂
、
大
い
な
る
ご
加
護
、
限
り
な
き
幸
、
永
き
命
、
全
き
死
を
授

け
ら
れ
よ
う
。
わ
た
く
し
뎾
は
、
永
く
天
子
に
臣
下
と
し
て
お
仕
え
し
よ
う
。
子

孫
た
ち
よ
、﹇
こ
の
盤
を
﹈
永
久
に
寶
器
と
し
て
用
い
祭
れ
。

參
考

（
一
）
뎾
の
先
祖
考
に
つ
い
て

一
、
單
公

西
周
早
期
と
さ
れ
る
叔
方
鼎
（
集
成2270

）
に
は
「
叔
作
單
公
寶
깻
彝
【
叔
、

單
公
の
寶
깻
彝
を
作
る
】」
と
あ
り
、
⑦
李
學
勤
は
二
世
の
公
叔
が
父
の
單
公
を

祭
祀
す
る
た
め
に
作
っ
た
器
と
す
る
。
④
李
零
、
⑫
董
珊
、
㉕
田
率
も
同
じ
。
可

能
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
十
分
な
證
據
が
な
い
。

單
は
⑩
王
輝
に
よ
れ
ば
뎾
一
族
の
封
地
で
あ
り
、﹇
封
地
を
氏
と
し
た
﹈
單
氏

一
族
は
兩
周
時
代
に
お
い
て
非
常
に
顯
赫
で
、
そ
の
封
君
お
よ
び
族
人
は
し
ば
し

ば
金
文
や
典
籍
に
見
え
る
と
す
る
。

表一　뎾盤銘に記された周王の世系と
　　　뎾とその先祖考の世系の對應表
周王の世系 뎾とその先祖考の世系

文王
單公（皇高祖）

武王
成王 公叔（皇高祖）
康王 新室仲（皇高祖）
昭王

惠仲 父（皇高祖）
穆王
共王

零伯（皇高祖）
懿王
孝王

懿仲（皇亞祖）
夷王
厲王 共叔（皇考）

［宣］王 뎾



뎾
盤

一
一
〇

單
氏
の
始
封
に
つ
い
て
、
林
寶
『
元
和
姓
纂
』
卷
四
に
は
「
周
成
王
封
少
子
臻

于
單
邑
、
爲
甸
內
侯
、
因
氏
焉
、
襄
公
・
穆
公
・
靖
公
、
二
十
餘
代
爲
周
卿
士
【
周

成
王
、
少
子
臻
を
單
邑
に
封
じ
、
甸
內
侯
と
爲
す
、
因
り
て
氏
と
す
、
襄
公
・
穆

公
・
靖
公
よ
り
二
十
餘
代
、
周
の
卿
士
と
爲
る
】」
と
言
う
。
羅
泌
『
路
史
』
で

は
成
王
が
幼
子
臻
を
單
に
封
じ
た
と
し
、
鄭
樵
『
通
志
』
氏
族
略
第
三
で
は
「
單

氏
、
周
室
卿
大
夫
、
成
王
封
蔑
于
單
邑
、
故
爲
單
氏
【
單
氏
は
周
室
の
卿
大
夫
た

り
、
成
王
、
蔑
を
單
邑
に
封
ず
、
故
に
單
を
氏
と
爲
す
】」
と
言
う
。
し
か
し
、

本
盤
の
銘
文
か
ら
見
れ
ば
、
文
王
・
武
王
を
輔
弼
し
た
の
は
單
公
で
あ
る
か
ら
、

單
公
の
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
、
す
で
に
單
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
從
っ
て
、
始
封
は
成
王
時
で
は
な
い
。
單
氏
の
封
地
に
つ
い
て
は
、
始
封

が
陝
西
省
眉
縣
楊
家
村
一
帶
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
第
四
世
の
惠

仲

父
の
作
器
と
考
え
ら
れ
る

諸
器
（
後
述
）
は
楊
家
村
の
東
鄰
に
あ
る
李
家

村
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
遲
く
と
も
惠
仲

父
が
輔
弼
し
た
昭
王
・
穆
王
の
こ
ろ

に
は
、
單
氏
一
族
は
こ
の
邊
り
を
封
地
と
し
居
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
⑳
周

曉
陸
は
『
集
韻
』
寒
韻
に
「
單
、闕
。
姓
也
。
鄭
有
櫟
邑
大
夫
單
伯
、同
作
檀
【
單

は
闕
。
姓
な
り
。
鄭
に
櫟
邑
の
大
夫
單
伯
有
り
、
檀
に
作
る
に
同
じ
】」
と
言
う

の
を
根
據
に
、
鄭
と
櫟
邑
は
ど
ち
ら
も
陝
西
關
中
地
區
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
單
氏

が
陝
西
關
中
地
區
の
舊
民
で
、
そ
こ
に
居
住
し
は
じ
め
た
の
は
先
周
時
代
に
遡
る

か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
先
周
期
な
い
し
西
周
初
期
よ
り
陝
西
關

中
に
所
領
を
有
し
た
雄
族
に
し
て
世
族
と
解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

西
周
金
文
に
は
先
の
單
公
を
記
し
た
叔
方
鼎
の
ほ
か
、
單
伯
を
記
し
た
器
銘
が

次
に
揭
げ
る
よ
う
に
數
件
あ
る
。

　

Ⅰ
單
伯
恵
生
鐘
（
集
成82

、
通
釋132

）

　
　
「  

單
伯
恵
生
曰
、
丕
顯
皇
祖
剌
考
、
뎾
匹
先
王
、
勳
勤
大
命
。」【
單
伯
恵

生
曰
く
、
丕
顯
な
る
皇
祖
剌
考
、
先
王
を
뎾
匹
し
、
大
命
に
勳
勤
す
。】

　

Ⅱ
揚
簋
（
集
成4294

・4295

、
通
釋131

）

　
　
「  

司
徒
單
伯
內
右
揚
、
王
呼
內
史
史
光
册
命
揚
。」【
司
徒
單
伯
、
內い

り
て

揚
を
右た

す

け
、
王
、
內
史
史
光
を
呼
び
て
揚
に
册
命
せ
し
む
。】

　

Ⅲ
裘
衞

（
集
成9456

、
通
釋
補11

）

　
　
「  

裘
衞
廼
彘
告
于
伯
邑
父
・
榮
伯
・
定
伯
・
땜
伯
・
單
伯
、
伯
邑
父
・
榮

伯
・
定
伯
・
땜
伯
・
單
伯
廼
命
參
有
司
、
司
土
뛩
邑
・
司
馬
單
롛
・
司

工
邑
人
服
、
潼
受
田
豳
・
嫖
。」【
裘
衞
廼す

な
わち

彘つ
つ
しん

で
伯
邑
父
・
榮
伯
・

定
伯
・
땜
伯
・
單
伯
に
告
ぐ
。
伯
邑
父
・
榮
伯
・
定
伯
・
땜
伯
・
單
伯

廼
ち
參
有
司
、
司
土
뛩
邑
・
司
馬
單
롛
・
司
工
邑
人
服
に
命
じ
て
、
田

を
豳
・
嫖
に
受
く
る
に
潼お

よ

ば
し
む
。】

Ⅰ
で
は
本
盤
の
뎾
の
祖
考
と
同
樣
、
單
伯
の
祖
考
が
先
王
を
輔
弼
し
て
天
命
に

か
な
う
よ
う
勤
め
勵
ん
で
お
り
、
Ⅱ
で
は
司
徒
の
官
に
お
り
册
命
に
際
し
て
右
者

と
な
っ
て
お
り
、
Ⅲ
で
は
裘
衞
か
ら
の
告
訴
を
受
け
、
同
族
で
あ
ろ
う
司
馬
單
롛

ら
に
命
じ
て
訴
訟
を
處
理
（
賠
償
を
執
行
）
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
單

伯
と
そ
の
一
族
が
代
々
西
周
王
朝
の
高
位
高
官
に
あ
り
、
顯
赫
た
る
こ
と
群
を
拔

く
宗
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
㉕
田
率
は
『
考
古
圖
』﹇
卷
四
﹈
の
單
伯
罍
を
擧
げ
、
そ
の
銘
文
を
「
單

伯
作
寶
깻
彝
」
と
讀
ん
で
、
器
形
や
銘
文
か
ら
見
れ
ば
西
周
早
期
の
器
と
し
、
こ

の
單
伯
は
單
公
の
長
子
で
公
叔
の
兄
だ
と
解
す
る
が
、
第
一
字
が
單
で
あ
る
と
は

思
え
な
い
し
、
撰
者
の
呂
大
臨
自
身
も
「
或
云
爲
品
字
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、

擧
例
し
て
論
說
す
べ
き
で
は
な
い
。
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二
號

一
一
一

東
周
の
單
伯
お
よ
び
單
を
冠
す
る
人
物
は
周
王
の
卿
士
と
し
て
『
春
秋
』
經
傳

に
見
え
、
以
下
、
⑩
王
輝
の
擧
例
を
參
考
に
し
て
述
べ
る
。

單
伯
は
、『
春
秋
』
莊
公
十
四
年
の
「
夏
、單
伯
會
伐
宋
公
。
冬
、單
伯
會
齊
侯
・

宋
公
・
衞
侯
・
鄭
伯
于

【
夏
、單
伯
會
し
て
宋
公
を
伐
つ
。
冬
、單
伯
、齊
侯
・

宋
公
・
衞
侯
・
鄭
伯
に

に
會
す
】」、『
左
傳
』
文
公
十
四
年
の
「
冬
、
單
伯
如

齊
請
子
叔
姬
【
冬
、
單
伯
、
齊
に
如
き
て
子
叔
姬
（
齊
昭
侯
妃
）
を
請
ふ
】」
と

い
う
二
つ
の
記
事
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
兩
單
伯
は
六
七
年
離
れ
て
い
る
の
で
同

一
人
物
で
は
な
い
。
ま
た
、單
伯
の
ほ
か
單
子
す
な
わ
ち
單
穆
公
が
い
る
。『
春
秋
』

昭
公
二
十
二
年
に
は
「
劉
子
・
單
子
以
王
猛
居
于
皇
。
秋
、
劉
子
・
單
子
以
王
猛

入
于
王
城
【
劉
子
・
單
子
、
王
猛
を
以
ゐ
て
皇
に
居
る
。
秋
、
劉
子
・
單
子
、
王

猛
を
以
ゐ
て
王
城
に
入
る
】」、『
左
傳
』
昭
公
二
十
二
年
「
劉
獻
公
之
庶
子
伯
蚠

事
單
穆
公
…
【
劉
獻
公
の
庶
子
伯
蚠
、
單
穆
公
に
事
へ
…
】」
と
あ
り
、
景
王
の

死
後
に
王
位
を
狙
う
王
子
朝
が
起
こ
し
た
反
亂
に
際
し
て
、
單
穆
公
（
單
旗
）
は

劉
氏
の
伯
蚠
（
劉
摯
）
と
と
も
に
王
猛
（
王
子
猛
す
な
わ
ち
悼
王
の
こ
と
）
の
卽

位
を
實
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
人
物
で
、
王
室
に
近
し
か
っ
た
顯
族
だ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
單
襄
公
（『
左
傳
』
成
公
元
年
・
二
年
・
十
一
年
・

十
六
年
・
十
七
年
）・
單
頃
公
（『
左
傳
』
襄
公
三
年
）・
單
成
公
（『
左
傳
』
昭
公

十
一
年
）・
單
武
公
（
單
穆
公
の
子
、『
左
傳
』
定
公
七
年
）
が
い
る
。
東
周
の
單

の
封
地
は
河
南
孟
津
に
あ
っ
た
と
す
る
說
が
存
す
る
が
、
東
周
の
單
氏
が
西
周
か

ら
連
續
し
て
い
る
世
族
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
周
王
室
の
東
遷
に
從
っ
て
遷
徙
し

た
可
能
性
を
想
定
で
き
る
。

二
、
公
叔

「
一
、
單
公
」
で
擧
げ
た
叔
方
鼎
を
參
照
。
ま
た
、
④
李
零
は
賢
簋
（
集
成

4104-4106

）
と
恆
簋
（
集
成4199

・4120

）
に
見
え
る
公
叔
と
同
一
人
物
で
、

恆
を
公
叔
の
子
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
前
者
に
「
公
弔
初
見
于
衞
、
賢
從

【
公
叔
、
衞
に
初
見
せ
し
と
き
、
賢
、
從
ふ
】」
と
言
い
、
後
者
に
「
恆
…
用
乍
文

考
公
叔
寶
렉
【
恆
…
用
て
文
考
公
叔
の
寶
렉
を
作
る
】」
と
言
う
が
、
い
ず
れ
も

本
盤
に
見
え
る
公
叔
と
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
確
證
が
な
く
わ
か
ら
な
い
。

三
、
新
室
仲

前
揭
し
た
李
家
村
の
窖
藏
か
ら
出
土
し
た

駒
尊
（
集
成6011

、
通
釋102

）

に
は
「
余
用
作
朕
文
考
大
仲
寶
깻
彝
【
余
（
＝

）
用
て
朕
が
文
考
大
仲
の
寶
깻

彝
を
作
る
】」
と
あ
り
、

す
な
わ
ち
第
四
世
の
惠
仲

父
が
亡
父
た
る
第
三
世

の
大
仲
す
な
わ
ち
新
室
仲
を
祭
る
た
め
に
作
っ
た
器
と
考
え
ら
れ
る
。

「
新
室
」
に
つ
い
て
、
⑩
王
輝
は
新
し
い
家
室
だ
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
す
る
。

　

  

室
は
住
居
で
も
あ
る
が
、
ま
た
住
居
に
屬
す
る
財
產
・
土
地
・
奴
隸
な
ど
も

ふ
く
む
。『
左
傳
』
成
公
七
年
に
「
子
重
・
子
反
殺
巫
臣
之
族
子
閻
・
子
蕩

及
淸
尹
弗
忌
及
襄
老
之
子
黑
要
而
分
其
室【
子
重
・
子
反
、巫
臣
の
族
子
閻
・

子
蕩
及
び
淸
尹
弗
忌
及
び
襄
老
の
子
黑
要
を
殺
し
て
そ
の
室
を
分
か
つ
】」、

『
國
語
』
楚
語
上
に
「
燮
及
儀
父
施
二
帥
而
分
其
室
【
燮
及
び
儀
父
、﹇
罪
を
﹈

二
帥
に
施
し
て
そ
の
室
を
分
か
つ
】」と
言
い
、﹇
後
者
の
﹈韋
昭
注
に
は「
室
、

家
資
也
」
と
あ
る
。
侯
馬
盟
書
に
し
ば
し
ば
見
え
る
「
內
（
納
）
室
【
室
を

納
め
る
】」
と
は
、
す
な
わ
ち
家
財
（
奴
隸
を
ふ
く
む
）
を
進
納
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。ひ
い
て
は
、王
朝
お
よ
び
諸
侯
の
封
地
を
室
と
稱
す
る
。『
尚

書
』
康
王
之
誥
に
「
雖
爾
身
在
外
、
乃
心
罔
不
在
王
室
【
爾
の
身
、
外
に
在

り
と
雖
も
、
乃
の
心
、
王
室
に
在
ら
ざ
る
は
な
し
】」、『
三
國
志
』
蜀
志
・

諸
葛
亮
傳
に
「
…
…
漢
室
可
興
矣
【
…
…
漢
室
興
る
べ
し
】」、『
漢
書
』
律



뎾
盤

一
一
二

曆
志
下
に
「
王
儔
居
攝
、
盜
襲
帝
位
、
竊
號
曰
新
室
【
王
儔
、
攝
に
居
り
、

帝
位
を
盜
襲
し
、號
を
竊
み
て
新
室
と
曰
ふ
】」
と
言
う
。
大
仲
﹇（
新
室
仲
）﹈

は
姬
周
族
の
枝
分
か
れ
か
も
し
れ
な
い
。『
姓
纂
』
は
單
の
始
祖
が
周
成
王

の
少
子
だ
と
言
う
が
、
そ
れ
が
た
と
え
正
し
く
な
い
と
し
て
も
、
單
と
周
と

は
確
か
に
同
宗
で
あ
る
。

駒
尊
に
「
王
弗
望
（
忘
）

（
厥
）
舊
宗
小
子

【
王
、
そ
の
舊
の
宗
小
子
を
忘
れ
ず
】」
と
あ
﹇
り
、
新
室
仲
の
子
で
あ
る

が
「
王
は
そ
の
舊
の
宗
小
子
の
こ
と
を
忘
れ
ず
」
と
言
っ
て
い
﹈
る
か
ら
で

あ
る
﹇（
筆
者
注
、こ
れ
に
つ
い
て
は
次
項
「
四
、惠
仲

父
」
で
觸
れ
る
）﹈。

『
國
語
』
周
語
中
に
は
單
子
﹇（
單
襄
公
・
單
朝
）﹈
が
周
定
王
に
「
今
雖
朝

也
不
才
、有
分
族
于
周
【
今
、朝
や
不
才
と
雖
も
、周
に
分
族
有
り
】」
と
言
っ

た
と
あ
り
、
韋
昭
は
「
朝
、
單
子
之
名
也
、
有
分
族
、
王
之
族
親
也
」
と
注

し
て
い
る
。

㉕
田
率
も
同
樣
の
解
釋
で
、
次
に
擧
げ
る
通
り
。

　

  ﹇
新
室
仲
に
は
﹈
そ
の
字
「
仲
」
か
ら
伯
兄
が
い
た
は
ず
だ
と
わ
か
る
。
新

室
の
義
は
思
う
に
側
室
か
ら
來
て
い
る
。『
左
傳
』
桓
公
二
年
に
「
故
天
子

建
國
、
諸
侯
建
家
、
卿
置
側
室
、
大
夫
有
貳
宗
、
士
有
隸
子
弟
【
故
に
天
子

は
國
を
建
て
、
諸
侯
は
家
を
建
て
、
卿
は
側
室
を
置
き
、
大
夫
に
は
貳
宗
有

り
、
士
に
は
隸
子
弟
有
り
】」
と
、
襄
公
十
四
年
に
「
是
故
天
子
有
公
、
諸

侯
有
卿
、
卿
置
側
室
、
大
夫
有
貳
宗
【
是
の
故
に
天
子
に
は
公
有
り
、
諸
侯

に
は
卿
有
り
、
卿
は
側
室
を
置
き
、
大
夫
に
は
貳
宗
有
り
】」
と
言
い
、
側

室
と
は
大
宗
の
家
か
ら
分
か
れ
た
小
宗
の
こ
と
で
、
新
し
い
家
族
組
織
を
立

て
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。（
中
略
） 

そ
の
子
で
あ
る
惠
仲

父
が
作
っ
た

駒
尊
（
集
成6011

）
の
銘
文
に
「
文
考
大
仲
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大

仲
は
新
室
仲
の
字
で
、
新
室
仲
は
單
氏
の
大
宗
家
族
の
な
か
か
ら
離
脱
し
、

分
か
れ
て
族
を
立
て
た
こ
と
が
わ
か
る
。

兩
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
新
室
は
新
し
い
家
室
の
意
で
、
仲
が
大
宗
か
ら
分

族
し
た
と
い
う
可
能
性
が
十
分
あ
り
う
る
。

な
お
④
李
零
は
、一
九
七
二
年
に
本
盤
と
同
じ
楊
家
村
か
ら
出
土
し
た
롛
鼎（
集

成2704

）
が
一
般
的
に
は
康
王
期
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作

器
者
で
あ
る
롛
を
新
室
仲
と
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
の
と
こ
ろ
確
た
る

證
據
は
な
く
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
、
惠
仲

父

一
九
五
五
年
（
あ
る
い
は
一
九
五
六
年
と
も
）
に
本
盤
窖
藏
か
ら
二
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
李
家
村
の
窖
藏
か
ら
出
土
し
た

方
尊
と

駒
尊
の
作
器

者
「

」
は
、
諸
家
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
惠
仲

父
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以

下
に
兩
銘
を
揭
げ
て
お
く
。

Ⅳ

方
尊
（
集
成6013

、
通
釋101

）

　

  

唯
八
月
初
吉
、
王
各
于
周
廟
。
穆
公
右

、
立
于
中
廷
、
北
飮
。
王
册
令
尹
。

易

赤
巿
・
幽
亢
・
攸
勒
。
曰
、用
랡
六
穎
、王
行
參
有
랡
、
랡
土
・
랡
馬
・

랡
工
。
王
令

曰
、
빨
랡
六
穎
潼
八
穎
륦
。

拜
뻪
首
、
敢
對
륬
王
休
、
用

乍
朕
文
且
먂
公
寶
깼
彝
。

曰
、
天
子
不
叚
不
其
、
萬
年
保
我
萬
邦
。

敢

拜
뻪
首
曰
、
剌
좲
朕
身
、
돆
朕
先
寶
事
。

　
  【

唯
れ
八
月
初
吉
、
王
、
周
廟
に
格
る
。
穆
公
、
を
右
け
、
中
廷
に
立
ち
て
、

北
嚮
す
。
王
、
尹
に
册
命
せ
し
む
。

に
赤
巿
・
幽
亢
・
攸
勒
を
賜
ふ
。
曰

く
、
用
て
六
穎
（
師
）
を
司
れ
、
と
。
王
、
參
有
司
、﹇
す
な
わ
ち
﹈ 

司
土
・

司
馬
・
司
工
を
行め

ぐ

る
。
王
、

に
命
じ
て
曰
く
、
六
穎
（
師
）
お
よ
び
八
穎



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

一
一
三

（
師
）
の
륦
（
璽
）
を
빨
司
せ
よ
、
と
。

、
拜
稽
首
し
、
敢
て
王
の
休
に

對
揚
し
、
用
て
朕
が
文
祖
먂
公
の
寶
깻
彝
を
作
る
。

曰
く
、
天
子
、
丕
嘏

丕
期
に
し
て
、
萬
年
我
が
萬
邦
を
保
た
ん
こ
と
を
、
と
。

、
敢
て
拜
稽
首

し
て
曰
く
、
烈
々
た
る
朕
が
身
、
朕
が
先
の
寶
（
保
）
事
を
更
が
ん
、
と
。】

Ⅴ

駒
尊
（
集
成6011

、
通
釋102

）

　

  

隹
王
十
又
三
月
、
辰
才
甲
申
。
王
初
執
駒
于
덈
。
王
乎
師

、
召

、
王
親

旨

歐
、
易
兩
。
拜
뻪
首
曰
、
王
弗
望

舊
宗
小
子
、

皇

身
。

曰
、

王

下
不
其
、
광
萬
年
保
我
萬
宗
。

曰
、
餘
其
敢
對
륬
天
子
之
休
、
餘
用

乍
朕
文
考
大
中
寶
깼
彝
。

曰
、
其
萬
年
、
世
子
孫
、
永
寶
之
。

　

  【
唯
れ
王
の
十
又
三
月
、
辰
は
甲
申
に
在
り
。
王
、
初
め
て
駒
を
덈
に
執
る
。

王
、
師

を
呼
び
て
、

を
召
さ
し
む
。
王
、
親
ら

に
駒
を
旨い

た

し
、
兩
を

賜
ふ
。
拜
稽
首
し
て
曰
く
、
王
、
厥
の
舊も

と

の
宗
小
子
を
忘
れ
ず
、

の
身
を

熙
皇
し
た
ま
ふ
。

曰
く
、
王
、

下
丕
期
に
し
て
、
則
ち
萬
年
ま
で
我
が

萬
宗
を
保
た
ん
こ
と
を
。

曰
く
、餘
、其
れ
敢
て
天
子
の
休
に
對
揚
し
、餘
、

用
て
朕
が
文
考
大
仲
の
寶
깻
彝
を
作
る
。

曰
く
、
其
れ
萬
年
ま
で
、
世
子

孫
、
永
く
こ
れ
を
寶
と
せ
よ
。】

Ⅳ
は

が
文
祖
먂
公
を
祭
る
た
め
に
作
っ
た
器
で
、
먂
公
と
は
第
一
世
單
公
の

諡
號
の
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
單
公
と
同
一
輩
行
の
別
人
の
可
能
性
も
あ
る
し
、
あ

る
い
は
單
公
よ
り
何
代
か
遡
る
祖
の
可
能
性
も
あ
り
、
特
定
は
で
き
な
い
。
Ⅴ
は

が
文
考
大
仲
を
祭
る
た
め
に
作
っ
た
器
で
、
文
考
大
仲
と
は
本
盤
に
現
れ
る
第

三
世
の
新
室
仲
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
述
し
た
。
Ⅴ
で
は
ま
た
、「
王
、
そ
の
舊
の
宗

小
子
を
忘
れ
ず
、

の
身
を
熙
皇
し
（
か
が
や
か
せ
）
た
ま
ふ
」
と
言
う
。
㉕
田

率
（
お
そ
ら
く
⑩
王
輝
も
）
は
宗
小
子
を
大
宗
（
本
宗
）
か
ら
分
か
れ
た
小
宗
か

も
し
れ
な
い
と
し
て
、「
周
王
が
む
か
し
周
王
の
本
宗
か
ら
分
か
れ
た
小
宗
の
こ
と

を
忘
れ
ず
」
と

が
言
っ
て
い
る
と
解
す
る
よ
う
で
、

一
族
は
周
王
と
同
じ
く

姬
姓
の
宗
族
だ
と
み
な
す
。
同
樣
の
見
解
は
こ
れ
よ
り
前
、
す
で
に
木
村
秀
海
が

唱
え
て
い
る
（「
西
周
金
文
に
見
え
る
小
子
に
つ
い
て
」、『
史
林
』
第
六
四
卷
第
六

號
、
史
學
硏
究
會
、
一
九
八
一
年
）。
木
村
は
ま
た
、

が
周
の
中
心
的
軍
團
で
あ

る
六
師
や
そ
の
司
土
・
司
馬
・
司
工
の
參
有
司
（
六
師
の
構
成
員
の
民
政
を
監
督

す
る
官
）
を
司
り
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
軍
團
で
あ
る
八
師
の
軍
事
行
動
に
も
關

係
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
か
ら
、「
こ
の
重
責
か
ら
し
て
も
、

が
王
室
出
自
の
貴

族
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
說
く
（
同
上
、
七
一
頁
）。

五
、
零
伯

共
王
・
懿
王
に
仕
え
た
零
伯
を
、
㉕
田
率
は
共
王
期
と
さ
れ
る
前
引
Ⅲ
裘
衞

に
見
え
る
司
馬
單
롛
だ
と
推
定
し
て
い
る
。
Ⅲ
裘
衞

に
は
單
伯
も
見
え
、
五
人

の
世
族
の
一
人
と
し
て
訴
訟
の
事
を
處
理
し
て
い
る
が
、
同
じ
伯
で
も
本
盤
に
お

い
て
零
伯
は
功
勳
を
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
Ⅲ
裘
衞

は
共
王

三
年
の
器
で
、
共
懿
兩
王
期
に
跨
る
零
伯
で
は
單
伯
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
に

は
あ
ま
り
に
若
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
單
伯
の
下
屬
で
あ
る
司
馬
單

롛
に
比
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
簋
（
集
成4271

）
は
文
考
惠
仲
の
た
め
の
祭
器
で
、
文
考
惠
仲
は

零
伯
の
父
で
あ
る
惠
仲

父
の
可
能
性
が
あ
る
。
銘
文
に
は
「
王
令
同
、
差
右
吳

大
夫
、
랡
昜
・
林
・
吳
・
牧
【
王
、
同
に
命
じ
て
、
虞
大
夫
を
左た

す右
け
、
場
・
林
・

虞
・
牧
を
司
ら
し
む
】」
と
あ
り
、本
盤
で
「
今
余
隹
巠
乃
先
聖
且
考
、
랭

乃
令
、

令
女
疋
롸
兌
빨
랡
四
方
吳
・
떱
【
今
、
余
唯
れ
乃
の
先
聖
祖
考
を
經お

も

ひ
、
乃
の
命

を
申
就
し
、
汝
に
命
じ
て
榮
兌
を
疋
け
四
方
の
虞
・
林
を
빨
司
せ
し
む
】」
と
あ



뎾
盤

一
一
四

る
뎾
の
職
掌
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
職
掌
の
册
命
が
뎾
の
先
祖
と

父
を
追
念
し
重
ね
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
뎾
が
王
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
職
掌
が

先
祖
傳
來
の
も
の
で
世
襲
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
は
㉕
田
率

が
指
摘
す
る
よ
う
に
零
伯
と
同
族
で
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
だ
と
い
う
可
能
性
が

十
分
あ
る
。
ま
た
㉕
田
率
に
よ
れ
ば
、
同
簋
の
器
制
が
西
周
中
葉
よ
り
下
る
も
の

で
は
な
い
と
い
い
、
と
す
れ
ば
、
兩
人
が
と
も
に
共
懿
期
に
活
躍
し
て
い
た
兄
弟

だ
と
い
う
可
能
性
の
加
證
と
な
る
。

④
李
零
は
零
伯
が
同
簋
に
見
え
る
吳
（
虞
）
大
夫
か
も
し
れ
ず
、同
を
吳
（
虞
）

大
夫
す
な
わ
ち
零
伯
の
弟
ら
し
い
と
み
な
す
。
し
か
し
、
同
が
零
伯
と
兄
弟
關
係

に
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
も
の
の
、
零
伯
と
吳
大
夫
を
同
一
人
物
と
み
な
す

證
左
は
い
ま
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ
な
い
。

六
、
懿
仲

第
一
代
の
單
公
か
ら
第
五
世
の
零
伯
ま
で
の
先
祖
は
「
高
祖
」
と
稱
さ
れ
て
い

た
が
、
第
六
世
で
뎾
の
祖
父
に
當
た
る
こ
の
懿
仲
は
「
亞
祖
」
と
稱
さ
れ
區
別
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
史
牆
盤
に
記
さ
れ
る
「
高
祖
」「
烈
祖
」「
乙
祖
」「
亞
祖
祖
辛
」

「
文
考
乙
公
」
と
い
う
史
牆
の
世
系
の
稱
謂
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
亞
は

次
の
意
で
あ
る
（『
爾
雅
』
釋
言
）。

懿
仲
が
輔
弼
し
た
孝
王
・
夷
王
期
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
他
に
懿
仲
の
現
れ
る
器

は
な
い
。
同
時
期
の
關
連
器
と
し
て
、
㉕
田
率
は
「
一
、
單
伯
」
の
項
で
引
用
し

た
Ⅰ
單
伯
恵
生
鐘
と
司
徒
單
伯
の
見
え
る
Ⅱ
揚
簋
を
擧
げ
、
單
伯
恵
生
と
司
徒
單

伯
を
同
一
人
物
と
す
る
郭
沫
若
と
陳
夢
家
の
說
に
從
っ
て
、
單
伯
恵
生
す
な
わ
ち

司
徒
單
伯
を
懿
仲
の
長
兄
と
み
な
し
て
い
る
。

七
、
共
叔

共
叔
の
名
は
、
本
盤
と
同
出
の
四
十
三
年
뎾
鼎
の
ほ
か
、
淸
代
に
出
現
し
た
と

思
わ
れ
る
頌
鼎
（
集
成2827

、
通
釋137

）・
頌
簋
（
集
成4332

〜39

、
通
釋

137

）・
頌
壺
（
集
成9731

、
通
釋137

）
に
も
見
え
る
。
頌
諸
器
は
、
頌
が
皇
考

（
共
）
叔
と
皇
母

（
共
）
始
（
姒
）
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
、
뎾
諸
器
と

器
制
や
銘
文
の
書
風
が
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
時
代
の
も
の
と
考

え
ら
れ
、
⑦
李
學
勤
、
⑳
周
曉
陸
、
㉕
田
率
は
뎾
と
頌
が
同
父
兄
弟
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
④
李
零
も
同
じ
だ
が
、
さ
ら
に
頌
諸
器
に
「
頌
、
令
（
命
）

女
（
汝
）
官
래
（
司
）
成
周
늬
（
貯
）
廿
家
、監
랡
（
司
）
新
닳
（
造
）
늬
（
貯
）、

用
宮
御
【
頌
よ
、
汝
に
命
じ
て
成
周
の
貯
廿
家
を
官
司
せ
し
め
、
新
造
の
貯
を
監

司
せ
し
む
、
宮
御
に
用
ひ
よ
】」
と
言
い
、
本
盤
に
「
用
宮
御
」
と
あ
る
の
と
同

じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
頌
は
成
周
の
貯
（
屯
倉
す
な
わ
ち
租
稅
集
積

所
）
を
司
り
、
ま
た
新
た
に
貯
を
造
營
す
る
事
業
を
監
督
す
る
こ
と
を
王
か
ら
册

命
さ
れ
て
お
り
、
貯
に
集
積
さ
れ
た
租
稅
を
王
宮
の
用
に
供
す
る
職
務
に
任
ぜ
ら

れ
て
い
る
。
四
方
の
山
林
藪
澤
の
生
產
を
司
り
、
そ
の
生
產
物
を
王
宮
の
用
に
供

す
る
職
務
を
擔
當
し
た
뎾
と
と
も
に
、
こ
の
こ
ろ
單
氏
は
王
室
財
政
に
關
わ
る
重

要
な
職
掌
を
王
か
ら
任
さ
れ
た
顯
族
で
、
單
氏
が
も
と
も
と
周
王
と
大
宗
と
す
る

小
宗
、
つ
ま
り
周
王
室
か
ら
分
家
し
た
姬
姓
族
だ
っ
た
と
み
な
す
一
證
に
加
え
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

㉕
田
率
は
ま
た
、
陳
夢
家
が
單
伯
씗
父
鬲
（
集
成737

、
集
成
は
春
秋
早
期
と

す
る
）
の
單
伯
씗
父
を
單
伯
恵
生
の
子
だ
と
す
る
說
（『
西
周
銅
器
斷
代
』、
中
華

書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
五
頁
）
を
引
い
て
、
單
伯
씗
父
が
共
叔
と
同
輩
の
伯

兄
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
四
世
の
惠
仲

父
か
ら
第
七
世
の
共
叔
ま
で
、
伯
・
仲
・
叔
と
い
っ
た
兄
弟
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第
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一
一
五

順
を
示
す
稱
謂
に
冠
せ
ら
れ
た
「
惠
」「
零
（
靈
）」「
懿
」「
共
（
恭
）」
は
、
④

李
零
が
指
摘
す
る
よ
う
に
諡
法
の
用
字
で
あ
る
か
ら
諡
號
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
뎾
に
つ
い
て

⑦
李
學
勤
は
本
盤
を
ふ
く
め
た
窖
藏
諸
器
の
造
型
・
紋
飾
の
風
格
が
一
致
す
る

こ
と
か
ら
、
同
出
の
單
叔
鬲
・
單
五
父
方
壺
・
叔
五
父

が
同
一
時
期
の
製
作
に

か
か
り
、
作
器
者
の
單
叔
・
單
五
父
・
叔
五
父
が
뎾
と
同
一
人
物
で
、
뎾
（
佐
）

は
參
伍
（
入
り
交
じ
る
）
と
訓
ず
る
伍
と
そ
の
意
味
が
近
い
と
し
て
、
名
と
字
は

對
待
す
る
ゆ
え
、
뎾
（
佐
）
を
名
、
叔
五
（
伍
）
父
を
字
と
解
し
て
い
る
。
④
李

零
も
뎾
を
逑
と
釋
し
匹
配
の
意
と
解
す
る
と
い
う
ち
が
い
は
あ
る
が
、
彼
の
字
が

單
叔
・
單
五
父
・
叔
五
父
で
、
逑
と
五
（
伍
）
の
名
字
對
待
と
捉
え
て
同
一
人
物

だ
と
す
る
。
ま
た
⑦
李
學
勤
に
よ
れ
ば
、
叔
五
父
の
名
は
作
器
者
と
し
て
他
に
叔

五
父
盤
（
集
成10107

）
に
も
見
え
、
附
耳
が
あ
り
器
腹
に
竊
曲
紋
を
飾
る
器
制

か
ら
、
先
の
異
名
諸
人
と
同
一
人
物
の
作
だ
と
い
う
。
し
か
し
佐
お
よ
び
逑
と
伍

の
名
字
對
待
は
牽
強
の
嫌
い
あ
る
を
免
れ
ず
、
單
叔
・
單
五
父
・
叔
五
父
が
뎾
と

同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
確
實
な
證
據
に
は

け
る
と
思
う
。

以
上
の
뎾
一
族
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
㉖
松
井
嘉
德
の
よ
う
に
、
單
一
族
の
動

向
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
は
뎾
の
二
代
前
の
皇
亞
祖
懿
仲
、
あ
る
い
は
三
代
前

の
皇
高
祖
零
伯
あ
た
り
で
し
か
な
い
こ
と
、
皇
高
祖
が
五
人
も
存
在
す
る
の
は
自

ら
の
家
系
の
勳
功
を
誇
示
し
、
祖
先
そ
れ
ぞ
れ
の
至
高
性
を
強
調
し
た
い
が
た
め

に
皇
高
祖
の
稱
謂
を
亂
發
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
族
の
系
譜
は
宣
王

朝
を
支
え
る
最
有
力
者
の
一
人
뎾
の
權
勢
を
背
景
と
し
て
「
作
ら
れ
た
歷
史
」
だ

と
考
え
る
べ
き
で
、
盤
銘
に
記
さ
れ
た
王
統
譜
は
こ
の
「
作
ら
れ
た
歷
史
」
に
現

實
味
を
與
え
る
重
要
な
道
具
立
て
だ
と
見
る
向
き
も
あ
る
。

關
連
器

以
下
、
本
盤
と
同
出
し
た
靑
銅
器
と
そ
の
銘
文
に
つ
い
て
解
說
す
る
が
、

四
十
二
年
뎾
鼎
お
よ
び
四
十
三
年
뎾
鼎
は
長
銘
ゆ
え
別
稿
で
改
め
て
解
說
を
行
う

豫
定
で
あ
る
。
ま
た
同
出
器
銘
の
解
說
に
續
い
て
、
一
九
八
五
年
に
附
近
で
出
土

し
た
뎾
鐘
銘
を
解
說
す
る
。

뎾
　
（
近
出
二834

）

器
制一

件
出
土
（
①
で
は
編
號2003M

YD
:010

、
②
③
で
は
編
號2003M

YJ:10

）。

流
（
注
ぎ
口
）
か
ら

（
取
っ
手
）
ま
で
の
長
さ
が52cm

、
通
高48cm

、
重
量

12kg

。
器
身
は
平
ら
な
圓
形
で
、
上
方
に
長
方
形
の
口
が
あ
り
、
口
の
上
に
は
鳳

鳥
形
の
蓋
が
あ
る
。
鳳
首
は
高
く
上
が
り
、
く
ち
ば
し
は
微
か
に
灣
曲
し
、
兩
翼

は
延
び
上
が
っ
て
い
る
。
器
身
と
蓋
と
は
虎
形
の
鏈
（
留
め
金
具
）
お
よ
び
雙
耳

環
で
繫
っ
て
い
る
。
虎
は
上
向
き
で
匍
匐
狀
、
頭
を
左
側
に
曲
げ
、
尻
尾
を
上
に

卷
い
て
い
る
。
流
は
ま
っ
す
ぐ
な
管
狀
を
し
て
お
り
、流
の
前
に
は
龍
頭
を
飾
る
。

は
龍
首
形
で
、
龍
は
上
向
き
で
あ
る
。
獸
足
が
四
つ
あ
る
。
腹
部
の
兩
側
面
の

紋
飾
は
同
じ
も
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
圈
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

外
か
ら
內
へ
向
か
っ
て
變
體
蘷
龍
紋
、
重
環
紋
、
龍
首
が
下
を
向
い
た
蟠
龍
紋
で

あ
る
。

の
正
面
に
は
重
環
紋
を
、
蓋
上
の
鳳
鳥
の
頸
部
に
は
羽
狀
紋
を
、
虎
の

足
の
上
部
に
は
重
環
紋
を
、
流
に
は
ね
じ
曲
が
っ
た
よ
う
な
環
帶
紋
を
そ
れ
ぞ
れ



뎾
盤

一
一
六

飾
っ
て
い
る
。

銘
文器

蓋
內
壁
に
三
行
、
每
行
五
か
ら
八
字
、
計
二
〇
字
。
重
文
な
し
。

銘
文
隸
定

뎾
乍
（
作
）
밾
（
朕
）
皇
高
且
（
祖
）
單

公
괁
（
烈
）
考
깼
（
깻
）

其
萬
年
子
孫
永
寶
用

考
釋二

行
目
の
「
公
」
下
の
一
字
を
諸
家
ほ
ぼ
「
聖
」
と
釋
す
る
。
④
李
學
勤
は
「
□

起
（
？
）」
と
し
二
字
で
あ
る
と
み
な
す
。
近
出
二834

の
拓
影
で
は
左
は
「
柬
」

の
よ
う
な
形
に
見
え
る
が
、
右
は
判
讀
で
き
な
い
。
だ
が
、
下
に
「
考
」
が
續
く

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
は
「
刀
」
に
从
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
괁

（
烈
）」
字
と
み
な
し
う
る
。
皇
高
祖
單
公
か
ら
烈
考
に
至
る
祖
考
を
祭
る
た
め
の

器
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

訓
讀뎾

、
朕
が
皇
高
祖
單
公
よ
り
烈
考
の
깻

を
作
る
。
其
れ
萬
年
ま
で
、
子
孫
、

永
く
寶
と
し
て
用
ひ
よ
。

現
代
語
譯

뎾
が
自
身
の
皇
高
祖
單
公
か
ら
烈
考
に
至
る
﹇
祖
考
﹈
の
宗
廟
に
供
え
る

を

作
っ
た
。
萬
年
に
至
る
ま
で
、
子
孫
よ
、
永
久
に
寶
器
と
し
て
用
い
よ
。

單
叔
鬲　
（
近
出
二80-88

）

圖四　器影（近出二 834 より引用）圖五　銘文
（近出二 834 より引用）
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一
一
七

器
制九

件
出
土
（
編
號
は
①
で
は2003M

YD
:020-028

、
②
③
で
は2003M

YJ:20-

28

）。
①
に
よ
れ
ば
、
九
件
の
器
形
の
大
小
は
﹇
ほ
ぼ
﹈
同
じ
だ
と
い
う
（
各
號

の
寸
法
は
近
出
二80-88

を
參
照
）。
以
下
、
②
に
說
か
れ
て
い
る
辛
號
鬲

（2003M
YJ:27

、
近
出
二87

）
の
器
制
に
つ
い
て
記
す
。
口
徑15cm

、
通
高

19.8cm

、
重
量2.4kg
。
器
形
は
小
さ
く
、
口
部
は
す
ぼ
ん
で
い
る
。
唇
部
は
方

形
で
、
頸
部
は
き
つ
く
締
ま
っ
て
い
る
。
廣
い
沿
部
が
外
に
向
か
っ
て
折
れ
、
腹

壁
は
外
に
向
か
っ
て
弧
形
を
描
い
て
お
り
、
股
部
は
弧
形
だ
が
股
の
間
は
ほ
ぼ
平

ら
で
あ
る
。
蹄
狀
を
し
た
三
本
の
足
の
上
部
は
中
空
で
あ
る
。
腹
部
の
上
部
に
竊

曲
紋
を
一
周
飾
り
、
下
部
に
は
蘷
龍
紋
を
飾
る
。
器
身
に
は
高
く
突
起
し
た
扉
狀

の
棱
（
稜
）
が
三
つ
あ
り
、
紋
飾
を
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。

銘
文九

件
い
ず
れ
も
有
銘
。
口
沿
部
の
內
側
に
一
行
一
七
字
、
う
ち
重
文
二
字
。
た

だ
し
、
甲
號
鬲
（
近
出
二80

）
は
一
行
一
五
字
、
う
ち
重
文
一
字
（「
子
좲
」
二

字
を
缺
く
）、
戊
號
鬲
（
近
出
二84

）
お
よ
び
壬
號
鬲
（
近
出
二88

）
は
一
行

一
三
字
（「
子
좲
孫
좲
」
四
字
を
缺
く
）。

銘
文
隸
定

單
弔
（
叔
）
乍
（
作
）
孟
뒝
（
祁
）
깼
（
깻
）
彖
（
鬲
）
其
萬
年
子
좲
（
子
）
孫
좲

（
孫
）
永
寶
用

考
釋「

뒝
」
を
、
⑦
李
學
勤
は
祁
姓
の
祁
と
釋
し
（
⑫
董
珊
も
同
じ
）、「
孟
祁
」
を

作
器
者
の
妻
と
解
す
る
。
し
か
し
、
祁
と
釋
す
る
根
據
を
擧
げ
て
い
な
い
。
郭
沫

若
は
杜
伯
鬲
（
集
成698

）「
杜
白
乍
作
弔
뒝
깻
鬲
【
杜
伯
、叔
뒝
の
깻
鬲
を
作
る
】」

の
杜
伯
を
、『
墨
子
』
明
鬼
篇
お
よ
び
『
國
語
』
周
語
上
に
見
え
る
、
宣
王
に
殺

さ
れ
た
杜
伯
と
み
な
し
、
杜
氏
は
陶
唐
氏
の
後
で
祁
姓
だ
と
す
る
。
ま
た
、
뒝
の

右
旁
は
召
伯
虎
簋
や
袷
侯
庫
簋
に
見
え
、祗
と
讀
み
祁
と
音
が
近
い
と
す
る
（『
兩

周
金
文
辭
大
系
』
釋
編
一
五
三
葉
）。
白
川
靜
（
通
釋196

）
は
郭
說
に
從
う
も

圖六　器影（辛號鬲あるいは八、
近出二 87 より引用）

圖七　銘文（辛號鬲あるいは八、
近出二 87 より引用）



뎾
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一
一
八

の
だ
が
、
さ
ら
に
『
左
傳
』
文
公
九
年
に
晉
の
文
公
の
夫
人
「
杜
祁
」
の
名
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、
杜
氏
が
祁
姓
だ
と
い
う
一
證
に
加
え
て
い
る
。
祁
と
釋
し
う
る

な
ら
ば
、
杜
伯
鬲
の
場
合
は
杜
伯
が
お
そ
ら
く
娘
で
あ
る
叔
祁
を
嫁
が
せ
る
際
の

器
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
本
鬲
の
場
合
は
姬
姓
で
あ
ろ
う
單
叔
が
自
分
に
嫁
い
で

き
た
夫
人
孟
祁
の
た
め
に
作
っ
た
器
と
解
せ
ら
れ
る
。

「
깼
（
깻
）」
の
右
旁
は
酉
で
は
な
く
豆
に
从
っ
て
い
る
が
、
⑫
董
珊
も
指
摘
す

る
よ
う
に
尊
の
異
體
、
あ
る
い
は
譌
變
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

「
彖
」
を
、⑦
李
學
勤
は
「
犬
」
と
隸
定
し
「
器
」
の
省
體
で
、叔
多
父
盤
の
「
盤
」

を
「
殳
」
と
省
す
る
の
と
類
似
し
、
函
皇
父
鼎
（
集
成2745

）
に
は
「
깻
器
」

の
用
例
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
字
は
犬
で
は
な
く
豕
形
で
、
뎾
盤
の
零
伯
の

項
に
「
不
彖
（
惰
）﹇
厥
﹈
服
」
の
彖
と
同
字
で
あ
る
か
ら
、器
と
は
釋
し
え
な
い
。

羅
衞
東（「
單
叔
鬲
〝　

  　

〞
字
及
相
關
問
題
考
釋
」、『
古
文
字
硏
究
』第
二
九
輯
、

二
〇
一
二
年
、所
收
）
は
「
瀝
」
と
隸
定
し
て
「
彝
」
と
讀
む
。
そ
の
根
據
と
し
て
、

瀝
は
古
音
で
は
質
部
・
喩
母
、
彝
は
脂
部
・
喩
母
で
、
聲
母
あ
い
同
じ
く
、
質
脂

の
對
轉
で
あ
る
こ
と
を
擧
げ
て
い
る
。
⑫
董
珊
は
「
彖
」
と
隸
定
し
て
「
鬲
」
と

讀
む
べ
き
だ
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
兩
字
は
上
古
音
で
は

聲
母
が
い
ず
れ
も
舌
音
で
、
彖
は
元
部
に
、
鬲
は
錫
部
に
屬
す
る
。
上
古
音
で
は

歌
・
月
・
元
三
部
に
屬
す
る
字
は
支
・
錫
・
耕
部
に
屬
す
る
字
と
讀
音
が
近
い
。

元
部
と
錫
部
を
例
に
擧
げ
る
と
、『
大
戴
禮
記
』
五
帝
德
の
「
鮮
支
」
を
、『
尚
書
』

禹
貢
と
『
史
記
』
五
帝
本
紀
で
は
「
析
支
」
に
作
り
、『
史
記
索
隱
』
に
〝
鮮
・

析
は
音
相
い
近
し
〞
と
言
う
。『
老
子
』﹇
上
篇
十
一
章
﹈
に
は
「
埴
を

の

ば
し
﹇
あ

る
い
は
「
う
ち
」﹈
以
て
器
を
爲
る
」
と
あ
り
、『﹇
經
文
﹈ 

釋
文
』
は
〝

せ
ん

、﹇
…
﹈

如
淳
は
繫マ

マ

﹇
筆
者
注
：
擊
の
誤
り
か
。『
荀
子
』
性
惡
の
注
に
は
「

は
擊
な
り
」

と
あ
る
﹈
に
作
る
〞
と
言
う
。
鮮
と
析
、

と
繫
﹇
↓
擊
？
﹈
は
い
ず
れ
も
元
部

の
字
と
錫
部
の
字
が
通
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
〝
彖
〞
を
〝
鬲
〞

と
讀
む
傍
證
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

「
깻
彖
」
と
あ
る
以
上
、
彖
は
器
名
か
、
あ
る
い
は
「
깻
彝
（
宗
廟
に
常
に
安

置
す
る
器
）」
の
彝
（
つ
ね
に
、
引
申
し
て
常
器
の
意
）
に
類
す
る
字
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑
い
な
い
。
彖
と
瀝
は
『
說
文
』
九
下
（
彑
部
と
瀝
部
）
に
載
せ
る
篆
文

を
見
れ
ば
解
る
よ
う
に
、ほ
ぼ
同
字
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
は
な
は
だ
字
形
が
近
く
、

も
と
も
と
一
字
で
後
に
分
化
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
羅
衞
東
が
瀝
と
隸
定
し
彝
と

讀
む
說
も
傾
聽
に
値
す
る
が
、
뎾
盤
の
「
不
彖
（
惰
）﹇
厥
﹈
服
」
な
ど
多
く
の

金
文
に
動
詞
と
し
て
現
れ
る
場
合
は
、
彖
と
音
通
す
る
惰
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
述

し
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
彖
字
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
⑫
董
珊
に
よ

れ
ば
、
彖
は
元
部
で
鬲
は
錫
部
に
屬
し
讀
音
が
近
く
音
通
す
る
と
言
う
が
、
元
部

と
錫
部
の
讀
音
は
近
く
な
い
し
、
彖
と
鬲
は
聲
母
も
異
な
る
か
ら
、
そ
の
說
に
は

無
理
が
あ
る
。
確
證
は
な
い
が
、
本
銘
に
記
さ
れ
る
彖
字
は
「

」「
蠡
（
來
紐

支
韻
）」
と
同
じ
く
「
レ
イ
」
の
音
で
讀
ま
れ
（
つ
ま
り
同
一
字
で
二
音
を
も
つ
）、

鬲
（
來
紐
錫
韻
）
の
假
借
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

訓
讀單

叔
、
孟
祁
の
깻
彖
（
鬲
）
を
作
る
。
其
れ
萬
年
ま
で
、
子
々
孫
々
永
く
寶
用

せ
よ
。

現
代
語
譯

單
叔
が
﹇
妻
で
あ
る
﹈
孟
祁
の
宗
廟
に
安
置
す
る
鬲
を
作
っ
た
。
萬
年
に
至
る



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

一
一
九

ま
で
、
子
孫
よ
、
永
久
に
寶
器
と
し
て
用
い
よ
。

單
五
父
方
壺　
（
近
出
二870

・871

）

器
制二

件
出
土
。
甲
號
壺
（
①
で
は
編
號2003M

YD:019

）
は
口
徑19.6

×14.8cm

、

底
部30

×23cm

、
腹
部36
×26cm

、
通
高59cm

、
重
量25kg

。
乙
號
壺
（
①

で
は
編
號2003M

YD
:014-015

、
②
③
で
は2003M

YJ:19

）
は
口
徑20

×

15cm

、
底
部30

×23cm

、
腹
部36
×26cm

、
通
高59.6cm

、
重
量25kg

。

二
件
の
大
き
さ
と
重
量
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
②
③
に
よ
れ
ば
、
乙
號
壺
は
橢
方

形
、
頸
部
は
長
く
腹
部
は
垂
れ
て
お
り
、
圈
足
（
高
臺
）
が
あ
る
。
方
形
で
平
ら

な
蓋
部
に
は
圈
狀
の
取
っ
手
が
あ
る
。
雙
耳
は
三
層
の
龍
首
の
形
を
し
て
お
り
、

そ
の
上
端
は
體
を
曲
げ
た
龍
紋
、
下
側
は
二
つ
の
龍
首
か
ら
成
る
獸
首
で
、
耳
內

に
は
環
を
一
つ
づ
つ
連
ね
て
い
る
。
蓋
の
頂
面
に
は
體
驅
の
纏
わ
り
つ
い
た
吐
舌

龍
紋
を
一
組
飾
り
、
蓋
の
沿
・
頸
部
に
は
環
帶
紋
を
飾
る
。
腰
部
に
は
橫
に
三
本

の
突
起
し
た
稜
が
走
る
。腹
部
は
一
つ
の
圓
く
突
起
し
た
雙
身
の
龍
首
を
中
心
に
、

身
驅
が
あ
い
交
わ
る
多
く
の
龍
紋
を
從
え
る
。
側
面
は
正
面
の
紋
飾
と
類
似
し
て

い
る
。
圈
足
に
は
帶
目
竊
曲
紋
を
飾
る
。
甲
號
壺
も
①
に
よ
れ
ば
同
樣
の
紋
飾
と

考
え
ら
れ
る
。

銘
文二

件
い
ず
れ
も
有
銘
。
②
③
に
よ
れ
ば
、
乙
號
壺
の
器
口
の
內
側
お
よ
び
蓋
の

插
口
（
器
に
插
し
込
む
部
分
？
）
に
銘
文
が
あ
り
、
器
銘
は
四
行
、
每
行
四
か
ら

五
字
、
計
一
九
字
、
う
ち
重
文
二
字
。
方
格
（
突
起
し
た
細
い
線
狀
の
格
子
の
枠
）

に
は
ま
る
字
が
多
い
が
、
外
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
蓋
銘
は
四
行
、
每
行
四
か

ら
五
字
、
計
一
七
字
、
重
文
な
し
。
①
に
よ
れ
ば
、
甲
號
壺
も
器
蓋
そ
れ
ぞ
れ
乙

號
壺
と
同
銘
で
あ
る
（
近
出
二870

・871

で
確
認
で
き
る
）。

圖八　器影（乙號壺あるいは二、近出二 871 より引用）



뎾
盤

一
二
〇

銘
文
隸
定
（
乙
號
壺
器
銘
）

單
五
父
乍
（
作
）
밾
（
朕
）

皇
考
깼
（
깻
）
壺

其
萬
年
子
좲
（
子
）

孫
좲
（
孫
）
永
寶
用

蓋
銘
は
重
文
が
な
く
、「
子
좲
（
子
）
孫
좲
（
孫
）」
を
「
子
孫
」
二
字
に
作
る
。

訓
讀單

五
父
、
朕
が
皇
考
の
깻
壺
を
作
る
。
其
れ
萬
年
ま
で
、
子
々
孫
々
、
永
く
寶

と
し
て
用
ひ
よ
。

現
代
語
譯

單
五
父
が
わ
が
皇
考
の
宗
廟
に
供
え
る
壺
を
作
っ
た
。
萬
年
に
至
る
ま
で
、
子

孫
た
ち
よ
、
永
久
に
寶
器
と
し
て
用
い
よ
。

叔
五
父

　
（
近
出
二955

）

器
制一

件
出
土
（
①
で
は
編
號2003M

YD
:017

、
②
③
で
は
編
號2003M

YJ:17

）。

流
（
注
ぎ
口
）
か
ら

（
取
っ
手
）
ま
で
の
長
さ
が36cm

、
通
高18.4cm

、
口

の
幅15.6cm

、
腹
部
の
深
さ9.4cm

、
重
量2.4kg

。
全
體
は
柄
杓
（
ひ
さ
ご
）

の
形
を
し
て
い
る
。
口
部
は
曲
が
り
唇
部
は
ま
っ
す
ぐ
で
、
流
は
少
し
上
が
り
、

後
方
に
龍
首
形
の

が
あ
る
。
扁
平
狀
の
龍
首
足
が
四
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一

つ
は
二
回
目
の
補
鑄
が
な
さ
れ
て
い
る
。
口
沿
部
の
下
に
は
竊
曲
紋
を
、
腹
部
に

は
瓦
紋
を
飾
り
、
龍
形
の

に
は
二
本
の
凹
弦
紋
と
竊
曲
紋
と
が
あ
る
。

圖九　銘文（乙號壺あるいは二、近出二 871 より引用）
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第
二
號

一
二
一

銘
文

內
の
底
に
二
行
、
每
行
七
字
、
計
一
四
字
。
重
文
な
し
。

銘
文
隸
定

弔
（
叔
）
五
父
乍
（
作
）
旅
也
（

）、
其

萬
年
子
孫
永
寶
用

考
釋「

旅

」
な
ど
、
器
名
の
上
に
「
旅
（
あ
る
い
は
봺
）」
を
記
す
こ
と
は
各
種
の

器
銘
に
多
く
見
ら
れ
る
（
通
釋
索
引
二
一
七
〜
二
一
八
、二
六
八
頁
參
照
）。
白
川

靜
は
멽
尊
の
「
團
宮
봺
彝
」、
멽
圜
器
の
「
欪
宮
봺
彝
」
の
例
を
擧
げ
、「
本
宗
外

の
旅
宮
に
お
い
て
用
い
る
器
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
（
通
釋43

）。
本
宗
か
ら

離
れ
た
地
に
あ
る
外
宮
で
の
祭
祀
に
使
用
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、「
旅

＋
器
名
」
と
記
す
例
の
數
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
持
ち
出
し
用

と
解
す
る
に
は
な
お
檢
討
を
要
す
る
。
い
ま
、『
詩
』
小
雅
・
賓
之
初
筵
に
「

豆
有
楚
、
核
維
旅
【

豆
楚
た
る
有
り
、
核
を
維
れ
旅つ

ら

ぬ
】」
の
毛
傳
に
「
旅
、

陳
也
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
陳
列
（
な
ら
べ
る
）
の
意
で
、
先
祖
の
宗
廟
に
な

ら
べ
お
く
祭
器
を
言
う
も
の
と
解
し
て
お
く
。

と
盤
は
給
水
器
と
受
水
器
と
し
て
セ
ッ
ト
を
成
す
水
器
で
あ
る
か
ら
、
本

と
뎾
盤
と
を
セ
ッ
ト
と
み
な
し
、
本

の
叔
五
父
と
뎾
盤
の
作
器
者
で
あ
る
뎾
が

同
一
人
物
で
あ
る
と
の
想
定
を
抱
き
た
く
も
な
る
が
、「
旅
」
が
持
ち
出
し
用
と
い

う
意
に
解
し
う
る
な
ら
ば
、
盤
銘
に
も
「
旅
盤
」
と
記
さ
れ
る
べ
き
で
、
兩
人
が

同
一
人
物
か
ど
う
か
は
や
は
り「
そ
の
可
能
性
が
あ
る
」以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
。

訓
讀叔

五
父
、
旅

を
作
る
。
其
れ
萬
年
ま
で
、
子
孫
、
永
く
寶
と
し
て
用
ゐ
よ
。

圖一〇　器影（近出二 955 より引用）

圖一一　銘文
（近出二 955 より引用）



뎾
盤

一
二
二

現
代
語
譯

叔
五
父
が
旅

を
作
っ
た
。
萬
年
に
至
る
ま
で
、
子
孫
よ
、
永
久
に
寶
器
と
し

て
用
い
よ
。

天
盂　
（
近
出
二966

）

器
制一

件
出
土
（
①
で
は
編
號2003M

YD
:011

、
②
③
で
は
編
號2003M
YJ:11

）。

口
徑56.4cm

、
通
高45.2cm

、
兩
耳
間63.4cm

、
腹
部
の
深
さ33.6cm

、
圈

足
（
高
臺
）
の
直
徑42cm

、
圈
足
の
高
さ9.6cm

、
重
量34.5kg

。
口
部
は
大

き
く
、
圈
足
が
あ
る
。
腹
部
は
ま
っ
す
ぐ
で
、
兩
耳
が
二
セ
ッ
ト
あ
る
。
腹
部
に

は

龍
紋
・
環
帶
紋
を
飾
り
、
圈
足
に
は

龍
紋
を
飾
る
。

銘
文內

底
中
部
に
二
行
、
每
行
六
字
、
計
一
二
字
、
う
ち
重
文
二
字
、
圖
象
記
號
一
字
。

銘
文
隸
定

乍
（
作
）
寶
盂
其
子
좲
（
子
）

孫
좲
（
孫
）
永
寶
用
天

考
釋圖

象
記
號
（
族
徽
）
が
銘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
盂
の
作
製
時
代
を
他
の

同
出
二
六
件
の
靑
銅
器
よ
り
も
早
く
に
置
く
說
が
あ
る
。
④
李
學
勤
は
、
本
盂
が

一
九
七
三
年
陝
西
省
扶
風
劉
家
村
出
土
の
盂
と
も
っ
と
も
似
て
お
り
、師
永
盂（
集

成10322

）
お
よ
び
山
西
曲
沃
北
趙
晉
侯
墓
地M

32

・33

（
晉
厲
侯
と
そ
の
夫
人

の
墓
）
出
土
の
殘
盂
と
も
似
て
い
る
と
し
、
晉
侯
墓
地M

32

・33

が
晉
の
厲
侯

お
よ
び
そ
の
夫
人
の
墓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
盂
が
西
周
中
期
に
製
作
さ
れ
、
뎾

の
先
世
の
遺
物
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
⑫
董
珊
は
、
紋
飾
が
西
周
早
・
中
期
の
特

徵
を
有
し
て
お
り
、
他
の
二
六
件
よ
り
は
少
な
か
ら
ず
時
代
が
早
く
、
單
氏
一
族

圖一二　器影（近出二 966 より引用）

圖一三　銘文
（近出二 966 より引用）
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第
二
號

一
二
三

が
殷
の
遺
民
か
ら
得
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
硏
究
を
待
つ
と
し
て
い
る
。

一
方
、
⑳
周
曉
陸
は
本
盂
の
銘
文
の
字
體
の
風
格
が
他
の
二
六
件
の
そ
れ
と
一

致
す
る
こ
と
、
紋
飾
も
槪
ね
一
致
す
る
こ
と
、
盤
と

と
盂
は
と
も
に
洗
淨
用
の

水
器
で
あ
る
こ
と
、
西
周
晚
期
の
中
義
父
鼎
に
圖
象
記
號
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
他
の
二
六
件
と
と
も
に
西
周
晚
期
に
同
一
人
物
が
製
作
し
た
と
解
し
て
い

る
。
し
か
し
、
盂
は
盛
食
器
と
解
す
る
向
き
も
あ
り
、
字
體
の
風
格
も
他
器
と
は

異
な
り
、
中
義
父
鼎
に
圖
象
記
號
ら
し
き
も
の
も
見
え
な
い
か
ら
、
こ
の
說
は
採

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

圖
象
記
號
は
や
は
り
西
周
中
期
か
ら
な
く
な
り
始
め
る
し
、
本
銘
は
文
例
に
お

い
て
も
作
器
者
名
を
記
し
て
い
な
い
の
で
、
本
器
の
製
作
時
代
は
他
の
二
六
器
よ

り
遡
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
圖
象
記
號
を
靑
銅
器
に
銘
す
る
の
は
殷
系
氏
族

の
風
習
で
あ
る
か
ら
、
姬
姓
と
考
え
得
る
뎾
一
族
の
先
世
が
製
作
し
た
器
と
は
み

な
し
が
た
い
。
⑫
董
珊
は
殷
の
遺
民
か
ら
得
た
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。

訓
讀寶

盂
を
作
る
。
其
れ
子
々
孫
々
、
永
く
寶
用
せ
よ
。
天
。

現
代
語
譯

寶
盂
を
作
っ
た
。
子
孫
よ
、
永
久
に
寶
器
と
し
て
用
い
よ
。
天
。

뎾
鐘　
（
近
出106-109

）

뎾
の
器
は
す
で
に
一
九
八
五
年
、
뎾
盤
が
出
土
し
た
眉
縣
楊
家
村
の
窖
藏
よ
り

わ
ず
か
數
十
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
同
村
の
別
の
窖
藏
か
ら
合
計
一
八
件

の
鐘
・
鎛
が
出
土
し
て
い
る
。
た
だ
し
五
件
は
流
出
し
て
お
り
、
殘
存
し
て
い
る

の
は
一
三
件
、
甲
乙
丙
丁
の
四
組
に
分
か
れ
、
甲
乙
丙
三
組
は
編
鐘
、
丁
組
は
編

鎛
で
、
有
銘
の
も
の
は
乙
組
四
件
の
み
で
あ
る
と
い
う
（
劉
懷
君
「
眉
縣
出
土
一

批
西
周
窖
藏
樂
器
」、『
文
博
』
一
九
八
七
年
第
二
期
、
お
よ
び
④
李
零
）。
④
李

零
に
よ
る
と
、
流
出
し
た
五
件
は
乙
組
編
鐘
の
う
ち
四
件
と
丁
組
編
鎛
の
う
ち
一

件
で
、
乙
組
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
（Cleveland 

M
useum

 of Art

）
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
も
の
一
件
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
個
人
が

收
藏
し
た
も
の
一
件
、
香
港
の
個
人
が
收
藏
し
た
も
の
一
件
、
收
藏
先
不
明
な
も

の
一
件
、
丁
組
一
件
に
つ
い
て
は
收
藏
先
不
明
と
い
う
。

以
下
、
乙
組
Ⅰ
號
鐘
（
近
出106

）
の
銘
文
を
揭
げ
る
。
器
影
に
つ
い
て
は
、

有
銘
四
件
の
な
か
で
圖
版
が
割
に
鮮
明
な
Ⅲ
號
鐘
（
近
出108

）
を
揭
げ
る
。
Ⅱ

號
鐘
（
近
出107

）
お
よ
び
Ⅲ
號
鐘
（
近
出108

）
も
一
部
の
字
と
改
行
は
異
な

る
が
同
銘
で
、
三
器
い
ず
れ
も
一
二
八
字
、
う
ち
重
文
一
一
字
で
あ
る
。
Ⅳ
號
鐘

（
近
出109

）
は
銘
の
一
部
（「
屯
（
純
）
右
（
祐
）」
以
下
末
尾
一
九
字
、
う
ち

重
文
二
字
）
し
か
記
し
て
お
ら
ず
、
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
は
ず
の
他
鐘
と
あ
わ
せ
て

完
全
な
銘
を
成
す
よ
う
で
あ
る
。
④
李
零
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館

に
收
藏
さ
れ
た
一
件
は
、
同
じ
く
一
二
八
字
の
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、
こ

の
器
を
實
見
し
た
方
建
軍
に
よ
れ
ば
、Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
號
鐘
と
同
銘
だ
と
い
う
（「
美

國
收
藏
的

鐘
及
相
關
問
題
」、『
天
津
音
樂
學
院
學
報
（
天
籟
）』
二
〇
〇
七
年

第
二
期
）。ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
器
と
銘
の
畫
像
が
載
っ

て
お
り
、
銘
は
や
や
見
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
左
記
の
リ
ン
ク
か
ら
閱
覽

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



뎾
盤

一
二
四

http://w
w
w
.clevelandart.org/art/1989.3?collection_search_view

s_

fulltext=
&
created_date_op=

%
3D

&
created_date=

&
betw

een_start=

&
betw

een_end=
&
field_artist=

&
page=

3&
f[0]=

field_collection%
3A82

右
鼓
部
第
一
行
目
は
銹
に
覆
わ
れ
て
い
く
つ
か
の
文
字
が
判
讀
で
き
な
い
が
、

同
銘
と
考
え
て
よ
い
。

器
制Ⅰ

號
鐘
（
近
出106

）
は
口
徑37cm

、
通
高65.5cm

、
重
量50.5kg

、
Ⅱ
號

鐘
（
近
出107

）
は
口
徑38cm

、
通
高65cm

、
重
量44kg

、
Ⅲ
號
鐘
（
近
出

108

）
は
口
徑35cm

、
通
高61cm

、
重
量50kg

、
Ⅳ
號
鐘
（
近
出109

）
は
口

徑9.5cm

、
通
高23cm

、
重
量5kg

。
舞
部
に
雷
紋
、
篆
間
に
竊
曲
紋
、
鼓
部

に
蟠
虺
紋
、
右
鼓
部
に
大
き
な
鳥
紋
（
Ⅱ
號
鐘
と
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
藏

鐘
を
除
く
）、
旋
上
に
雷
紋
を
飾
り
、
枚
（
器
面
か
ら
突
起
し
た
一
八
個
の
部
分
）

は
平
頂
の
も
の
と
尖
っ
た
形
の
二
種
に
分
か
れ
る
。

方
健
軍
は
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
藏
鐘
の
通
高
が70.3cm
（
④
李
零

も
同
じ
）
で
、
音
高
が
Ⅰ
號
鐘
よ
り
低
い
こ
と
を
測
定
し
、
各
鐘
の
音
律
・
音
高

の
測
定
値
、
ま
た
西
周
中
期
よ
り
晚
期
の
編
鐘
が
八
種
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
所
藏
鐘
が
第
一
番
目
、
Ⅰ
號
鐘
が
第
二
番
目
、
Ⅱ
號
鐘
が

第
三
番
目
、
Ⅲ
號
鐘
が
第
四
番
目
、
Ⅳ
號
鐘
が
第
八
番
目
に
位
置
す
る
と
み
な
す

（
前
揭
論
文
）。

圖一四　器影（Ⅲ號鐘、近出 108 より引用）圖一五　銘文（Ⅰ號鐘、近出 106 より引用）
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硏
究　

第
二
號

一
二
五

銘
文
隸
定

뎾
曰
、
不
（
丕
）
顯
밾
（
朕
）
皇
考

냙
明

（
厥
）
心
帥
用

（
厥
）
先
且
（
祖
）
考
政
（
正
）
德　
（
以
上
右
鼓
部
）

（
享
）
辟
先
王
뎾
粨
（
御
）
于

（
厥
）
辟
不
敢
彖
（
惰
）

虔
륒
（
夙
）
夕
敬

（
厥
）
爬
（
死
）
事
天
子
巠
（
經
）
밾
（
朕
）
先

且
（
祖
）
服
多
易
（
賜
）
뎾
休
令
（
命
）
빨
래
（
司
）
牙
（
四
）
方
吳
（
虞
）

떱
（
林
）
뎾
敢
對
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
륽
（
揚
）　
（
以
上
鉦
間
）

用
乍
（
作
）
밾
（
朕
）
皇
考

（
共
）
弔
（
叔
）
龢
（
和
）
鐘
鎗
좲

悤
좲
洩
（
央
）
좲
뺬
（

）
좲
用
追
孝
卲
（
招
）

各
（
格
）
喜
侃

（
前
）
좲
文
좲
人
좲
嚴

才
（
在
）
上
惇
좲
뽃
좲
降
餘
多
福

康
랝
屯
（
純
）
右
（
祐
）
永
令
（
命
）

뎾
其
萬
年
뼉
（
眉
）
壽

繹
（
畯
）
臣
天
子
좲
孫
좲
永
寶　

　
（
以
上
左
鼓
部
）

訓
讀

뎾
曰
く
、
丕
顯
な
る
朕
が
皇
考
、
厥
の
心
を
냙
明
に
し
、
厥
の
先
祖
考
の
正

し
き
德
に
帥
用
し
、
先
王
に
享
辟
す
。
뎾
、
厥
の
辟き

み

に
御つ

か

へ
て
敢
て
惰お

こ
たら

ず
、

夙
夕
を
虔つ

つ
しみ

厥
の
死
事
に
敬つ

つ
しむ

。
天
子
、
朕
が
先
祖
の
服
を
經お

も

ひ
、
多
く
뎾

に
休
を
賜
ひ
、
命
じ
て
四
方
の
虞
・
林
を
빨
司
せ
し
む
。
뎾
、
敢
て
天
子
の

丕
顯
な
る
魯
休
に
對
し
揚
し
、
用
て
朕
が
皇
考
共
叔
の
和
鐘
を
作
る
。
鎗そ

う
そ
う鎗



뎾
盤

一
二
六

悤そ
う
そ
う悤

、
央え

い
え
い央
よ
う
よ
う

、
用
て
前
文
人
に
追
孝
し
卲
（
招
）
各
（
格
）・
喜
侃
せ

し
め
ん
。
前
文
人
、
嚴
か
に
上
に
在
り
、
惇ほ

う

惇ほ
う

뽃は
く
は
く뽃

と
し
て
餘
に
多
福
・
康

랝
・
純
祐
・
永
命
を
降
さ
ん
。
뎾
其
れ
萬
年
眉
壽
ま
で
、
畯な

が

く
天
子
に
臣
た

ら
ん
。
子
孫
孫
永
く
寶
と
せ
よ
。

一
讀
し
て
本
盤
の
銘
文
と
の
共
通
點
を
看
取
で
き
る
。
天
子
か
ら
四
方
の
虞

官
・
林
官
の
職
を
册
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
皇
考
共
叔
の
名
が
見
え
る
こ
と
、
そ

し
て
銘
文
の
文
章
表
現
が
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
本
盤
と
ほ

ぼ
同
時
に
作
ら
れ
た
器
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
鐘
・
鎛
の
窖
藏
に
は
他

種
の
器
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
樂
器
は
樂
器
と
し
て
所
を
異
に
し
て
別
途
窖
藏
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
代
語
譯

뎾
が
言
う
。
大
い
に
輝
か
し
き
わ
が
皇
考
は
そ
の
心
を
包
み
隱
さ
ず
、
先
祖
考

の
正
し
い
德
に
從
っ
て
先
王
に
仕
え
た
。﹇
そ
こ
で
﹈
わ
た
く
し
뎾
も
、
自
身
の

君
に
仕
え
る
に
は
敢
え
て
疎
か
に
せ
ず
、
朝
早
く
か
ら
夜
遲
く
ま
で
自
分
の
職
務

に
勤
め
勵
ん
で
い
る
。﹇
そ
れ
ゆ
え
﹈
天
子
は
わ
が
祖
考
の
職
事
を
追
念
し
、
わ

た
く
し
뎾
に
た
く
さ
ん
賜
物
を
お
贈
り
に
な
り
、﹇
わ
た
く
し
に
﹈
命
じ
て
四
方

の
山
林
沼
澤
の
產
物
を
管
掌
す
る
官
を
兼
司
さ
せ
た
も
う
た
。
わ
た
く
し
뎾
は
、

敢
え
て
天
子
の
大
い
に
輝
か
し
く
嘉
き
賜
物
に
應
え
て
﹇
そ
の
恩
寵
を
﹈
稱
揚
し
、

わ
が
皇
考
共
叔
を
祭
る
た
め
の
和
鐘
（
調
和
し
た
音
色
を
響
か
せ
る
鐘
）
を
作
る

こ
と
と
し
た
。
ふ
れ
あ
っ
て
鳴
り
響
く
そ
の
音
色
は
明
瞭
で
、
調
和
も
と
れ
て
い

て
美
し
い
。﹇
こ
の
鐘
を
﹈
用
い
て
前
文
人
の
靈
を
慕
っ
て
﹇
怠
り
な
く
﹈
祭
り
、

﹇
前
文
人
を
﹈
人
間
界
に
招
來
・
降
臨
さ
せ
、
喜
ば
せ
樂
し
ま
せ
よ
う
。
前
文
人

は
威お

ご
そ嚴

か
に
天
上
界
に
在い

ま

し
、﹇
そ
の
神
氣
は
﹈
廣
く
滿
ち
わ
た
り
、
わ
た
く
し

뎾
に
多
福
、
安
樂
、
大
い
な
る
ご
加
護
、
永
き
命
を
降
さ
れ
よ
う
。
わ
た
く
し
뎾

は
、
萬
年
長
壽
に
至
る
ま
で
天
子
に
臣
下
と
し
て
お
仕
え
し
た
い
も
の
だ
。
子
孫

た
ち
よ
、﹇
こ
の
鐘
を
﹈
永
久
に
寶
器
と
せ
よ
。

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）


